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人口動態（10 月中）

転　入　16 転　出　15

出　生　 2 死　亡　15

その他　 0 その他　 0

町の世帯と人口

11 月１日現在（前月比）

世帯数 ２，５７６ （７減）

人　口 ４，７８５（１２減）

　　男 ２，３８３ （３減）

　　女 ２，４０２ （９減）

2022.12No.828（令和 4年 12月５日発行）

１2月号

『
第
37
回
奥
多
摩
ふ
れ
あ
い
ま
つ
り
』
盛
大
に
開
催

10
月
29
日
・
30
日
の
両
日
、

奥
多
摩
総
合
運
動
公
園
に
て
、

第
37
回
奥
多
摩
ふ
れ
あ
い
ま
つ

り
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

秋
晴
れ
の
中
、
４
年
ぶ
り
の

開
催
に
、
２
日
間
で
町
内
外
か

ら
約
３
５
０
０
人
の
方
が
来
場

し
、
に
ぎ
わ
い
を
見
せ
て
い
ま

し
た
。

ス
テ
ー
ジ
で
は
、
町
内
の
保

育
園
や
小
学
校
の
園
児
・
児
童

に
よ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
、

吉
本
興
行
芸
人
に
よ
る
お
笑
い

ラ
イ
ブ
な
ど
16
団
体
が
出
演
し

た
ほ
か
、
昭
和
演
歌
シ
ョ
ー
と

題
し
演
歌
歌
手
の
新
沼
謙
治
さ

ん
が
出
演
し
ま
し
た
。

ま
た
、
「
わ
さ
び
丸
ご
と
根
っ

辛
う
ど
ん
」
な
ど
の
Ｂ
級
グ
ル

メ
を
含
む
45
団
体
が
模
擬
店
や

団
体
・
企
業
に
よ
る
Ｐ
Ｒ
コ
ー

ナ
ー
、
特
産
物
店
な
ど
を
出
店
。

子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
楽
し

め
る
二
日
間
と
な
り
ま
し
た
。



3

１

３

５

　
　８

10

　
　13

15

　
　18

20

　
　23

25

　
　28

30

　
　33

35

　
　38

40

　
　43

45

　
　48

50

　
　53

55

　
　58

60

62

No.828 2022 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

奥
多
摩
町
教
育
文
化
活
動
奨
励
者
表
彰

こ
の
表
彰
は
、町
内
に
在
住
・

在
勤
の
個
人
ま
た
は
団
体
が
行

う
教
育
文
化
活
動
を
奨
励
し
、

今
後
の
活
動
に
期
待
し
て
隔
年

で
表
彰
す
る
も
の
で
す
。

11
月
３
日
に
福
祉
会
館
で
表

彰
式
を
行
い
、
つ
ぎ
の
方
が
受

賞
さ
れ
ま
し
た
。

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

〔
個

人
〕

小
峰

洋
治

氏

　
　
　
　
　
　
　
　（
大
氷
川
）

町
の
伝
統
的
な
特
産
物
で
あ

る
わ
さ
び
栽
培
の
指
導
を
氷
川

小
学
校
に
お
い
て
長
年
に
渡
っ

て
行
い
、
伝
統
文
化
の
継
承
お

よ
び
後
継
者
育
成
に
寄
与
さ

れ
、
そ
の
功
績
が
認
め
ら
れ
ま

し
た
。

〔
個

人
〕

小
峰

遙
巴

氏

　
　
　
　
　
　
　
　（
常

磐
）

幼
少
期
か
ら
書
道
の
鍛
錬
を

継
続
し
、
第
45
回
全
国
学
生
書

写
書
道
展
に
お
い
て
文
部
科
学

大
臣
賞
を
受
賞
さ
れ
、
そ
の
功

績
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
（
写
真
前
列
中
央
）

〔
団

体
〕
放
課
後
子
ど
も
教

室
推
進
事
業
運
営
委
員
会

「
チ
ャ
レ
ン
ジ
お
く
た
ま
」

の
通
称
で
、
主
に
小
学
生
を
対

象
に
将
棋
・
絵
手
紙
・
木
工
・

陶
芸
教
室
な
ど
を
長
年
に
渡
っ

て
開
催
し
、
放
課
後
や
夏
休
み

期
間
に
お
け
る
子
ど
も
た
ち
の

居
場
所
づ
く
り
お
よ
び
健
全
育

成
に
貢
献
さ
れ
、
そ
の
功
績
が

認
め
ら
れ
ま
し
た
。（
写
真
前

列
右
か
ら
３
人
目
・
新
島
勲
会

長
）

２

０

２

２

カ

ヌ

ー

ス

ラ

ロ

ー

ム

ジ

ャ

パ

ン

カ

ッ

プ

最

終

戦

優

勝

禰ね

し

め寝

大だ
い
す
け亮

君

　
　（
境
在
住
・
大
学
１
年
生
）

第６１回加藤旗争奪駅伝競走大会開催に伴う交通規制について

　　大会当日は交通規制を実施します。交通規制、迂回路などにつきましては、現場警察官の

　指示に従ってください。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

　　〔日　　時〕１２月１１日（日）午前１０時２０分～正午まで

　　〔規制区間〕青梅街道：古里駅前交差点から川井交差点

　　　　　　　 都道・町道：川井交差点から大丹波（小中茶屋バス停）

　　※問い合わせは、教育課　☎８３－２２４６

10
月
30
日
に
鹿
児
島
県
で
開

催
さ
れ
た
２
０
２
２
カ
ヌ
ー
ス

ラ
ロ
ー
ム
ジ
ャ
パ
ン
カ
ッ
プ
最

終
戦
に
出
場
し
、
見
事
優
勝
さ

れ
ま
し
た
。

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

禰
寝
さ
ん
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

強
化
選
手
に
指
定
さ
れ
て
お

り
、
今
後
の
活
躍
が
期
待
さ
れ

ま
す
。

教
育
文
化
活
動
奨
励
者

表
彰
ほ
か

ス
ポ
ー
ツ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
な
ど
の

使
用
手
続
き
な
ど
が
変
わ
り
ま
す

１
月
１
日
よ
り
、
ス
ポ
ー

ツ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
、

登
計
原
総
合
運
動
公
園
、
町

立
小
・
中
学
校
の
校
庭
、
体

育
館
の
使
用
の
手
続
き
な
ど

が
変
更
と
な
り
ま
す
。

主
な
変
更
点
に
つ
い
て
は
、

つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
。

〇
一
般
登
録
団
体

ス
ポ
ー
ツ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

施
設
、
登
計
原
総
合
運
動
公

園
の
施
設
予
約
が
３
か
月
前

か
ら
予
約
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

〇
特
定
登
録
団
体

団
体
の
要
件
や
料
金
が
変

更
と
な
り
ま
す
。

詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、

１
月
４
日
以
降
に
町
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
教
育
課
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表
彰
・
受
賞

消
防
団
員
募
集
ほ
か

榎
戸
雄
一
副
団
長

東
京
都
功
労
者
表
彰

受
賞

奥
多
摩
町
消
防
団
副
団
長
の

榎
戸
雄
一
氏
が
、
10
月
３
日
付

け
で
東
京
都
知
事
に
よ
る
消

防
・
災
害
対
策
功
労
を
受
賞
さ

れ
ま
し
た
。

氏
は
、
平
成
３
年
４
月
入
団

以
来
、
30
年
以
上
に
渡
っ
て
勤

続
し
、
災
害
時
に
は
、
常
に
第

一
線
に
立
っ
て
活
動
す
る
と
と

も
に
、
平
時
は
教
育
訓
練
に
励

み
、
地
域
住
民
の
安
全
・
安
心

の
た
め
積
極
的
に
消
防
団
活
動

東

京

都

消

防

褒

賞

受

賞

德
王
龍
介
氏
、
須
崎
昇
一

氏
、
遠
藤
仁
氏
が
、
東
京
都

消
防
褒
賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し

た
。德

王
氏
は
、
平
成
19
年
に

入
団
し
、
現
在
本
部
分
団
長

を
、
須
崎
氏
は
、
平
成
12
年

に
入
団
し
現
在
第
２
分
団
副

分
団
長
、
遠
藤
氏
は
、
平
成

８
年
に
入
団
し
、
現
在
第
３

分
団
副
分
団
長
を
そ
れ
ぞ
れ

務
め
ら
れ
て
お
り
、
永
年
に

▶
遠
藤
副
分
団
長
・
３
分
団

▶
須
崎
副
分
団
長
・
２
分
団

▶
德
王
分
団
長
・
本
部
分
団

わ
た
る
消
防
団
活
動
へ
の
貢

献
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で

す
。

奥
多
摩
町
消
防
団

　
　女
性
消
防
団
員
の
募
集
に
つ
い
て

奥
多
摩
町
消
防
団
で
は
、

令
和
５
年
度
新
入
女
性
団
員

を
募
集
し
ま
す
。

女
性
消
防
団
員
と
し
て
地

域
の
防
火
指
導
、
広
報
活
動
、

応
急
手
当
の
啓
発
な
ど
の
消

防
団
活
動
を
し
て
み
ま
せ
ん

か
。女

性
の
視
点
を
生
か
し
、

町
民
の
安
全
・
安
心
を
守
る

た
め
消
防
団
活
動
に
積
極
的

に
参
加
し
て
い
た
だ
け
る
元

気
な
方
の
募
集
を
し
ま
す
。

【
女
性
消
防
団
員
の
主
な
活

動
】

（
１
）
規
律
訓
練
等

（
２
）
消
防
団
事
業
へ
の
参
加

（
３
）
火
災
予
防
等
啓
発

（
４
）
後
方
支
援
活
動
等

【
待
遇
等
】

（
１
）
報
酬
お
よ
び
出
動
手
当

を
支
給
し
ま
す
。

（
２
）
公
務
災
害
補
償
，
退
職

報
償
金
、
表
彰
等
な
ど
の
制

度
が
あ
り
ま
す
。

（
３
）
制
服
な
ど
を
個
人
に
貸

与
し
ま
す
。

【
応
募
資
格
】

町
内
に
居
住
ま
た
は
勤
務

し
て
い
る
18
歳
以
上
の
女
性

詳
し
く
は
、
総
務
課
ま
で

お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
総
務
課    
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奥多摩町消防団
出　初　式

 　〔日時〕１月８日（日）

　　　　　午前１０時～

 　〔会場〕古里小学校校庭

 　　　＊雨天時…同校体育館

に
尽
力
し
た
こ
と
が
認
め
ら
た

も
の
で
す
。

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
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消
防
団
活
動

東

京

都

消

防

褒

賞

受

賞

德
王
龍
介
氏
、
須
崎
昇
一

氏
、
遠
藤
仁
氏
が
、
東
京
都

消
防
褒
賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し

た
。德

王
氏
は
、
平
成
19
年
に

入
団
し
、
現
在
本
部
分
団
長

を
、
須
崎
氏
は
、
平
成
12
年

に
入
団
し
現
在
第
２
分
団
副

分
団
長
、
遠
藤
氏
は
、
平
成

８
年
に
入
団
し
、
現
在
第
３

分
団
副
分
団
長
を
そ
れ
ぞ
れ

務
め
ら
れ
て
お
り
、
永
年
に

▶
遠
藤
副
分
団
長
・
３
分
団

▶
須
崎
副
分
団
長
・
２
分
団

▶
德
王
分
団
長
・
本
部
分
団

わ
た
る
消
防
団
活
動
へ
の
貢

献
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で

す
。

奥
多
摩
町
消
防
団

　
　女
性
消
防
団
員
の
募
集
に
つ
い
て

奥
多
摩
町
消
防
団
で
は
、

令
和
５
年
度
新
入
女
性
団
員

を
募
集
し
ま
す
。

女
性
消
防
団
員
と
し
て
地

域
の
防
火
指
導
、
広
報
活
動
、

応
急
手
当
の
啓
発
な
ど
の
消

防
団
活
動
を
し
て
み
ま
せ
ん

か
。女

性
の
視
点
を
生
か
し
、

町
民
の
安
全
・
安
心
を
守
る

た
め
消
防
団
活
動
に
積
極
的

に
参
加
し
て
い
た
だ
け
る
元

気
な
方
の
募
集
を
し
ま
す
。

【
女
性
消
防
団
員
の
主
な
活

動
】

（
１
）
規
律
訓
練
等

（
２
）
消
防
団
事
業
へ
の
参
加

（
３
）
火
災
予
防
等
啓
発

（
４
）
後
方
支
援
活
動
等

【
待
遇
等
】

（
１
）
報
酬
お
よ
び
出
動
手
当

を
支
給
し
ま
す
。

（
２
）
公
務
災
害
補
償
，
退
職

報
償
金
、
表
彰
等
な
ど
の
制

度
が
あ
り
ま
す
。

（
３
）
制
服
な
ど
を
個
人
に
貸

与
し
ま
す
。

【
応
募
資
格
】

町
内
に
居
住
ま
た
は
勤
務

し
て
い
る
18
歳
以
上
の
女
性

詳
し
く
は
、
総
務
課
ま
で

お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
総
務
課    
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表
彰
・
受
賞

消
防
団
員
募
集
ほ
か

榎
戸
雄
一
副
団
長

東
京
都
功
労
者
表
彰

受
賞

奥
多
摩
町
消
防
団
副
団
長
の

榎
戸
雄
一
氏
が
、
10
月
３
日
付

け
で
東
京
都
知
事
に
よ
る
消

防
・
災
害
対
策
功
労
を
受
賞
さ

れ
ま
し
た
。

氏
は
、
平
成
３
年
４
月
入
団

以
来
、
30
年
以
上
に
渡
っ
て
勤

続
し
、
災
害
時
に
は
、
常
に
第

一
線
に
立
っ
て
活
動
す
る
と
と

も
に
、
平
時
は
教
育
訓
練
に
励

み
、
地
域
住
民
の
安
全
・
安
心

の
た
め
積
極
的
に
消
防
団
活
動

東

京

都

消

防

褒

賞

受

賞

德
王
龍
介
氏
、
須
崎
昇
一

氏
、
遠
藤
仁
氏
が
、
東
京
都

消
防
褒
賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し

た
。德

王
氏
は
、
平
成
19
年
に

入
団
し
、
現
在
本
部
分
団
長

を
、
須
崎
氏
は
、
平
成
12
年

に
入
団
し
現
在
第
２
分
団
副

分
団
長
、
遠
藤
氏
は
、
平
成

８
年
に
入
団
し
、
現
在
第
３

分
団
副
分
団
長
を
そ
れ
ぞ
れ

務
め
ら
れ
て
お
り
、
永
年
に

▶
遠
藤
副
分
団
長
・
３
分
団

▶
須
崎
副
分
団
長
・
２
分
団

▶
德
王
分
団
長
・
本
部
分
団

わ
た
る
消
防
団
活
動
へ
の
貢

献
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で

す
。

奥
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消
防
団

　
　女
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消
防
団
員
の
募
集
に
つ
い
て

奥
多
摩
町
消
防
団
で
は
、

令
和
５
年
度
新
入
女
性
団
員

を
募
集
し
ま
す
。

女
性
消
防
団
員
と
し
て
地

域
の
防
火
指
導
、
広
報
活
動
、

応
急
手
当
の
啓
発
な
ど
の
消

防
団
活
動
を
し
て
み
ま
せ
ん

か
。女

性
の
視
点
を
生
か
し
、

町
民
の
安
全
・
安
心
を
守
る

た
め
消
防
団
活
動
に
積
極
的

に
参
加
し
て
い
た
だ
け
る
元

気
な
方
の
募
集
を
し
ま
す
。

【
女
性
消
防
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員
の
主
な
活

動
】

（
１
）
規
律
訓
練
等

（
２
）
消
防
団
事
業
へ
の
参
加

（
３
）
火
災
予
防
等
啓
発

（
４
）
後
方
支
援
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動
等

【
待
遇
等
】

（
１
）
報
酬
お
よ
び
出
動
手
当

を
支
給
し
ま
す
。

（
２
）
公
務
災
害
補
償
，
退
職

報
償
金
、
表
彰
等
な
ど
の
制

度
が
あ
り
ま
す
。

（
３
）
制
服
な
ど
を
個
人
に
貸

与
し
ま
す
。

【
応
募
資
格
】

町
内
に
居
住
ま
た
は
勤
務

し
て
い
る
18
歳
以
上
の
女
性

詳
し
く
は
、
総
務
課
ま
で

お
問
い
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く
だ
さ
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。

※
問
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総
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No.828 2022 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

奥
多
摩
町
教
育
文
化
活
動
奨
励
者
表
彰

こ
の
表
彰
は
、町
内
に
在
住
・

在
勤
の
個
人
ま
た
は
団
体
が
行

う
教
育
文
化
活
動
を
奨
励
し
、

今
後
の
活
動
に
期
待
し
て
隔
年

で
表
彰
す
る
も
の
で
す
。

11
月
３
日
に
福
祉
会
館
で
表

彰
式
を
行
い
、
つ
ぎ
の
方
が
受

賞
さ
れ
ま
し
た
。

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

〔
個

人
〕

小
峰

洋
治

氏

　
　
　
　
　
　
　
　（
大
氷
川
）

町
の
伝
統
的
な
特
産
物
で
あ

る
わ
さ
び
栽
培
の
指
導
を
氷
川

小
学
校
に
お
い
て
長
年
に
渡
っ

て
行
い
、
伝
統
文
化
の
継
承
お

よ
び
後
継
者
育
成
に
寄
与
さ

れ
、
そ
の
功
績
が
認
め
ら
れ
ま

し
た
。

〔
個

人
〕

小
峰

遙
巴

氏

　
　
　
　
　
　
　
　（
常

磐
）

幼
少
期
か
ら
書
道
の
鍛
錬
を

継
続
し
、
第
45
回
全
国
学
生
書

写
書
道
展
に
お
い
て
文
部
科
学

大
臣
賞
を
受
賞
さ
れ
、
そ
の
功

績
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
（
写
真
前
列
中
央
）

〔
団

体
〕
放
課
後
子
ど
も
教

室
推
進
事
業
運
営
委
員
会

「
チ
ャ
レ
ン
ジ
お
く
た
ま
」

の
通
称
で
、
主
に
小
学
生
を
対

象
に
将
棋
・
絵
手
紙
・
木
工
・

陶
芸
教
室
な
ど
を
長
年
に
渡
っ

て
開
催
し
、
放
課
後
や
夏
休
み

期
間
に
お
け
る
子
ど
も
た
ち
の

居
場
所
づ
く
り
お
よ
び
健
全
育

成
に
貢
献
さ
れ
、
そ
の
功
績
が

認
め
ら
れ
ま
し
た
。（
写
真
前

列
右
か
ら
３
人
目
・
新
島
勲
会

長
）

２

０

２

２

カ

ヌ

ー

ス

ラ

ロ

ー

ム

ジ

ャ

パ

ン

カ

ッ

プ

最

終

戦

優

勝

禰ね

し

め寝

大だ
い
す
け亮

君

　
　（
境
在
住
・
大
学
１
年
生
）

第６１回加藤旗争奪駅伝競走大会開催に伴う交通規制について

　　大会当日は交通規制を実施します。交通規制、迂回路などにつきましては、現場警察官の

　指示に従ってください。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

　　〔日　　時〕１２月１１日（日）午前１０時２０分～正午まで

　　〔規制区間〕青梅街道：古里駅前交差点から川井交差点

　　　　　　　 都道・町道：川井交差点から大丹波（小中茶屋バス停）

　　※問い合わせは、教育課　☎８３－２２４６

10
月
30
日
に
鹿
児
島
県
で
開

催
さ
れ
た
２
０
２
２
カ
ヌ
ー
ス

ラ
ロ
ー
ム
ジ
ャ
パ
ン
カ
ッ
プ
最

終
戦
に
出
場
し
、
見
事
優
勝
さ

れ
ま
し
た
。

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

禰
寝
さ
ん
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

強
化
選
手
に
指
定
さ
れ
て
お

り
、
今
後
の
活
躍
が
期
待
さ
れ

ま
す
。

教
育
文
化
活
動
奨
励
者

表
彰
ほ
か

ス
ポ
ー
ツ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
な
ど
の

使
用
手
続
き
な
ど
が
変
わ
り
ま
す

１
月
１
日
よ
り
、
ス
ポ
ー

ツ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
、

登
計
原
総
合
運
動
公
園
、
町

立
小
・
中
学
校
の
校
庭
、
体

育
館
の
使
用
の
手
続
き
な
ど

が
変
更
と
な
り
ま
す
。

主
な
変
更
点
に
つ
い
て
は
、

つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
。

〇
一
般
登
録
団
体

ス
ポ
ー
ツ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

施
設
、
登
計
原
総
合
運
動
公

園
の
施
設
予
約
が
３
か
月
前

か
ら
予
約
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

〇
特
定
登
録
団
体

団
体
の
要
件
や
料
金
が
変

更
と
な
り
ま
す
。

詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、

１
月
４
日
以
降
に
町
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
教
育
課

　
　
　
　
☎
83
‐
２
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奥
多
摩
町
教
育
文
化
活
動
奨
励
者
表
彰

こ
の
表
彰
は
、町
内
に
在
住
・

在
勤
の
個
人
ま
た
は
団
体
が
行

う
教
育
文
化
活
動
を
奨
励
し
、

今
後
の
活
動
に
期
待
し
て
隔
年

で
表
彰
す
る
も
の
で
す
。

11
月
３
日
に
福
祉
会
館
で
表

彰
式
を
行
い
、
つ
ぎ
の
方
が
受

賞
さ
れ
ま
し
た
。

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

〔
個

人
〕

小
峰

洋
治

氏

　
　
　
　
　
　
　
　（
大
氷
川
）

町
の
伝
統
的
な
特
産
物
で
あ

る
わ
さ
び
栽
培
の
指
導
を
氷
川

小
学
校
に
お
い
て
長
年
に
渡
っ

て
行
い
、
伝
統
文
化
の
継
承
お

よ
び
後
継
者
育
成
に
寄
与
さ

れ
、
そ
の
功
績
が
認
め
ら
れ
ま

し
た
。

〔
個

人
〕

小
峰

遙
巴

氏

　
　
　
　
　
　
　
　（
常

磐
）

幼
少
期
か
ら
書
道
の
鍛
錬
を

継
続
し
、
第
45
回
全
国
学
生
書

写
書
道
展
に
お
い
て
文
部
科
学

大
臣
賞
を
受
賞
さ
れ
、
そ
の
功

績
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
（
写
真
前
列
中
央
）

〔
団

体
〕
放
課
後
子
ど
も
教

室
推
進
事
業
運
営
委
員
会

「
チ
ャ
レ
ン
ジ
お
く
た
ま
」

の
通
称
で
、
主
に
小
学
生
を
対

象
に
将
棋
・
絵
手
紙
・
木
工
・

陶
芸
教
室
な
ど
を
長
年
に
渡
っ

て
開
催
し
、
放
課
後
や
夏
休
み

期
間
に
お
け
る
子
ど
も
た
ち
の

居
場
所
づ
く
り
お
よ
び
健
全
育

成
に
貢
献
さ
れ
、
そ
の
功
績
が

認
め
ら
れ
ま
し
た
。（
写
真
前

列
右
か
ら
３
人
目
・
新
島
勲
会

長
）
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０
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２
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　（
境
在
住
・
大
学
１
年
生
）

第６１回加藤旗争奪駅伝競走大会開催に伴う交通規制について

　　大会当日は交通規制を実施します。交通規制、迂回路などにつきましては、現場警察官の

　指示に従ってください。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

　　〔日　　時〕１２月１１日（日）午前１０時２０分～正午まで

　　〔規制区間〕青梅街道：古里駅前交差点から川井交差点

　　　　　　　 都道・町道：川井交差点から大丹波（小中茶屋バス停）

　　※問い合わせは、教育課　☎８３－２２４６

10
月
30
日
に
鹿
児
島
県
で
開

催
さ
れ
た
２
０
２
２
カ
ヌ
ー
ス

ラ
ロ
ー
ム
ジ
ャ
パ
ン
カ
ッ
プ
最

終
戦
に
出
場
し
、
見
事
優
勝
さ

れ
ま
し
た
。

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

禰
寝
さ
ん
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

強
化
選
手
に
指
定
さ
れ
て
お

り
、
今
後
の
活
躍
が
期
待
さ
れ

ま
す
。

教
育
文
化
活
動
奨
励
者

表
彰
ほ
か

ス
ポ
ー
ツ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
な
ど
の

使
用
手
続
き
な
ど
が
変
わ
り
ま
す

１
月
１
日
よ
り
、
ス
ポ
ー

ツ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
、

登
計
原
総
合
運
動
公
園
、
町

立
小
・
中
学
校
の
校
庭
、
体

育
館
の
使
用
の
手
続
き
な
ど

が
変
更
と
な
り
ま
す
。

主
な
変
更
点
に
つ
い
て
は
、

つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
。

〇
一
般
登
録
団
体

ス
ポ
ー
ツ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

施
設
、
登
計
原
総
合
運
動
公

園
の
施
設
予
約
が
３
か
月
前

か
ら
予
約
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

〇
特
定
登
録
団
体

団
体
の
要
件
や
料
金
が
変

更
と
な
り
ま
す
。

詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、

１
月
４
日
以
降
に
町
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
教
育
課
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奥
多
摩
町
教
育
文
化
活
動
奨
励
者
表
彰

こ
の
表
彰
は
、町
内
に
在
住
・

在
勤
の
個
人
ま
た
は
団
体
が
行

う
教
育
文
化
活
動
を
奨
励
し
、

今
後
の
活
動
に
期
待
し
て
隔
年

で
表
彰
す
る
も
の
で
す
。

11
月
３
日
に
福
祉
会
館
で
表

彰
式
を
行
い
、
つ
ぎ
の
方
が
受

賞
さ
れ
ま
し
た
。

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

〔
個

人
〕

小
峰

洋
治

氏

　
　
　
　
　
　
　
　（
大
氷
川
）

町
の
伝
統
的
な
特
産
物
で
あ

る
わ
さ
び
栽
培
の
指
導
を
氷
川

小
学
校
に
お
い
て
長
年
に
渡
っ

て
行
い
、
伝
統
文
化
の
継
承
お

よ
び
後
継
者
育
成
に
寄
与
さ

れ
、
そ
の
功
績
が
認
め
ら
れ
ま

し
た
。

〔
個

人
〕

小
峰

遙
巴

氏

　
　
　
　
　
　
　
　（
常

磐
）

幼
少
期
か
ら
書
道
の
鍛
錬
を

継
続
し
、
第
45
回
全
国
学
生
書

写
書
道
展
に
お
い
て
文
部
科
学

大
臣
賞
を
受
賞
さ
れ
、
そ
の
功

績
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
（
写
真
前
列
中
央
）

〔
団

体
〕
放
課
後
子
ど
も
教

室
推
進
事
業
運
営
委
員
会

「
チ
ャ
レ
ン
ジ
お
く
た
ま
」

の
通
称
で
、
主
に
小
学
生
を
対

象
に
将
棋
・
絵
手
紙
・
木
工
・

陶
芸
教
室
な
ど
を
長
年
に
渡
っ

て
開
催
し
、
放
課
後
や
夏
休
み

期
間
に
お
け
る
子
ど
も
た
ち
の

居
場
所
づ
く
り
お
よ
び
健
全
育

成
に
貢
献
さ
れ
、
そ
の
功
績
が

認
め
ら
れ
ま
し
た
。（
写
真
前

列
右
か
ら
３
人
目
・
新
島
勲
会

長
）
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境
在
住
・
大
学
１
年
生
）

第６１回加藤旗争奪駅伝競走大会開催に伴う交通規制について

　　大会当日は交通規制を実施します。交通規制、迂回路などにつきましては、現場警察官の

　指示に従ってください。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

　　〔日　　時〕１２月１１日（日）午前１０時２０分～正午まで

　　〔規制区間〕青梅街道：古里駅前交差点から川井交差点

　　　　　　　 都道・町道：川井交差点から大丹波（小中茶屋バス停）

　　※問い合わせは、教育課　☎８３－２２４６
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30
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に
鹿
児
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県
で
開

催
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た
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０
２
２
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ジ
ャ
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ン
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ッ
プ
最
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に
出
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し
、
見
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優
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れ
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。

お
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す
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が
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

ワ
ク
チ
ン
接
種

     新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

　町では、町民のみなさんが安心して、オミクロン株（ＢＡ4/5）対応ワクチン接種が

できるよう準備を進めています。なお、国からのワクチン供給状況および接種間隔の

決定を受け、当町においては、下記の日程で集団接種および町内医療機関で個別接

種を実施します。ただし、乳幼児（６か月～４歳）接種、小児（５～１１歳）接種は、東京都のワクチン

バスの派遣を受け実施予定で、日程など確定次第、防災行政無線、町ホームページなどでお知らせします。

【オミクロン株対応ワクチンの接種について】

　・１・２回目接種を終了された方のうち、前回の接種から３か月以上経過した１２歳以上の方が、オミ

　　クロン株対応ワクチン接種の対象者となります。

　・接種に使用するワクチンは、前回接種したワクチンにかかわらず、ファイザー社製（１２歳以上が対

　　象）またはモデルナ社製（１８歳以上が対象）のワクチン（ｍＲＮＡワクチン）を用いることが適当

　　であるとされています。

＜接種スケジュール＞

　国の方針により、前回の接種完了日から３か月経過する必要があるため、接種スケジュール

は下記のとおりとなります。主に５回目接種の方が対象となりますが、５９歳以下の方で、追加

（３回目または４回目）接種を希望される方は、ワクチン接種インターネット予約サイトを確認のうえ、予

約をお願いします。

接種日・接種会場 ワクチン種類 主な接種対象者

１２月１０日（土）福祉会館 モデルナ社製 ６０歳以上の方および

基礎疾患を有する方１２月１７日（土）福祉会館・１２月１８日（日）文化会館 ファイザー社製

【接種会場・日時】

　町では、「文化会館」、「福祉会館」を会場とし、土曜・日曜（午前９時～午後６時予定）の日程で集

団接種を実施しています。６５歳以上の高齢者の方に対しては、お住いの地区ごとに指定した会場・日

時を接種券に同封して通知します。

　なお、６４歳以下の方の接種については、会場・日程は同様ですが、申込方法などは事前予約制と

なります。

　また、集団接種会場での接種日程で都合のつかない方は、個別の医療機関での接種となりますので、

下記スケジュールをご確認いただき、スマートフォンやパソコンから予約をお願いします。なお、オミク

ロン株対応ワクチンを接種するためには、年内中に初回接種を完了している必要があります。

区　　　分 接種日時 接種会場 ワクチンの種類

オミクロン株（ＢＡ 4/5）

対応ワクチン接種

（１２歳以上の方）

１２月　９日（金）　１６：００～ 双葉会診療所

ファイザー社製１２月１４日（水）  １６：００～ 奥多摩病院

従来型ワクチン接種

＊初回接種のみ

１２月　６日（火）　１６：００～

１２月２７日（火）　１６：００～
古里診療所

※問い合わせは、奥多摩町新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

　〔電話〕０１２０－３３１－５０３〔受付〕午前８時３０分～午後５時１５分（平日のみ）

【都内の大規模接種】

　 新型コロナウイルスワクチン接種は、各会場の条件に該当すれば、奥多摩町の接種会場以外でも

接種が可能です。都内の大規模接種会場で接種希望の方は、東京都のホームページをご覧ください。
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No.828 令和 4年 12 月 5 日広 報 お く た ま

庁
舎
建
設
委
員
会
ほ
か

奥多摩町庁舎建設委員会
　　町では、役場庁舎の建設整備に向けた取り組みを進めるため、令和４年９月に諮問機関である

　「奥多摩町庁舎建設委員会」を設置し、前月号でお伝えした第１回委員会の後、１０月２１日に第

　２回委員会が、１１月９日に第３回委員会が開催されました。

　　委員会では、建設候補地に関することおよび基本構想（案）における基本理念、基本方針、基

　本機能などについて議論されました。

　　町長からの諮問事項である「建設候補地」については、防災拠点としての安全性が図られ、町

　の中心地で利便性が高いＪＲ青梅線奥多摩駅東側の民有地が、実現可能な建設候補地として適地

　であると選定されました。ただし、アクセスに関して、踏切や坂道など、現状の課題があるため、

　これらの改善に努めることを付記した上で、答申することとなりました。

　　委員会では、今後、「基本計画（案）」に関する内容について議論を進めていきます。（会議資料

　など、詳細につきましては、町ホームページをご覧ください。）

　　なお、庁舎建設委員会の会議録は、町ホームページで随時公表しているほか、役場企画財政課、

　子ども家庭支援センター、保健福祉センターの窓口でも閲覧することができます。

　※問い合わせは、企画財政課　☎８３－２３６０

地域資源活用事業（民間事業者と連携した循環する森づくり）

　町は、令和３年８月６日に野村不動産ホールディングス株式会社と持続可能な社会の実現に関する包

括連携協定を締結し、その一環として、地域材の活用をはじめとする林業の振興を図ることを目的とした

「地域資源活用事業」の実施に向けて、事業対象地である奥多摩町小丹波地内（大塚山周辺）の町有地

における分収林契約について、山林所有者のご理解とご協力をいただき、延べ３９４名（計４２契約）の

契約解除の合意を得て、立木補償金の精算が完了しました。

　また、９月３０日には野村不動産ホールディングス株式

会社が設立した「森をつなぐ合同会社」と対象地の地上権

設定契約を締結しました。今後、森をつなぐ合同会社では、

森林経営計画に基づく「循環する森づくり」の活動が開始

されます。町としましても引き続き連携を図りながら、健全

な森林の育成とともに地域材を活用するなど、持続可能な

森林経営の実現に向けた取り組みを進めてまいります。

※問い合わせは、企画財政課　☎８３－２３６０ （町長と野村不動産ホールディングス株式会社

　沓掛英二代表取締役社長グループＣＥＯ）

奥多摩町障害者自立支援協議会講演会

障害者への理解を深めるため、海老原けえ子氏をお招きし、映画上映会と講演会を行います。

　　〔日時〕　１月２１日（土）　

　　　　　　開演　午前１０時　（開場 午前９時３０分～）

　　〔会場〕  文化会館　視聴覚室

　　〔演題〕　映画「風は生きよという」を上映後、海老原氏にご講演いただきます。

　　　＊詳細につきましては、町ホームページやチラシをご覧ください。

　　　　事前申し込みは不要ですので、当日直接会場へお越しください。

　※問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７
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奥多摩町庁舎建設委員会
　　町では、役場庁舎の建設整備に向けた取り組みを進めるため、令和４年９月に諮問機関である

　「奥多摩町庁舎建設委員会」を設置し、前月号でお伝えした第１回委員会の後、１０月２１日に第

　２回委員会が、１１月９日に第３回委員会が開催されました。

　　委員会では、建設候補地に関することおよび基本構想（案）における基本理念、基本方針、基

　本機能などについて議論されました。

　　町長からの諮問事項である「建設候補地」については、防災拠点としての安全性が図られ、町

　の中心地で利便性が高いＪＲ青梅線奥多摩駅東側の民有地が、実現可能な建設候補地として適地

　であると選定されました。ただし、アクセスに関して、踏切や坂道など、現状の課題があるため、

　これらの改善に努めることを付記した上で、答申することとなりました。

　　委員会では、今後、「基本計画（案）」に関する内容について議論を進めていきます。（会議資料

　など、詳細につきましては、町ホームページをご覧ください。）

　　なお、庁舎建設委員会の会議録は、町ホームページで随時公表しているほか、役場企画財政課、

　子ども家庭支援センター、保健福祉センターの窓口でも閲覧することができます。

　※問い合わせは、企画財政課　☎８３－２３６０

地域資源活用事業（民間事業者と連携した循環する森づくり）

　町は、令和３年８月６日に野村不動産ホールディングス株式会社と持続可能な社会の実現に関する包

括連携協定を締結し、その一環として、地域材の活用をはじめとする林業の振興を図ることを目的とした

「地域資源活用事業」の実施に向けて、事業対象地である奥多摩町小丹波地内（大塚山周辺）の町有地

における分収林契約について、山林所有者のご理解とご協力をいただき、延べ３９４名（計４２契約）の

契約解除の合意を得て、立木補償金の精算が完了しました。

　また、９月３０日には野村不動産ホールディングス株式

会社が設立した「森をつなぐ合同会社」と対象地の地上権

設定契約を締結しました。今後、森をつなぐ合同会社では、

森林経営計画に基づく「循環する森づくり」の活動が開始

されます。町としましても引き続き連携を図りながら、健全

な森林の育成とともに地域材を活用するなど、持続可能な

森林経営の実現に向けた取り組みを進めてまいります。

※問い合わせは、企画財政課　☎８３－２３６０ （町長と野村不動産ホールディングス株式会社

　沓掛英二代表取締役社長グループＣＥＯ）

奥多摩町障害者自立支援協議会講演会

障害者への理解を深めるため、海老原けえ子氏をお招きし、映画上映会と講演会を行います。

　　〔日時〕　１月２１日（土）　

　　　　　　開演　午前１０時　（開場 午前９時３０分～）

　　〔会場〕  文化会館　視聴覚室

　　〔演題〕　映画「風は生きよという」を上映後、海老原氏にご講演いただきます。

　　　＊詳細につきましては、町ホームページやチラシをご覧ください。

　　　　事前申し込みは不要ですので、当日直接会場へお越しください。

　※問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

◀  

11
月
18
日
対
談

4

１

３

５

　
　８

10

　
　13

15

　
　18

20

　
　23

25

　
　28

30

　
　33

35

　
　38

40

　
　43

45

　
　48

50

　
　53

55

　
　58

60

62

No.828 令和 4年 12 月 5 日広 報 お く た ま

庁
舎
建
設
委
員
会
ほ
か

奥多摩町庁舎建設委員会
　　町では、役場庁舎の建設整備に向けた取り組みを進めるため、令和４年９月に諮問機関である

　「奥多摩町庁舎建設委員会」を設置し、前月号でお伝えした第１回委員会の後、１０月２１日に第

　２回委員会が、１１月９日に第３回委員会が開催されました。

　　委員会では、建設候補地に関することおよび基本構想（案）における基本理念、基本方針、基

　本機能などについて議論されました。

　　町長からの諮問事項である「建設候補地」については、防災拠点としての安全性が図られ、町

　の中心地で利便性が高いＪＲ青梅線奥多摩駅東側の民有地が、実現可能な建設候補地として適地

　であると選定されました。ただし、アクセスに関して、踏切や坂道など、現状の課題があるため、

　これらの改善に努めることを付記した上で、答申することとなりました。

　　委員会では、今後、「基本計画（案）」に関する内容について議論を進めていきます。（会議資料

　など、詳細につきましては、町ホームページをご覧ください。）

　　なお、庁舎建設委員会の会議録は、町ホームページで随時公表しているほか、役場企画財政課、

　子ども家庭支援センター、保健福祉センターの窓口でも閲覧することができます。

　※問い合わせは、企画財政課　☎８３－２３６０

地域資源活用事業（民間事業者と連携した循環する森づくり）

　町は、令和３年８月６日に野村不動産ホールディングス株式会社と持続可能な社会の実現に関する包

括連携協定を締結し、その一環として、地域材の活用をはじめとする林業の振興を図ることを目的とした

「地域資源活用事業」の実施に向けて、事業対象地である奥多摩町小丹波地内（大塚山周辺）の町有地

における分収林契約について、山林所有者のご理解とご協力をいただき、延べ３９４名（計４２契約）の

契約解除の合意を得て、立木補償金の精算が完了しました。

　また、９月３０日には野村不動産ホールディングス株式

会社が設立した「森をつなぐ合同会社」と対象地の地上権

設定契約を締結しました。今後、森をつなぐ合同会社では、

森林経営計画に基づく「循環する森づくり」の活動が開始

されます。町としましても引き続き連携を図りながら、健全

な森林の育成とともに地域材を活用するなど、持続可能な

森林経営の実現に向けた取り組みを進めてまいります。

※問い合わせは、企画財政課　☎８３－２３６０ （町長と野村不動産ホールディングス株式会社

　沓掛英二代表取締役社長グループＣＥＯ）

奥多摩町障害者自立支援協議会講演会

障害者への理解を深めるため、海老原けえ子氏をお招きし、映画上映会と講演会を行います。

　　〔日時〕　１月２１日（土）　

　　　　　　開演　午前１０時　（開場 午前９時３０分～）

　　〔会場〕  文化会館　視聴覚室

　　〔演題〕　映画「風は生きよという」を上映後、海老原氏にご講演いただきます。

　　　＊詳細につきましては、町ホームページやチラシをご覧ください。

　　　　事前申し込みは不要ですので、当日直接会場へお越しください。

　※問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７
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     新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

　町では、町民のみなさんが安心して、オミクロン株（ＢＡ4/5）対応ワクチン接種が

できるよう準備を進めています。なお、国からのワクチン供給状況および接種間隔の

決定を受け、当町においては、下記の日程で集団接種および町内医療機関で個別接

種を実施します。ただし、乳幼児（６か月～４歳）接種、小児（５～１１歳）接種は、東京都のワクチン

バスの派遣を受け実施予定で、日程など確定次第、防災行政無線、町ホームページなどでお知らせします。

【オミクロン株対応ワクチンの接種について】

　・１・２回目接種を終了された方のうち、前回の接種から３か月以上経過した１２歳以上の方が、オミ

　　クロン株対応ワクチン接種の対象者となります。

　・接種に使用するワクチンは、前回接種したワクチンにかかわらず、ファイザー社製（１２歳以上が対

　　象）またはモデルナ社製（１８歳以上が対象）のワクチン（ｍＲＮＡワクチン）を用いることが適当

　　であるとされています。

＜接種スケジュール＞

　国の方針により、前回の接種完了日から３か月経過する必要があるため、接種スケジュール

は下記のとおりとなります。主に５回目接種の方が対象となりますが、５９歳以下の方で、追加

（３回目または４回目）接種を希望される方は、ワクチン接種インターネット予約サイトを確認のうえ、予

約をお願いします。

接種日・接種会場 ワクチン種類 主な接種対象者

１２月１０日（土）福祉会館 モデルナ社製 ６０歳以上の方および

基礎疾患を有する方１２月１７日（土）福祉会館・１２月１８日（日）文化会館 ファイザー社製

【接種会場・日時】

　町では、「文化会館」、「福祉会館」を会場とし、土曜・日曜（午前９時～午後６時予定）の日程で集

団接種を実施しています。６５歳以上の高齢者の方に対しては、お住いの地区ごとに指定した会場・日

時を接種券に同封して通知します。

　なお、６４歳以下の方の接種については、会場・日程は同様ですが、申込方法などは事前予約制と

なります。

　また、集団接種会場での接種日程で都合のつかない方は、個別の医療機関での接種となりますので、

下記スケジュールをご確認いただき、スマートフォンやパソコンから予約をお願いします。なお、オミク

ロン株対応ワクチンを接種するためには、年内中に初回接種を完了している必要があります。

区　　　分 接種日時 接種会場 ワクチンの種類

オミクロン株（ＢＡ 4/5）

対応ワクチン接種

（１２歳以上の方）

１２月　９日（金）　１６：００～ 双葉会診療所

ファイザー社製１２月１４日（水）  １６：００～ 奥多摩病院

従来型ワクチン接種

＊初回接種のみ

１２月　６日（火）　１６：００～

１２月２７日（火）　１６：００～
古里診療所

※問い合わせは、奥多摩町新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

　〔電話〕０１２０－３３１－５０３〔受付〕午前８時３０分～午後５時１５分（平日のみ）

【都内の大規模接種】

　 新型コロナウイルスワクチン接種は、各会場の条件に該当すれば、奥多摩町の接種会場以外でも

接種が可能です。都内の大規模接種会場で接種希望の方は、東京都のホームページをご覧ください。
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できるよう準備を進めています。なお、国からのワクチン供給状況および接種間隔の

決定を受け、当町においては、下記の日程で集団接種および町内医療機関で個別接

種を実施します。ただし、乳幼児（６か月～４歳）接種、小児（５～１１歳）接種は、東京都のワクチン

バスの派遣を受け実施予定で、日程など確定次第、防災行政無線、町ホームページなどでお知らせします。

【オミクロン株対応ワクチンの接種について】

　・１・２回目接種を終了された方のうち、前回の接種から３か月以上経過した１２歳以上の方が、オミ

　　クロン株対応ワクチン接種の対象者となります。

　・接種に使用するワクチンは、前回接種したワクチンにかかわらず、ファイザー社製（１２歳以上が対

　　象）またはモデルナ社製（１８歳以上が対象）のワクチン（ｍＲＮＡワクチン）を用いることが適当

　　であるとされています。

＜接種スケジュール＞

　国の方針により、前回の接種完了日から３か月経過する必要があるため、接種スケジュール

は下記のとおりとなります。主に５回目接種の方が対象となりますが、５９歳以下の方で、追加

（３回目または４回目）接種を希望される方は、ワクチン接種インターネット予約サイトを確認のうえ、予

約をお願いします。

接種日・接種会場 ワクチン種類 主な接種対象者

１２月１０日（土）福祉会館 モデルナ社製 ６０歳以上の方および

基礎疾患を有する方１２月１７日（土）福祉会館・１２月１８日（日）文化会館 ファイザー社製

【接種会場・日時】

　町では、「文化会館」、「福祉会館」を会場とし、土曜・日曜（午前９時～午後６時予定）の日程で集

団接種を実施しています。６５歳以上の高齢者の方に対しては、お住いの地区ごとに指定した会場・日

時を接種券に同封して通知します。

　なお、６４歳以下の方の接種については、会場・日程は同様ですが、申込方法などは事前予約制と

なります。

　また、集団接種会場での接種日程で都合のつかない方は、個別の医療機関での接種となりますので、

下記スケジュールをご確認いただき、スマートフォンやパソコンから予約をお願いします。なお、オミク

ロン株対応ワクチンを接種するためには、年内中に初回接種を完了している必要があります。

区　　　分 接種日時 接種会場 ワクチンの種類

オミクロン株（ＢＡ 4/5）

対応ワクチン接種

（１２歳以上の方）

１２月　９日（金）　１６：００～ 双葉会診療所

ファイザー社製１２月１４日（水）  １６：００～ 奥多摩病院

従来型ワクチン接種

＊初回接種のみ

１２月　６日（火）　１６：００～

１２月２７日（火）　１６：００～
古里診療所

※問い合わせは、奥多摩町新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

　〔電話〕０１２０－３３１－５０３〔受付〕午前８時３０分～午後５時１５分（平日のみ）

【都内の大規模接種】

　 新型コロナウイルスワクチン接種は、各会場の条件に該当すれば、奥多摩町の接種会場以外でも

接種が可能です。都内の大規模接種会場で接種希望の方は、東京都のホームページをご覧ください。
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     新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

　町では、町民のみなさんが安心して、オミクロン株（ＢＡ4/5）対応ワクチン接種が

できるよう準備を進めています。なお、国からのワクチン供給状況および接種間隔の

決定を受け、当町においては、下記の日程で集団接種および町内医療機関で個別接

種を実施します。ただし、乳幼児（６か月～４歳）接種、小児（５～１１歳）接種は、東京都のワクチン

バスの派遣を受け実施予定で、日程など確定次第、防災行政無線、町ホームページなどでお知らせします。

【オミクロン株対応ワクチンの接種について】

　・１・２回目接種を終了された方のうち、前回の接種から３か月以上経過した１２歳以上の方が、オミ

　　クロン株対応ワクチン接種の対象者となります。

　・接種に使用するワクチンは、前回接種したワクチンにかかわらず、ファイザー社製（１２歳以上が対

　　象）またはモデルナ社製（１８歳以上が対象）のワクチン（ｍＲＮＡワクチン）を用いることが適当

　　であるとされています。

＜接種スケジュール＞

　国の方針により、前回の接種完了日から３か月経過する必要があるため、接種スケジュール

は下記のとおりとなります。主に５回目接種の方が対象となりますが、５９歳以下の方で、追加

（３回目または４回目）接種を希望される方は、ワクチン接種インターネット予約サイトを確認のうえ、予

約をお願いします。

接種日・接種会場 ワクチン種類 主な接種対象者

１２月１０日（土）福祉会館 モデルナ社製 ６０歳以上の方および

基礎疾患を有する方１２月１７日（土）福祉会館・１２月１８日（日）文化会館 ファイザー社製

【接種会場・日時】

　町では、「文化会館」、「福祉会館」を会場とし、土曜・日曜（午前９時～午後６時予定）の日程で集

団接種を実施しています。６５歳以上の高齢者の方に対しては、お住いの地区ごとに指定した会場・日

時を接種券に同封して通知します。

　なお、６４歳以下の方の接種については、会場・日程は同様ですが、申込方法などは事前予約制と

なります。

　また、集団接種会場での接種日程で都合のつかない方は、個別の医療機関での接種となりますので、

下記スケジュールをご確認いただき、スマートフォンやパソコンから予約をお願いします。なお、オミク

ロン株対応ワクチンを接種するためには、年内中に初回接種を完了している必要があります。

区　　　分 接種日時 接種会場 ワクチンの種類

オミクロン株（ＢＡ 4/5）

対応ワクチン接種

（１２歳以上の方）

１２月　９日（金）　１６：００～ 双葉会診療所

ファイザー社製１２月１４日（水）  １６：００～ 奥多摩病院

従来型ワクチン接種

＊初回接種のみ

１２月　６日（火）　１６：００～

１２月２７日（火）　１６：００～
古里診療所

※問い合わせは、奥多摩町新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

　〔電話〕０１２０－３３１－５０３〔受付〕午前８時３０分～午後５時１５分（平日のみ）

【都内の大規模接種】

　 新型コロナウイルスワクチン接種は、各会場の条件に該当すれば、奥多摩町の接種会場以外でも

接種が可能です。都内の大規模接種会場で接種希望の方は、東京都のホームページをご覧ください。
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　町では、町民のみなさんが安心して、オミクロン株（ＢＡ4/5）対応ワクチン接種が

できるよう準備を進めています。なお、国からのワクチン供給状況および接種間隔の

決定を受け、当町においては、下記の日程で集団接種および町内医療機関で個別接

種を実施します。ただし、乳幼児（６か月～４歳）接種、小児（５～１１歳）接種は、東京都のワクチン

バスの派遣を受け実施予定で、日程など確定次第、防災行政無線、町ホームページなどでお知らせします。

【オミクロン株対応ワクチンの接種について】

　・１・２回目接種を終了された方のうち、前回の接種から３か月以上経過した１２歳以上の方が、オミ

　　クロン株対応ワクチン接種の対象者となります。

　・接種に使用するワクチンは、前回接種したワクチンにかかわらず、ファイザー社製（１２歳以上が対

　　象）またはモデルナ社製（１８歳以上が対象）のワクチン（ｍＲＮＡワクチン）を用いることが適当

　　であるとされています。

＜接種スケジュール＞

　国の方針により、前回の接種完了日から３か月経過する必要があるため、接種スケジュール

は下記のとおりとなります。主に５回目接種の方が対象となりますが、５９歳以下の方で、追加

（３回目または４回目）接種を希望される方は、ワクチン接種インターネット予約サイトを確認のうえ、予

約をお願いします。

接種日・接種会場 ワクチン種類 主な接種対象者

１２月１０日（土）福祉会館 モデルナ社製 ６０歳以上の方および

基礎疾患を有する方１２月１７日（土）福祉会館・１２月１８日（日）文化会館 ファイザー社製

【接種会場・日時】

　町では、「文化会館」、「福祉会館」を会場とし、土曜・日曜（午前９時～午後６時予定）の日程で集

団接種を実施しています。６５歳以上の高齢者の方に対しては、お住いの地区ごとに指定した会場・日

時を接種券に同封して通知します。

　なお、６４歳以下の方の接種については、会場・日程は同様ですが、申込方法などは事前予約制と

なります。

　また、集団接種会場での接種日程で都合のつかない方は、個別の医療機関での接種となりますので、

下記スケジュールをご確認いただき、スマートフォンやパソコンから予約をお願いします。なお、オミク

ロン株対応ワクチンを接種するためには、年内中に初回接種を完了している必要があります。

区　　　分 接種日時 接種会場 ワクチンの種類

オミクロン株（ＢＡ 4/5）

対応ワクチン接種

（１２歳以上の方）

１２月　９日（金）　１６：００～ 双葉会診療所

ファイザー社製１２月１４日（水）  １６：００～ 奥多摩病院

従来型ワクチン接種

＊初回接種のみ

１２月　６日（火）　１６：００～

１２月２７日（火）　１６：００～
古里診療所

※問い合わせは、奥多摩町新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

　〔電話〕０１２０－３３１－５０３〔受付〕午前８時３０分～午後５時１５分（平日のみ）

【都内の大規模接種】

　 新型コロナウイルスワクチン接種は、各会場の条件に該当すれば、奥多摩町の接種会場以外でも

接種が可能です。都内の大規模接種会場で接種希望の方は、東京都のホームページをご覧ください。
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     新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

　町では、町民のみなさんが安心して、オミクロン株（ＢＡ4/5）対応ワクチン接種が

できるよう準備を進めています。なお、国からのワクチン供給状況および接種間隔の

決定を受け、当町においては、下記の日程で集団接種および町内医療機関で個別接

種を実施します。ただし、乳幼児（６か月～４歳）接種、小児（５～１１歳）接種は、東京都のワクチン

バスの派遣を受け実施予定で、日程など確定次第、防災行政無線、町ホームページなどでお知らせします。

【オミクロン株対応ワクチンの接種について】

　・１・２回目接種を終了された方のうち、前回の接種から３か月以上経過した１２歳以上の方が、オミ

　　クロン株対応ワクチン接種の対象者となります。

　・接種に使用するワクチンは、前回接種したワクチンにかかわらず、ファイザー社製（１２歳以上が対

　　象）またはモデルナ社製（１８歳以上が対象）のワクチン（ｍＲＮＡワクチン）を用いることが適当

　　であるとされています。

＜接種スケジュール＞

　国の方針により、前回の接種完了日から３か月経過する必要があるため、接種スケジュール

は下記のとおりとなります。主に５回目接種の方が対象となりますが、５９歳以下の方で、追加

（３回目または４回目）接種を希望される方は、ワクチン接種インターネット予約サイトを確認のうえ、予

約をお願いします。

接種日・接種会場 ワクチン種類 主な接種対象者

１２月１０日（土）福祉会館 モデルナ社製 ６０歳以上の方および

基礎疾患を有する方１２月１７日（土）福祉会館・１２月１８日（日）文化会館 ファイザー社製

【接種会場・日時】

　町では、「文化会館」、「福祉会館」を会場とし、土曜・日曜（午前９時～午後６時予定）の日程で集

団接種を実施しています。６５歳以上の高齢者の方に対しては、お住いの地区ごとに指定した会場・日

時を接種券に同封して通知します。

　なお、６４歳以下の方の接種については、会場・日程は同様ですが、申込方法などは事前予約制と

なります。

　また、集団接種会場での接種日程で都合のつかない方は、個別の医療機関での接種となりますので、

下記スケジュールをご確認いただき、スマートフォンやパソコンから予約をお願いします。なお、オミク

ロン株対応ワクチンを接種するためには、年内中に初回接種を完了している必要があります。

区　　　分 接種日時 接種会場 ワクチンの種類
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対応ワクチン接種

（１２歳以上の方）

１２月　９日（金）　１６：００～ 双葉会診療所

ファイザー社製１２月１４日（水）  １６：００～ 奥多摩病院

従来型ワクチン接種

＊初回接種のみ

１２月　６日（火）　１６：００～

１２月２７日（火）　１６：００～
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※問い合わせは、奥多摩町新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

　〔電話〕０１２０－３３１－５０３〔受付〕午前８時３０分～午後５時１５分（平日のみ）

【都内の大規模接種】

　 新型コロナウイルスワクチン接種は、各会場の条件に該当すれば、奥多摩町の接種会場以外でも

接種が可能です。都内の大規模接種会場で接種希望の方は、東京都のホームページをご覧ください。
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【その他・注意事項】

　・この臨時窓口では、マイナンバーカードの申請は受付できませんのでご注意ください。

　・マイナポイント第２弾は、令和４年１２月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象と

　　なります。

　・マイナンバーカードの有効期間は、発行日から１０回目の誕生日（未成年者は５回目）まで、電子証

　　明書の有効期間は、年齢問わず発行日から５回目の誕生日までです。

  ・マイナンバーカード申請・受領、電子証明書の発行は事前予約制となりますので、詳しくは役場住民

　　課（☎８３－２１８２）までお問い合わせください。

　・対象となるキャッシュレス決済サービスについては、マイナンバー総合フリーダイヤル（☎０１２０－

　　９５－０１７８）などでご確認ください。

　・キャッシュレス決済サービスにより、事業者が指定する事前登録手続きが必要なものがあります。

　 マイナンバー総合フリーダイヤルやキャッシュレス決済サービス事業者にご確認ください。（例：Ｓｕ

　　ｉｃａ、イオンカード、セゾンカードなど）

　・マイナポイント事業を騙った詐欺にご注意ください。

※マイナンバーカードやマイナポイントについて詳しくは、総務省ホームページをご覧いただくか、

　マイナンバー総合フリーダイヤル（☎０１２０－９５－０１７８）へお問い合わせください。

〔総務省ホームページ〕　https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html

※問い合わせは、総務課　☎８３－２２５９

心身障害者福祉手当などの支払
○２０歳以上６５歳未満で、心身につぎのいずれかの程度の障害を有する手帳の交付を受けた方が対　

象です。＊ただし、所得制限があります。

（１）身体障害者手帳で１級から４級の交付を受けている方

（２）愛の手帳で１度から４度の交付を受けている方

（３）脳性マヒまたは進行性筋萎縮性を有する方

　・都制度　月額 １万５,５００円 (身体障害者手帳１・２級および愛の手帳１～３度の方など )

　・町制度　月額 １万６００円 (身体障害者手帳３級および愛の手帳４度の方 )

　・町制度　月額 ６,４００円 (身体障害者手帳４級の方 )

○精神障害者保健福祉手帳１級または２級の交付を受けている方

　・町制度　月額　５,０００円

○令和４年８月～１１月分を１２月     

　１５日（木）に指定の口座へ振り 

　込みます。

※問い合わせは、

　　福祉保健課　☎８３－２７７７

＜予防接種のお知らせ＞

　　予診票をお持ちでない方は、

　実費が発生する場合があります。

　　紛失された方は、保健福祉

　センターまでご連絡ください。

　※問い合わせは、福祉保健課

　　　　　　　☎８３－２７７７

町と「見守り協定」を締結しているコープみらいでは「だれでもカフェ奥多摩」を開催
します。午前中のひと時、おしゃべりをしながら簡単な工作などを一緒に楽しみません
か？今回は『エッグオーナメント』（卵の殻で作る装飾品）を作ります。
当日はコープみらいのスタッフ数名が会場で皆さまの来場をお待ちしています。

【日時】 １２月１９日（月） １０：３０～１２：００

【会場】 奥多摩町福祉会館 ２階 会議室

【参加費】 無料 【定員】 １０名（先着順）

【申込期間】 １２／１ 木 ～１２／９（金）

【申し込み・問い合わせ】 コープみらい東京都本部 参加とネットワーク推進部

☏ ０３ ３３８２ ５６６５ （９時～１７時 土日祝日休み

※この活動は、コープの子育て・高齢者支援事業の一つで、地域の居場所づくりを目的としており、営利を
目的としているものではありません。 ※状況で中止になる場合があります。
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（卵の殻で作る装飾品）
を作りましょう！
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マイナポイント申込支援臨時受付窓口開設

　マイナポイントは、マイナンバーカードの普及促進、

消費活性化を目的として、キャッシュレス決済サービス

（クレジットカード、電子マネー、ＱＲコードなど）で

利用可能なポイントが付与される国の事業です。

  現在、最大で２０，０００ポイントが受け取れる

「マイナポイント第２弾」が行われています。

　町では、マイナポイントの申し込みに必要なパソコンやスマートフォンをお持ちでない方、操作に不安

がある方など、ご自身でお申し込みをすることが難しい町民の方を対象に、申し込みのお手伝いをする

臨時窓口を設置します。

【会場・開催日】

会　　場 開　催　日

役場

（地下１階会議室）

12 月 12 日（月）・12 月 19 日（月）・12 月 26 日（月）

1月 10 日（火）・1月 16 日（月）・ 1 月 23 日（月） ・ 1 月 28 日（土）

1月 30 日（月）・ 2 月 3 日（金）・ 2 月 4 日（土）・2月 6 日 （月）・ 2 月 10 日（金）

文化会館

（１階会議室）

12 月 7 日（水）・12 月 14 日（水）・12 月 21 日（水）・1月 11 日（水）・1月 18 日（水）

1月 25 日（水）・2月 1日（水）・2月 8日（水）・2月 12 日（日）2月 15 日（水）

2月 17 日（金）・2月 19 日（日）・2月 22 日（水）・2月 25 日（土）・2月 27 日（月）

【受付時間】　午前９時１５分～正午・午後１時～４時

　　　　　　＊申込手続きには２０分程度かかります。

　　　　　　＊予約制ではありませんので、混雑状況でお待ちいただくことがあります。

【必要なもの】

　①マイナンバーカード（カードおよび電子証明書の有効期限が過ぎていないこと）

　②マイナンバーカード取得時に設定した４桁の暗証番号

　③マイナポイントの申し込みをするキャッシュレス決済サービスの決済サービスＩＤおよびセキュリティ

　　コード（確認できない方は、キャッシュレス決済サービスのカード、専用のアプリが入ったスマート

　　フォンをお持ちください）

　④通帳など口座の情報がわかるもの（公金受取口座の登録をされる方）

【支援の内容】

　マイナポイント支援窓口の端末またはご自身のスマートフォンなどを利用して、以下の手続きのお手伝

いをします（基本的に端末などの操作はご自身で行っていただき、必要に応じて入力操作のサポートをし

ます）。

　①マイナポイントの申し込み

　②マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込

　③公金受取口座の登録

＊支援窓口は、町が委託した事業者（㈱エイチ・アイ・エス）が運営しています。

《次ページへ続く》
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2月 17 日（金）・2月 19 日（日）・2月 22 日（水）・2月 25 日（土）・2月 27 日（月）

【受付時間】　午前９時１５分～正午・午後１時～４時

　　　　　　＊申込手続きには２０分程度かかります。

　　　　　　＊予約制ではありませんので、混雑状況でお待ちいただくことがあります。

【必要なもの】

　①マイナンバーカード（カードおよび電子証明書の有効期限が過ぎていないこと）

　②マイナンバーカード取得時に設定した４桁の暗証番号

　③マイナポイントの申し込みをするキャッシュレス決済サービスの決済サービスＩＤおよびセキュリティ

　　コード（確認できない方は、キャッシュレス決済サービスのカード、専用のアプリが入ったスマート

　　フォンをお持ちください）

　④通帳など口座の情報がわかるもの（公金受取口座の登録をされる方）

【支援の内容】

　マイナポイント支援窓口の端末またはご自身のスマートフォンなどを利用して、以下の手続きのお手伝

いをします（基本的に端末などの操作はご自身で行っていただき、必要に応じて入力操作のサポートをし

ます）。

　①マイナポイントの申し込み

　②マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込

　③公金受取口座の登録

＊支援窓口は、町が委託した事業者（㈱エイチ・アイ・エス）が運営しています。

《次ページへ続く》
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マイナポイント申込支援臨時受付窓口開設

　マイナポイントは、マイナンバーカードの普及促進、

消費活性化を目的として、キャッシュレス決済サービス

（クレジットカード、電子マネー、ＱＲコードなど）で

利用可能なポイントが付与される国の事業です。

  現在、最大で２０，０００ポイントが受け取れる

「マイナポイント第２弾」が行われています。

　町では、マイナポイントの申し込みに必要なパソコンやスマートフォンをお持ちでない方、操作に不安

がある方など、ご自身でお申し込みをすることが難しい町民の方を対象に、申し込みのお手伝いをする

臨時窓口を設置します。

【会場・開催日】

会　　場 開　催　日

役場

（地下１階会議室）

12 月 12 日（月）・12 月 19 日（月）・12 月 26 日（月）

1月 10 日（火）・1月 16 日（月）・ 1 月 23 日（月） ・ 1 月 28 日（土）

1月 30 日（月）・ 2 月 3 日（金）・ 2 月 4 日（土）・2月 6 日 （月）・ 2 月 10 日（金）

文化会館

（１階会議室）

12 月 7 日（水）・12 月 14 日（水）・12 月 21 日（水）・1月 11 日（水）・1月 18 日（水）

1月 25 日（水）・2月 1日（水）・2月 8日（水）・2月 12 日（日）2 月 15 日（水）

2月 17 日（金）・2月 19 日（日）・2月 22 日（水）・2月 25 日（土）・2月 27 日（月）

【受付時間】　午前９時１５分～正午・午後１時～４時

　　　　　　＊申込手続きには２０分程度かかります。

　　　　　　＊予約制ではありませんので、混雑状況でお待ちいただくことがあります。

【必要なもの】

　①マイナンバーカード（カードおよび電子証明書の有効期限が過ぎていないこと）

　②マイナンバーカード取得時に設定した４桁の暗証番号

　③マイナポイントの申し込みをするキャッシュレス決済サービスの決済サービスＩＤおよびセキュリティ

　　コード（確認できない方は、キャッシュレス決済サービスのカード、専用のアプリが入ったスマート

　　フォンをお持ちください）

　④通帳など口座の情報がわかるもの（公金受取口座の登録をされる方）

【支援の内容】

　マイナポイント支援窓口の端末またはご自身のスマートフォンなどを利用して、以下の手続きのお手伝

いをします（基本的に端末などの操作はご自身で行っていただき、必要に応じて入力操作のサポートをし

ます）。

　①マイナポイントの申し込み

　②マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込

　③公金受取口座の登録

＊支援窓口は、町が委託した事業者（㈱エイチ・アイ・エス）が運営しています。

《次ページへ続く》
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マイナポイント申込支援臨時受付窓口開設

　マイナポイントは、マイナンバーカードの普及促進、

消費活性化を目的として、キャッシュレス決済サービス

（クレジットカード、電子マネー、ＱＲコードなど）で

利用可能なポイントが付与される国の事業です。

  現在、最大で２０，０００ポイントが受け取れる

「マイナポイント第２弾」が行われています。

　町では、マイナポイントの申し込みに必要なパソコンやスマートフォンをお持ちでない方、操作に不安

がある方など、ご自身でお申し込みをすることが難しい町民の方を対象に、申し込みのお手伝いをする

臨時窓口を設置します。

【会場・開催日】

会　　場 開　催　日

役場

（地下１階会議室）

12 月 12 日（月）・12 月 19 日（月）・12 月 26 日（月）

1月 10 日（火）・1月 16 日（月）・ 1 月 23 日（月） ・ 1 月 28 日（土）

1月 30 日（月）・ 2 月 3 日（金）・ 2 月 4 日（土）・2月 6 日 （月）・ 2 月 10 日（金）

文化会館

（１階会議室）

12 月 7 日（水）・12 月 14 日（水）・12 月 21 日（水）・1月 11 日（水）・1月 18 日（水）

1月 25 日（水）・2月 1日（水）・2月 8日（水）・2月 12 日（日）2 月 15 日（水）

2月 17 日（金）・2月 19 日（日）・2月 22 日（水）・2月 25 日（土）・2月 27 日（月）

【受付時間】　午前９時１５分～正午・午後１時～４時

　　　　　　＊申込手続きには２０分程度かかります。

　　　　　　＊予約制ではありませんので、混雑状況でお待ちいただくことがあります。

【必要なもの】

　①マイナンバーカード（カードおよび電子証明書の有効期限が過ぎていないこと）

　②マイナンバーカード取得時に設定した４桁の暗証番号

　③マイナポイントの申し込みをするキャッシュレス決済サービスの決済サービスＩＤおよびセキュリティ

　　コード（確認できない方は、キャッシュレス決済サービスのカード、専用のアプリが入ったスマート

　　フォンをお持ちください）

　④通帳など口座の情報がわかるもの（公金受取口座の登録をされる方）

【支援の内容】

　マイナポイント支援窓口の端末またはご自身のスマートフォンなどを利用して、以下の手続きのお手伝

いをします（基本的に端末などの操作はご自身で行っていただき、必要に応じて入力操作のサポートをし

ます）。

　①マイナポイントの申し込み

　②マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込

　③公金受取口座の登録

＊支援窓口は、町が委託した事業者（㈱エイチ・アイ・エス）が運営しています。

《次ページへ続く》
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【その他・注意事項】

　・この臨時窓口では、マイナンバーカードの申請は受付できませんのでご注意ください。

　・マイナポイント第２弾は、令和４年１２月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象と

　　なります。

　・マイナンバーカードの有効期間は、発行日から１０回目の誕生日（未成年者は５回目）まで、電子証

　　明書の有効期間は、年齢問わず発行日から５回目の誕生日までです。

  ・マイナンバーカード申請・受領、電子証明書の発行は事前予約制となりますので、詳しくは役場住民

　　課（☎８３－２１８２）までお問い合わせください。

　・対象となるキャッシュレス決済サービスについては、マイナンバー総合フリーダイヤル（☎０１２０－

　　９５－０１７８）などでご確認ください。

　・キャッシュレス決済サービスにより、事業者が指定する事前登録手続きが必要なものがあります。

　 マイナンバー総合フリーダイヤルやキャッシュレス決済サービス事業者にご確認ください。（例：Ｓｕ

　　ｉｃａ、イオンカード、セゾンカードなど）

　・マイナポイント事業を騙った詐欺にご注意ください。

※マイナンバーカードやマイナポイントについて詳しくは、総務省ホームページをご覧いただくか、

　マイナンバー総合フリーダイヤル（☎０１２０－９５－０１７８）へお問い合わせください。

〔総務省ホームページ〕　https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html

※問い合わせは、総務課　☎８３－２２５９

心身障害者福祉手当などの支払
○２０歳以上６５歳未満で、心身につぎのいずれかの程度の障害を有する手帳の交付を受けた方が対　

象です。＊ただし、所得制限があります。

（１）身体障害者手帳で１級から４級の交付を受けている方

（２）愛の手帳で１度から４度の交付を受けている方

（３）脳性マヒまたは進行性筋萎縮性を有する方

　・都制度　月額 １万５,５００円 (身体障害者手帳１・２級および愛の手帳１～３度の方など )

　・町制度　月額 １万６００円 (身体障害者手帳３級および愛の手帳４度の方 )

　・町制度　月額 ６,４００円 (身体障害者手帳４級の方 )

○精神障害者保健福祉手帳１級または２級の交付を受けている方

　・町制度　月額　５,０００円

○令和４年８月～１１月分を１２月     

　１５日（木）に指定の口座へ振り 

　込みます。

※問い合わせは、

　　福祉保健課　☎８３－２７７７

＜予防接種のお知らせ＞

　　予診票をお持ちでない方は、

　実費が発生する場合があります。

　　紛失された方は、保健福祉

　センターまでご連絡ください。

　※問い合わせは、福祉保健課

　　　　　　　☎８３－２７７７

町と「見守り協定」を締結しているコープみらいでは「だれでもカフェ奥多摩」を開催
します。午前中のひと時、おしゃべりをしながら簡単な工作などを一緒に楽しみません
か？今回は『エッグオーナメント』（卵の殻で作る装飾品）を作ります。
当日はコープみらいのスタッフ数名が会場で皆さまの来場をお待ちしています。

【日時】 １２月１９日（月） １０：３０～１２：００

【会場】 奥多摩町福祉会館 ２階 会議室

【参加費】 無料 【定員】 １０名（先着順）

【申込期間】 １２／１ 木 ～１２／９（金）

【申し込み・問い合わせ】 コープみらい東京都本部 参加とネットワーク推進部

☏ ０３ ３３８２ ５６６５ （９時～１７時 土日祝日休み

※この活動は、コープの子育て・高齢者支援事業の一つで、地域の居場所づくりを目的としており、営利を
目的としているものではありません。 ※状況で中止になる場合があります。

※この事業は奥多摩町地域包括支援センターが協力しています。（ ☎ ８３ ８５５５）
※感染予防のため当日の検温とマスク着用をお願いします。※体調がすぐれない方は来場をお控えください

『エッグオーナメント』
（卵の殻で作る装飾品）
を作りましょう！
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【その他・注意事項】

　・この臨時窓口では、マイナンバーカードの申請は受付できませんのでご注意ください。

　・マイナポイント第２弾は、令和４年１２月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象と

　　なります。

　・マイナンバーカードの有効期間は、発行日から１０回目の誕生日（未成年者は５回目）まで、電子証

　　明書の有効期間は、年齢問わず発行日から５回目の誕生日までです。

  ・マイナンバーカード申請・受領、電子証明書の発行は事前予約制となりますので、詳しくは役場住民

　　課（☎８３－２１８２）までお問い合わせください。

　・対象となるキャッシュレス決済サービスについては、マイナンバー総合フリーダイヤル（☎０１２０－

　　９５－０１７８）などでご確認ください。

　・キャッシュレス決済サービスにより、事業者が指定する事前登録手続きが必要なものがあります。

　 マイナンバー総合フリーダイヤルやキャッシュレス決済サービス事業者にご確認ください。（例：Ｓｕ

　　ｉｃａ、イオンカード、セゾンカードなど）

　・マイナポイント事業を騙った詐欺にご注意ください。

※マイナンバーカードやマイナポイントについて詳しくは、総務省ホームページをご覧いただくか、

　マイナンバー総合フリーダイヤル（☎０１２０－９５－０１７８）へお問い合わせください。

〔総務省ホームページ〕　https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html

※問い合わせは、総務課　☎８３－２２５９

心身障害者福祉手当などの支払
○２０歳以上６５歳未満で、心身につぎのいずれかの程度の障害を有する手帳の交付を受けた方が対　

象です。＊ただし、所得制限があります。

（１）身体障害者手帳で１級から４級の交付を受けている方

（２）愛の手帳で１度から４度の交付を受けている方

（３）脳性マヒまたは進行性筋萎縮性を有する方

　・都制度　月額 １万５,５００円 (身体障害者手帳１・２級および愛の手帳１～３度の方など )

　・町制度　月額 １万６００円 (身体障害者手帳３級および愛の手帳４度の方 )

　・町制度　月額 ６,４００円 (身体障害者手帳４級の方 )

○精神障害者保健福祉手帳１級または２級の交付を受けている方

　・町制度　月額　５,０００円

○令和４年８月～１１月分を１２月     

　１５日（木）に指定の口座へ振り 

　込みます。

※問い合わせは、

　　福祉保健課　☎８３－２７７７

＜予防接種のお知らせ＞

　　予診票をお持ちでない方は、

　実費が発生する場合があります。

　　紛失された方は、保健福祉

　センターまでご連絡ください。

　※問い合わせは、福祉保健課

　　　　　　　☎８３－２７７７

町と「見守り協定」を締結しているコープみらいでは「だれでもカフェ奥多摩」を開催
します。午前中のひと時、おしゃべりをしながら簡単な工作などを一緒に楽しみません
か？今回は『エッグオーナメント』（卵の殻で作る装飾品）を作ります。
当日はコープみらいのスタッフ数名が会場で皆さまの来場をお待ちしています。

【日時】 １２月１９日（月） １０：３０～１２：００

【会場】 奥多摩町福祉会館 ２階 会議室

【参加費】 無料 【定員】 １０名（先着順）

【申込期間】 １２／１ 木 ～１２／９（金）

【申し込み・問い合わせ】 コープみらい東京都本部 参加とネットワーク推進部

☏ ０３ ３３８２ ５６６５ （９時～１７時 土日祝日休み

※この活動は、コープの子育て・高齢者支援事業の一つで、地域の居場所づくりを目的としており、営利を
目的としているものではありません。 ※状況で中止になる場合があります。

※この事業は奥多摩町地域包括支援センターが協力しています。（ ☎ ８３ ８５５５）
※感染予防のため当日の検温とマスク着用をお願いします。※体調がすぐれない方は来場をお控えください

『エッグオーナメント』
（卵の殻で作る装飾品）
を作りましょう！
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【その他・注意事項】

　・この臨時窓口では、マイナンバーカードの申請は受付できませんのでご注意ください。

　・マイナポイント第２弾は、令和４年１２月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象と

　　なります。

　・マイナンバーカードの有効期間は、発行日から１０回目の誕生日（未成年者は５回目）まで、電子証

　　明書の有効期間は、年齢問わず発行日から５回目の誕生日までです。

  ・マイナンバーカード申請・受領、電子証明書の発行は事前予約制となりますので、詳しくは役場住民

　　課（☎８３－２１８２）までお問い合わせください。

　・対象となるキャッシュレス決済サービスについては、マイナンバー総合フリーダイヤル（☎０１２０－

　　９５－０１７８）などでご確認ください。

　・キャッシュレス決済サービスにより、事業者が指定する事前登録手続きが必要なものがあります。

　 マイナンバー総合フリーダイヤルやキャッシュレス決済サービス事業者にご確認ください。（例：Ｓｕ

　　ｉｃａ、イオンカード、セゾンカードなど）

　・マイナポイント事業を騙った詐欺にご注意ください。

※マイナンバーカードやマイナポイントについて詳しくは、総務省ホームページをご覧いただくか、

　マイナンバー総合フリーダイヤル（☎０１２０－９５－０１７８）へお問い合わせください。

〔総務省ホームページ〕　https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html

※問い合わせは、総務課　☎８３－２２５９

心身障害者福祉手当などの支払
○２０歳以上６５歳未満で、心身につぎのいずれかの程度の障害を有する手帳の交付を受けた方が対　

象です。＊ただし、所得制限があります。

（１）身体障害者手帳で１級から４級の交付を受けている方

（２）愛の手帳で１度から４度の交付を受けている方

（３）脳性マヒまたは進行性筋萎縮性を有する方

　・都制度　月額 １万５,５００円 (身体障害者手帳１・２級および愛の手帳１～３度の方など )

　・町制度　月額 １万６００円 (身体障害者手帳３級および愛の手帳４度の方 )

　・町制度　月額 ６,４００円 (身体障害者手帳４級の方 )

○精神障害者保健福祉手帳１級または２級の交付を受けている方

　・町制度　月額　５,０００円

○令和４年８月～１１月分を１２月     

　１５日（木）に指定の口座へ振り 

　込みます。

※問い合わせは、

　　福祉保健課　☎８３－２７７７

＜予防接種のお知らせ＞

　　予診票をお持ちでない方は、

　実費が発生する場合があります。

　　紛失された方は、保健福祉

　センターまでご連絡ください。

　※問い合わせは、福祉保健課

　　　　　　　☎８３－２７７７

町と「見守り協定」を締結しているコープみらいでは「だれでもカフェ奥多摩」を開催
します。午前中のひと時、おしゃべりをしながら簡単な工作などを一緒に楽しみません
か？今回は『エッグオーナメント』（卵の殻で作る装飾品）を作ります。
当日はコープみらいのスタッフ数名が会場で皆さまの来場をお待ちしています。

【日時】 １２月１９日（月） １０：３０～１２：００

【会場】 奥多摩町福祉会館 ２階 会議室

【参加費】 無料 【定員】 １０名（先着順）

【申込期間】 １２／１ 木 ～１２／９（金）

【申し込み・問い合わせ】 コープみらい東京都本部 参加とネットワーク推進部

☏ ０３ ３３８２ ５６６５ （９時～１７時 土日祝日休み

※この活動は、コープの子育て・高齢者支援事業の一つで、地域の居場所づくりを目的としており、営利を
目的としているものではありません。 ※状況で中止になる場合があります。

※この事業は奥多摩町地域包括支援センターが協力しています。（ ☎ ８３ ８５５５）
※感染予防のため当日の検温とマスク着用をお願いします。※体調がすぐれない方は来場をお控えください

『エッグオーナメント』
（卵の殻で作る装飾品）
を作りましょう！
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【その他・注意事項】

　・この臨時窓口では、マイナンバーカードの申請は受付できませんのでご注意ください。

　・マイナポイント第２弾は、令和４年１２月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象と

　　なります。

　・マイナンバーカードの有効期間は、発行日から１０回目の誕生日（未成年者は５回目）まで、電子証

　　明書の有効期間は、年齢問わず発行日から５回目の誕生日までです。

  ・マイナンバーカード申請・受領、電子証明書の発行は事前予約制となりますので、詳しくは役場住民

　　課（☎８３－２１８２）までお問い合わせください。

　・対象となるキャッシュレス決済サービスについては、マイナンバー総合フリーダイヤル（☎０１２０－

　　９５－０１７８）などでご確認ください。

　・キャッシュレス決済サービスにより、事業者が指定する事前登録手続きが必要なものがあります。

　 マイナンバー総合フリーダイヤルやキャッシュレス決済サービス事業者にご確認ください。（例：Ｓｕ

　　ｉｃａ、イオンカード、セゾンカードなど）

　・マイナポイント事業を騙った詐欺にご注意ください。

※マイナンバーカードやマイナポイントについて詳しくは、総務省ホームページをご覧いただくか、

　マイナンバー総合フリーダイヤル（☎０１２０－９５－０１７８）へお問い合わせください。

〔総務省ホームページ〕　https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html

※問い合わせは、総務課　☎８３－２２５９

心身障害者福祉手当などの支払
○２０歳以上６５歳未満で、心身につぎのいずれかの程度の障害を有する手帳の交付を受けた方が対　

象です。＊ただし、所得制限があります。

（１）身体障害者手帳で１級から４級の交付を受けている方

（２）愛の手帳で１度から４度の交付を受けている方

（３）脳性マヒまたは進行性筋萎縮性を有する方

　・都制度　月額 １万５,５００円 (身体障害者手帳１・２級および愛の手帳１～３度の方など )

　・町制度　月額 １万６００円 (身体障害者手帳３級および愛の手帳４度の方 )

　・町制度　月額 ６,４００円 (身体障害者手帳４級の方 )

○精神障害者保健福祉手帳１級または２級の交付を受けている方

　・町制度　月額　５,０００円

○令和４年８月～１１月分を１２月     

　１５日（木）に指定の口座へ振り 

　込みます。

※問い合わせは、

　　福祉保健課　☎８３－２７７７

＜予防接種のお知らせ＞

　　予診票をお持ちでない方は、

　実費が発生する場合があります。

　　紛失された方は、保健福祉

　センターまでご連絡ください。

　※問い合わせは、福祉保健課

　　　　　　　☎８３－２７７７

町と「見守り協定」を締結しているコープみらいでは「だれでもカフェ奥多摩」を開催
します。午前中のひと時、おしゃべりをしながら簡単な工作などを一緒に楽しみません
か？今回は『エッグオーナメント』（卵の殻で作る装飾品）を作ります。
当日はコープみらいのスタッフ数名が会場で皆さまの来場をお待ちしています。

【日時】 １２月１９日（月） １０：３０～１２：００

【会場】 奥多摩町福祉会館 ２階 会議室

【参加費】 無料 【定員】 １０名（先着順）

【申込期間】 １２／１ 木 ～１２／９（金）

【申し込み・問い合わせ】 コープみらい東京都本部 参加とネットワーク推進部

☏ ０３ ３３８２ ５６６５ （９時～１７時 土日祝日休み

※この活動は、コープの子育て・高齢者支援事業の一つで、地域の居場所づくりを目的としており、営利を
目的としているものではありません。 ※状況で中止になる場合があります。

※この事業は奥多摩町地域包括支援センターが協力しています。（ ☎ ８３ ８５５５）
※感染予防のため当日の検温とマスク着用をお願いします。※体調がすぐれない方は来場をお控えください

『エッグオーナメント』
（卵の殻で作る装飾品）
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納
税
の
お
願
い

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
滞
納
す
る
と
…

短
期
証
へ
の
切
替
な
ど
が
さ
れ
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

の
方
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、

毎
年
７
月
中
旬
頃
（
年
度
の
途

中
で
資
格
を
取
得
さ
れ
た
方

は
、
取
得
月
の
翌
月
）
に
通
知

し
て
い
ま
す
。

そ
の
う
ち
、
納
付
書
で
お
支

払
い
い
た
だ
く
方
に
は
、
期
限

内
の
納
付
が
な
い
場
合
、
督
促

状
や
催
告
書
に
て
お
知
ら
せ
を

し
て
い
ま
す
が
、
保
険
料
の
滞

納
を
し
続
け
た
り
、
納
付
相
談

に
も
応
じ
な
い
方
に
は
、
つ
ぎ

の
よ
う
な
措
置
を
と
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

◎
短
期
被
保
険
者
証
の
交
付

災
害
な
ど
特
別
な
事
情
が
あ

る
場
合
を
除
い
て
、
保
険
料
の

納
付
が
可
能
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
一
年
以
上
滞
納
し
て

い
る
方
は
、
通
常
よ
り
も
有
効

期
限
が
短
い
被
保
険
者
証
を
交

付
し
ま
す
。

◎
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交

付
短
期
被
保
険
者
証
を
交
付
さ

れ
た
方
で
、
滞
納
状
況
が
改
善

さ
れ
な
い
方
や
納
付
相
談
に
も

応
じ
な
い
方
は
、
被
保
険
者
証

の
代
わ
り
に
「
被
保
険
者
資
格

証
明
書
」
を
交
付
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。（
医
療
機
関
で
の

診
療
費
は
、
一
旦
、
全
額
自
己

負
担
と
な
り
ま
す
）

◎
保
険
給
付
の
制
限

療
養
費
お
よ
び
高
額
療
養
費

な
ど
の
保
険
給
付
の
全
部
ま
た

は
一
部
を
差
し
止
め
、
そ
の
給

付
分
を
滞
納
保
険
料
に
充
て
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

・
後
期
高
齢
者
医
療
の
制
度
に

つ
い
て
　
　
☎
83
‐
２
１
８
２

・
納
付
の
相
談
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
９
０

い
ず
れ
も
役
場
の
各
課
で
納

付
相
談
を
受
付
け
て
い
る
ほ

か
、
一
括
納
付
が
困
難
な
場
合

に
は
分
割
納
付
が
可
能
な
も
の

も
あ
り
ま
す
。
期
限
内
の
納
付

や
早
め
の
納
付
相
談
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

税
は
、
み
な
さ
ん
の
暮
ら
し

を
よ
り
良
く
す
る
た
め
の
最
も

基
本
的
な
公
共
料
金
と
も
言
え

ま
す
。

『
払
え
る
と
き
に
払
え
る
だ

け
』
で
は
な
く
、『
ま
ず
納
税
』

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　☎
83
‐
２
１
９
０

介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
と

保
険
給
付
に
制
限
が
加
え
ら
れ
ま
す

介
護
保
険
は
「
介
護
を
す
る

人
を
み
ん
な
で
支
え
よ
う
」
と

す
る
制
度
で
す
。

そ
の
運
営
に
必
要
な
保
険
料

を
滞
納
す
る
と
、
ご
自
分
が
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
時

に
、
そ
の
未
納
期
間
に
応
じ
て

保
険
給
付
の
制
限
を
受
け
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。（
下
表
参
照
）

必
要
な
時
に
必
要
な
サ
ー
ビ

ス
が
受
け
ら
れ
な
い
な
ど
と
い

う
こ
と
が
な
い
よ
う
、
介
護
保

険
料
の
納
付
を
お
願
い
し
ま

す
。納

付
が
難
し
い
場
合
に
は
、

早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

＊
65
歳
以
上
の
方
ま
た
は
そ
の

属
す
る
世
帯
の
生
計
維
持
者
が

つ
ぎ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
場

合
に
は
、
保
険
料
を
減
免
ま
た

は
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

①
震
災
な
ど
の
災
害
に
よ
り
住

宅
、
家
財
な
ど
に
著
し
い
損
害

を
受
け
た
と
き

②
死
亡
ま
た
は
心
身
に
重
大
な

障
害
を
受
け
、
も
し
く
は
長
期

入
院
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減

少
し
た
と
き

③
事
業
の
廃
止
や
失
業
な
ど
に

よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た

と
き

④
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
な
ど
の
理
由
に
よ
り
収
入
が

著
し
く
減
少
し
た
と
き

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課
（
保
険
給
付
に
つ
い
て
）

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

住
民
課
（
保
険
料
の
納
付
相
談

に
つ
い
て
）

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
９
０

■２年以上滞納
　サービスを利用し
た時の自己負担が１
割（または２割）か
ら３割に引き上げら
れます。また、高額
介護サービス費など
が受けられなくなり
ます。

⇦

■１年６か月以上滞納
　保険給付の一部または
全額が差し止めとなりま
す。なおも滞納が続く場
合は、差し止めている保
険給付費から滞納してい
る保険料が差し引かれま
す。

⇦

■１年以上滞納
　サービスを利用し
た時に費用がいった
ん全額自己負担とな
ります。（ただし、申
請により後で保険給
付分が支払われま
す。）

【介護保険料を納めないでいると】

カ
ッ
ト

8

１

３

５

　
　８

10

　
　13

15

　
　18

20

　
　23

25

　
　28

30

　
　33

35

　
　38

40

　
　43

45

　
　48

50

　
　53

55

　
　58

60

62

No.828 令和 4年 12 月 5 日広 報 お く た ま

納
税
の
お
願
い

特
集

税
金
は
納
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

「
納
め
忘
れ
た
」「
納
め
ら
れ

な
い
」「
納
め
た
く
な
い
」
…
。

税
金
の
滞
納
は
、
納
期
限
内
に

納
税
さ
れ
た
み
な
さ
ん
と
の
不

公
平
が
生
ま
れ
る
ほ
か
、
督
促

の
た
め
の
費
用
が
掛
か
る
な

ど
、
税
金
の
有
効
活
用
に
も
支

障
を
来
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
滞

納
を
続
け
れ
ば
、
貴
重
な
財
産

が
差
し
押
え
ら
れ
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

◎
公
平
な
納
税
を
進
め
ま
す

納
税
は
、
日
本
国
憲
法
に
定

め
ら
れ
た
国
民
の
三
大
義
務

（
教
育
、
勤
労
、
納
税
）
の
一

つ
で
す
。
町
税
を
納
期
限
ま
で

に
納
め
ず
、
滞
納
し
た
ま
ま
に

し
て
お
く
こ
と
は
、
納
期
限
内

に
納
税
し
て
い
る
大
部
分
の
納

税
義
務
者
と
の
公
平
性
を
欠
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、町
の
財
政
を
圧
迫
し
、

住
民
サ
ー
ビ
ス
に
支
障
を
来
す

こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

町
で
は
、
公
平
な
納
税
を
進
め

る
た
め
、
滞
納
者
に
対
し
て
、

財
産
の
差
し
押
え
な
ど
の
滞
納

処
分
を
強
化
し
ま
す
。

◎
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金
の
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納
に
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は
あ
り
ま
せ
ん

地
方
税
法
で
は
、
税
負
担
の

公
平
性
を
期
す
た
め
に
、
督
促

状
を
発
し
て
か
ら
10
日
を
経
過

し
て
も
納
税
さ
れ
な
い
時
に

は
、
滞
納
者
の
財
産
を
差
し
押

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定

し
て
い
ま
す
。

こ
の
差
し
押
え
は
、
民
事
上

の
強
制
執
行
と
は
異
な
り
、
裁

判
所
の
許
可
を
得
る
こ
と
な
く

町
（
徴
税
吏
員
）
が
自
ら
執
行

で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
法
律
で
は
事
前
の

差
押
予
告
通
知
も
必
要
と
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
は
、
住

居
な
ど
へ
の
捜
索
の
権
限
も
与

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

納
期
を
過
ぎ
て
も
納
め
ら
れ

な
い
税
金
は
、
延
滞
金
の
加
算

対
象
と
な
り
ま
す
。
発
生
し
た

延
滞
金
は
、
免
除
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
新
た
な
納

付
の
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

税
金
を
滞
納
し
た
ま
ま
放
置

す
る
こ
と
は
、
経
済
的
な
不
利

益
を
受
け
た
り
、
社
会
的
な
信

用
を
失
っ
た
り
す
る
結
果
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

◎
差
し
押
え
を
受
け
る
と

税
は
自
主
納
付
が
基
本
で

す
。
し
か
し
納
税
の
催
告
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
納
税
を
し
て
い

た
だ
け
な
い
場
合
や
納
税
に
つ

い
て
誠
意
が
見
ら
れ
な
い
場
合

に
は
、
法
律
に
基
づ
き
財
産
（
預

貯
金
、
給
与
、
不
動
産
、
自
動

車
、
生
命
保
険
、
売
掛
金
な
ど
）

を
差
し
押
え
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

差
し
押
え
を
受
け
る
と
、
差

し
押
え
先
（
勤
務
先
、
金
融
機

関
、
取
引
先
等
）
か
ら
社
会
的

な
信
用
を
失
い
か
ね
ま
せ
ん
。

◎
早
め
の
納
税
相
談
を

病
気
や
失
業
、
事
業
不
振
な

ど
、
や
む
を
得
な
い
理
由
で
納

期
限
ま
で
に
税
金
を
納
付
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
一

度
に
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な

人
は
、
お
早
め
に
住
民
課
総
合

収
納
係
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

生
活
状
況
な
ど
を
お
聞
き
し
た

う
え
で
、
納
付
方
法
を
決
め
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◎
滞
納
処
分
の
流
れ

滞
納
処
分
は
、
法
律
に
基
づ

い
た
強
制
処
分
で
す
。

①
滞
納

②
督
促
発
送
…
納
期
限
ま
で
に

町
税
が
完
納
さ
れ
な
い
場
合

は
、
督
促
状
を
発
送
し
ま
す
。

③
財
産
調
査
…
滞
納
処
分
の
た

め
、
必
要
に
応
じ
て
滞
納
者
、

官
公
庁
、
取
引
先
、
滞
納
者
の

財
産
を
占
有
す
る
第
三
者
な
ど

に
対
し
、
質
問
や
検
査
、
捜
索

を
行
い
ま
す
。

④
財
産
差
押
…
督
促
状
を
発
し

た
日
か
ら
10
日
を
経
過
し
た
日

ま
で
に
、
滞
納
し
て
い
る
町
税

を
完
納
し
な
い
と
き
は
、
そ
の

納
税
者
の
財
産
を
差
し
押
え
ま

す
。

⑤
換
価
…
差
し
押
え
た
金
銭
債

権
の
取
り
立
て
や
、
不
動
産
の

公
売
な
ど
を
行
い
ま
す
。

⑥
配
当
…
換
価
し
た
代
金
を
、

差
し
押
え
に
関
係
す
る
町
税
な

ど
に
配
当
し
ま
す
。

⑦
町
税
充
当

◎
町
税
以
外
の

　
　
　納
付
も
忘
れ
ず
に

町
税
以
外
に
も
、
国
民
健
康

保
険
税
や
介
護
保
険
料
、
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
、
学
校
の

給
食
費
、
町
営
住
宅
使
用
料
、

保
育
所
の
保
育
料
な
ど
、
町
に

納
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
負
担

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
を
安
定

し
て
運
営
す
る
た
め
の
原
資
と

し
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
で

す
。し

か
し
、
こ
う
し
た
も
の
に

も
町
税
同
様
に
未
納
が
あ
り
ま

す
。た

と
え
ば
国
民
健
康
保
険
税

で
は
、
勤
務
先
の
健
康
保
険
に

加
入
し
た
り
脱
退
し
た
り
し
た

と
き
に
自
分
で
手
続
き
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
が
、
切
り
替
え

手
続
き
を
忘
れ
て
納
付
漏
れ
に

な
る
ケ
ー
ス
も
見
受
け
ら
れ
ま

す
。
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の
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必
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に

は
、
滞
納
者
の
財
産
を
差
し
押

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定

し
て
い
ま
す
。

こ
の
差
し
押
え
は
、
民
事
上

の
強
制
執
行
と
は
異
な
り
、
裁

判
所
の
許
可
を
得
る
こ
と
な
く

町
（
徴
税
吏
員
）
が
自
ら
執
行

で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
法
律
で
は
事
前
の

差
押
予
告
通
知
も
必
要
と
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
は
、
住

居
な
ど
へ
の
捜
索
の
権
限
も
与

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

納
期
を
過
ぎ
て
も
納
め
ら
れ

な
い
税
金
は
、
延
滞
金
の
加
算

対
象
と
な
り
ま
す
。
発
生
し
た

延
滞
金
は
、
免
除
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
新
た
な
納

付
の
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

税
金
を
滞
納
し
た
ま
ま
放
置

す
る
こ
と
は
、
経
済
的
な
不
利

益
を
受
け
た
り
、
社
会
的
な
信

用
を
失
っ
た
り
す
る
結
果
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

◎
差
し
押
え
を
受
け
る
と

税
は
自
主
納
付
が
基
本
で

す
。
し
か
し
納
税
の
催
告
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
納
税
を
し
て
い

た
だ
け
な
い
場
合
や
納
税
に
つ

い
て
誠
意
が
見
ら
れ
な
い
場
合

に
は
、
法
律
に
基
づ
き
財
産
（
預

貯
金
、
給
与
、
不
動
産
、
自
動

車
、
生
命
保
険
、
売
掛
金
な
ど
）

を
差
し
押
え
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

差
し
押
え
を
受
け
る
と
、
差

し
押
え
先
（
勤
務
先
、
金
融
機

関
、
取
引
先
等
）
か
ら
社
会
的

な
信
用
を
失
い
か
ね
ま
せ
ん
。

◎
早
め
の
納
税
相
談
を

病
気
や
失
業
、
事
業
不
振
な

ど
、
や
む
を
得
な
い
理
由
で
納

期
限
ま
で
に
税
金
を
納
付
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
一

度
に
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な

人
は
、
お
早
め
に
住
民
課
総
合

収
納
係
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

生
活
状
況
な
ど
を
お
聞
き
し
た

う
え
で
、
納
付
方
法
を
決
め
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◎
滞
納
処
分
の
流
れ

滞
納
処
分
は
、
法
律
に
基
づ

い
た
強
制
処
分
で
す
。

①
滞
納

②
督
促
発
送
…
納
期
限
ま
で
に

町
税
が
完
納
さ
れ
な
い
場
合

は
、
督
促
状
を
発
送
し
ま
す
。

③
財
産
調
査
…
滞
納
処
分
の
た

め
、
必
要
に
応
じ
て
滞
納
者
、

官
公
庁
、
取
引
先
、
滞
納
者
の

財
産
を
占
有
す
る
第
三
者
な
ど

に
対
し
、
質
問
や
検
査
、
捜
索

を
行
い
ま
す
。

④
財
産
差
押
…
督
促
状
を
発
し

た
日
か
ら
10
日
を
経
過
し
た
日

ま
で
に
、
滞
納
し
て
い
る
町
税

を
完
納
し
な
い
と
き
は
、
そ
の

納
税
者
の
財
産
を
差
し
押
え
ま

す
。

⑤
換
価
…
差
し
押
え
た
金
銭
債

権
の
取
り
立
て
や
、
不
動
産
の

公
売
な
ど
を
行
い
ま
す
。

⑥
配
当
…
換
価
し
た
代
金
を
、

差
し
押
え
に
関
係
す
る
町
税
な

ど
に
配
当
し
ま
す
。

⑦
町
税
充
当

◎
町
税
以
外
の

　
　
　納
付
も
忘
れ
ず
に

町
税
以
外
に
も
、
国
民
健
康

保
険
税
や
介
護
保
険
料
、
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
、
学
校
の

給
食
費
、
町
営
住
宅
使
用
料
、

保
育
所
の
保
育
料
な
ど
、
町
に

納
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
負
担

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
を
安
定

し
て
運
営
す
る
た
め
の
原
資
と

し
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
で

す
。し

か
し
、
こ
う
し
た
も
の
に

も
町
税
同
様
に
未
納
が
あ
り
ま

す
。た

と
え
ば
国
民
健
康
保
険
税

で
は
、
勤
務
先
の
健
康
保
険
に

加
入
し
た
り
脱
退
し
た
り
し
た

と
き
に
自
分
で
手
続
き
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
が
、
切
り
替
え

手
続
き
を
忘
れ
て
納
付
漏
れ
に

な
る
ケ
ー
ス
も
見
受
け
ら
れ
ま

す
。

　
　
　
　
《
次
ペ
ー
ジ
へ
続
く
》
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納
税
の
お
願
い

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
滞
納
す
る
と
…

短
期
証
へ
の
切
替
な
ど
が
さ
れ
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

の
方
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、

毎
年
７
月
中
旬
頃
（
年
度
の
途

中
で
資
格
を
取
得
さ
れ
た
方

は
、
取
得
月
の
翌
月
）
に
通
知

し
て
い
ま
す
。

そ
の
う
ち
、
納
付
書
で
お
支

払
い
い
た
だ
く
方
に
は
、
期
限

内
の
納
付
が
な
い
場
合
、
督
促

状
や
催
告
書
に
て
お
知
ら
せ
を

し
て
い
ま
す
が
、
保
険
料
の
滞

納
を
し
続
け
た
り
、
納
付
相
談

に
も
応
じ
な
い
方
に
は
、
つ
ぎ

の
よ
う
な
措
置
を
と
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

◎
短
期
被
保
険
者
証
の
交
付

災
害
な
ど
特
別
な
事
情
が
あ

る
場
合
を
除
い
て
、
保
険
料
の

納
付
が
可
能
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
一
年
以
上
滞
納
し
て

い
る
方
は
、
通
常
よ
り
も
有
効

期
限
が
短
い
被
保
険
者
証
を
交

付
し
ま
す
。

◎
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交

付
短
期
被
保
険
者
証
を
交
付
さ

れ
た
方
で
、
滞
納
状
況
が
改
善

さ
れ
な
い
方
や
納
付
相
談
に
も

応
じ
な
い
方
は
、
被
保
険
者
証

の
代
わ
り
に
「
被
保
険
者
資
格

証
明
書
」
を
交
付
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。（
医
療
機
関
で
の

診
療
費
は
、
一
旦
、
全
額
自
己

負
担
と
な
り
ま
す
）

◎
保
険
給
付
の
制
限

療
養
費
お
よ
び
高
額
療
養
費

な
ど
の
保
険
給
付
の
全
部
ま
た

は
一
部
を
差
し
止
め
、
そ
の
給

付
分
を
滞
納
保
険
料
に
充
て
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

・
後
期
高
齢
者
医
療
の
制
度
に

つ
い
て

　
　
☎
83
‐
２
１
８
２

・
納
付
の
相
談
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
９
０

い
ず
れ
も
役
場
の
各
課
で
納

付
相
談
を
受
付
け
て
い
る
ほ

か
、
一
括
納
付
が
困
難
な
場
合

に
は
分
割
納
付
が
可
能
な
も
の

も
あ
り
ま
す
。
期
限
内
の
納
付

や
早
め
の
納
付
相
談
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

税
は
、
み
な
さ
ん
の
暮
ら
し

を
よ
り
良
く
す
る
た
め
の
最
も

基
本
的
な
公
共
料
金
と
も
言
え

ま
す
。

『
払
え
る
と
き
に
払
え
る
だ

け
』
で
は
な
く
、『
ま
ず
納
税
』

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　☎
83
‐
２
１
９
０

介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
と

保
険
給
付
に
制
限
が
加
え
ら
れ
ま
す

介
護
保
険
は
「
介
護
を
す
る

人
を
み
ん
な
で
支
え
よ
う
」
と

す
る
制
度
で
す
。

そ
の
運
営
に
必
要
な
保
険
料

を
滞
納
す
る
と
、
ご
自
分
が
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
時

に
、
そ
の
未
納
期
間
に
応
じ
て

保
険
給
付
の
制
限
を
受
け
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。（
下
表
参
照
）

必
要
な
時
に
必
要
な
サ
ー
ビ

ス
が
受
け
ら
れ
な
い
な
ど
と
い

う
こ
と
が
な
い
よ
う
、
介
護
保

険
料
の
納
付
を
お
願
い
し
ま

す
。納

付
が
難
し
い
場
合
に
は
、

早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

＊
65
歳
以
上
の
方
ま
た
は
そ
の

属
す
る
世
帯
の
生
計
維
持
者
が

つ
ぎ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
場

合
に
は
、
保
険
料
を
減
免
ま
た

は
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

①
震
災
な
ど
の
災
害
に
よ
り
住

宅
、
家
財
な
ど
に
著
し
い
損
害

を
受
け
た
と
き

②
死
亡
ま
た
は
心
身
に
重
大
な

障
害
を
受
け
、
も
し
く
は
長
期

入
院
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減

少
し
た
と
き

③
事
業
の
廃
止
や
失
業
な
ど
に

よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た

と
き

④
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
な
ど
の
理
由
に
よ
り
収
入
が

著
し
く
減
少
し
た
と
き

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課
（
保
険
給
付
に
つ
い
て
）

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

住
民
課
（
保
険
料
の
納
付
相
談

に
つ
い
て
）

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
９
０

■２年以上滞納
　サービスを利用し
た時の自己負担が１
割（または２割）か
ら３割に引き上げら
れます。また、高額
介護サービス費など
が受けられなくなり
ます。

⇦

■１年６か月以上滞納
　保険給付の一部または
全額が差し止めとなりま
す。なおも滞納が続く場
合は、差し止めている保
険給付費から滞納してい
る保険料が差し引かれま
す。

⇦

■１年以上滞納
　サービスを利用し
た時に費用がいった
ん全額自己負担とな
ります。（ただし、申
請により後で保険給
付分が支払われま
す。）

【介護保険料を納めないでいると】
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納
税
の
お
願
い

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
滞
納
す
る
と
…

短
期
証
へ
の
切
替
な
ど
が
さ
れ
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

の
方
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、

毎
年
７
月
中
旬
頃
（
年
度
の
途

中
で
資
格
を
取
得
さ
れ
た
方

は
、
取
得
月
の
翌
月
）
に
通
知

し
て
い
ま
す
。

そ
の
う
ち
、
納
付
書
で
お
支

払
い
い
た
だ
く
方
に
は
、
期
限

内
の
納
付
が
な
い
場
合
、
督
促

状
や
催
告
書
に
て
お
知
ら
せ
を

し
て
い
ま
す
が
、
保
険
料
の
滞

納
を
し
続
け
た
り
、
納
付
相
談

に
も
応
じ
な
い
方
に
は
、
つ
ぎ

の
よ
う
な
措
置
を
と
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

◎
短
期
被
保
険
者
証
の
交
付

災
害
な
ど
特
別
な
事
情
が
あ

る
場
合
を
除
い
て
、
保
険
料
の

納
付
が
可
能
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
一
年
以
上
滞
納
し
て

い
る
方
は
、
通
常
よ
り
も
有
効

期
限
が
短
い
被
保
険
者
証
を
交

付
し
ま
す
。

◎
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交

付
短
期
被
保
険
者
証
を
交
付
さ

れ
た
方
で
、
滞
納
状
況
が
改
善

さ
れ
な
い
方
や
納
付
相
談
に
も

応
じ
な
い
方
は
、
被
保
険
者
証

の
代
わ
り
に
「
被
保
険
者
資
格

証
明
書
」
を
交
付
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。（
医
療
機
関
で
の

診
療
費
は
、
一
旦
、
全
額
自
己

負
担
と
な
り
ま
す
）

◎
保
険
給
付
の
制
限

療
養
費
お
よ
び
高
額
療
養
費

な
ど
の
保
険
給
付
の
全
部
ま
た

は
一
部
を
差
し
止
め
、
そ
の
給

付
分
を
滞
納
保
険
料
に
充
て
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

・
後
期
高
齢
者
医
療
の
制
度
に

つ
い
て

　
　
☎
83
‐
２
１
８
２

・
納
付
の
相
談
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
９
０

い
ず
れ
も
役
場
の
各
課
で
納

付
相
談
を
受
付
け
て
い
る
ほ

か
、
一
括
納
付
が
困
難
な
場
合

に
は
分
割
納
付
が
可
能
な
も
の

も
あ
り
ま
す
。
期
限
内
の
納
付

や
早
め
の
納
付
相
談
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

税
は
、
み
な
さ
ん
の
暮
ら
し

を
よ
り
良
く
す
る
た
め
の
最
も

基
本
的
な
公
共
料
金
と
も
言
え

ま
す
。

『
払
え
る
と
き
に
払
え
る
だ

け
』
で
は
な
く
、『
ま
ず
納
税
』

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　☎
83
‐
２
１
９
０

介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
と

保
険
給
付
に
制
限
が
加
え
ら
れ
ま
す

介
護
保
険
は
「
介
護
を
す
る

人
を
み
ん
な
で
支
え
よ
う
」
と

す
る
制
度
で
す
。

そ
の
運
営
に
必
要
な
保
険
料

を
滞
納
す
る
と
、
ご
自
分
が
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
時

に
、
そ
の
未
納
期
間
に
応
じ
て

保
険
給
付
の
制
限
を
受
け
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。（
下
表
参
照
）

必
要
な
時
に
必
要
な
サ
ー
ビ

ス
が
受
け
ら
れ
な
い
な
ど
と
い

う
こ
と
が
な
い
よ
う
、
介
護
保

険
料
の
納
付
を
お
願
い
し
ま

す
。納

付
が
難
し
い
場
合
に
は
、

早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

＊
65
歳
以
上
の
方
ま
た
は
そ
の

属
す
る
世
帯
の
生
計
維
持
者
が

つ
ぎ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
場

合
に
は
、
保
険
料
を
減
免
ま
た

は
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

①
震
災
な
ど
の
災
害
に
よ
り
住

宅
、
家
財
な
ど
に
著
し
い
損
害

を
受
け
た
と
き

②
死
亡
ま
た
は
心
身
に
重
大
な

障
害
を
受
け
、
も
し
く
は
長
期

入
院
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減

少
し
た
と
き

③
事
業
の
廃
止
や
失
業
な
ど
に

よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た

と
き

④
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
な
ど
の
理
由
に
よ
り
収
入
が

著
し
く
減
少
し
た
と
き

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課
（
保
険
給
付
に
つ
い
て
）

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

住
民
課
（
保
険
料
の
納
付
相
談

に
つ
い
て
）

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
９
０

■２年以上滞納
　サービスを利用し
た時の自己負担が１
割（または２割）か
ら３割に引き上げら
れます。また、高額
介護サービス費など
が受けられなくなり
ます。

⇦

■１年６か月以上滞納
　保険給付の一部または
全額が差し止めとなりま
す。なおも滞納が続く場
合は、差し止めている保
険給付費から滞納してい
る保険料が差し引かれま
す。

⇦

■１年以上滞納
　サービスを利用し
た時に費用がいった
ん全額自己負担とな
ります。（ただし、申
請により後で保険給
付分が支払われま
す。）

【介護保険料を納めないでいると】

カ
ッ
ト
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納
税
の
お
願
い

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
滞
納
す
る
と
…

短
期
証
へ
の
切
替
な
ど
が
さ
れ
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

の
方
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、

毎
年
７
月
中
旬
頃
（
年
度
の
途

中
で
資
格
を
取
得
さ
れ
た
方

は
、
取
得
月
の
翌
月
）
に
通
知

し
て
い
ま
す
。

そ
の
う
ち
、
納
付
書
で
お
支

払
い
い
た
だ
く
方
に
は
、
期
限

内
の
納
付
が
な
い
場
合
、
督
促

状
や
催
告
書
に
て
お
知
ら
せ
を

し
て
い
ま
す
が
、
保
険
料
の
滞

納
を
し
続
け
た
り
、
納
付
相
談

に
も
応
じ
な
い
方
に
は
、
つ
ぎ

の
よ
う
な
措
置
を
と
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

◎
短
期
被
保
険
者
証
の
交
付

災
害
な
ど
特
別
な
事
情
が
あ

る
場
合
を
除
い
て
、
保
険
料
の

納
付
が
可
能
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
一
年
以
上
滞
納
し
て

い
る
方
は
、
通
常
よ
り
も
有
効

期
限
が
短
い
被
保
険
者
証
を
交

付
し
ま
す
。

◎
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交

付
短
期
被
保
険
者
証
を
交
付
さ

れ
た
方
で
、
滞
納
状
況
が
改
善

さ
れ
な
い
方
や
納
付
相
談
に
も

応
じ
な
い
方
は
、
被
保
険
者
証

の
代
わ
り
に
「
被
保
険
者
資
格

証
明
書
」
を
交
付
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。（
医
療
機
関
で
の

診
療
費
は
、
一
旦
、
全
額
自
己

負
担
と
な
り
ま
す
）

◎
保
険
給
付
の
制
限

療
養
費
お
よ
び
高
額
療
養
費

な
ど
の
保
険
給
付
の
全
部
ま
た

は
一
部
を
差
し
止
め
、
そ
の
給

付
分
を
滞
納
保
険
料
に
充
て
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

・
後
期
高
齢
者
医
療
の
制
度
に

つ
い
て

　
　
☎
83
‐
２
１
８
２

・
納
付
の
相
談
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
９
０

い
ず
れ
も
役
場
の
各
課
で
納

付
相
談
を
受
付
け
て
い
る
ほ

か
、
一
括
納
付
が
困
難
な
場
合

に
は
分
割
納
付
が
可
能
な
も
の

も
あ
り
ま
す
。
期
限
内
の
納
付

や
早
め
の
納
付
相
談
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

税
は
、
み
な
さ
ん
の
暮
ら
し

を
よ
り
良
く
す
る
た
め
の
最
も

基
本
的
な
公
共
料
金
と
も
言
え

ま
す
。

『
払
え
る
と
き
に
払
え
る
だ

け
』
で
は
な
く
、『
ま
ず
納
税
』

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　☎
83
‐
２
１
９
０

介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
と

保
険
給
付
に
制
限
が
加
え
ら
れ
ま
す

介
護
保
険
は
「
介
護
を
す
る

人
を
み
ん
な
で
支
え
よ
う
」
と

す
る
制
度
で
す
。

そ
の
運
営
に
必
要
な
保
険
料

を
滞
納
す
る
と
、
ご
自
分
が
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
時

に
、
そ
の
未
納
期
間
に
応
じ
て

保
険
給
付
の
制
限
を
受
け
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。（
下
表
参
照
）

必
要
な
時
に
必
要
な
サ
ー
ビ

ス
が
受
け
ら
れ
な
い
な
ど
と
い

う
こ
と
が
な
い
よ
う
、
介
護
保

険
料
の
納
付
を
お
願
い
し
ま

す
。納

付
が
難
し
い
場
合
に
は
、

早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

＊
65
歳
以
上
の
方
ま
た
は
そ
の

属
す
る
世
帯
の
生
計
維
持
者
が

つ
ぎ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
場

合
に
は
、
保
険
料
を
減
免
ま
た

は
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

①
震
災
な
ど
の
災
害
に
よ
り
住

宅
、
家
財
な
ど
に
著
し
い
損
害

を
受
け
た
と
き

②
死
亡
ま
た
は
心
身
に
重
大
な

障
害
を
受
け
、
も
し
く
は
長
期

入
院
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減

少
し
た
と
き

③
事
業
の
廃
止
や
失
業
な
ど
に

よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た

と
き

④
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
な
ど
の
理
由
に
よ
り
収
入
が

著
し
く
減
少
し
た
と
き

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課
（
保
険
給
付
に
つ
い
て
）

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

住
民
課
（
保
険
料
の
納
付
相
談

に
つ
い
て
）

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
９
０

■２年以上滞納
　サービスを利用し
た時の自己負担が１
割（または２割）か
ら３割に引き上げら
れます。また、高額
介護サービス費など
が受けられなくなり
ます。

⇦

■１年６か月以上滞納
　保険給付の一部または
全額が差し止めとなりま
す。なおも滞納が続く場
合は、差し止めている保
険給付費から滞納してい
る保険料が差し引かれま
す。

⇦

■１年以上滞納
　サービスを利用し
た時に費用がいった
ん全額自己負担とな
ります。（ただし、申
請により後で保険給
付分が支払われま
す。）

【介護保険料を納めないでいると】

カ
ッ
ト
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犬の登録・狂犬病予防注射などについて

　　犬の飼い主は、狂犬病予防法により、飼い犬の登録（生涯１回）と狂犬病予防注射（年１回）

　が義務付けられています。

　　犬を飼い始めたら町へ「飼い犬の登録申請書」を提出し、犬の登録をして鑑札の交付を受けて

　ください。飼い犬の登録事項に変更が生じた場合は、「飼い犬の登録事項変更届」を、飼い犬が

　死亡した場合は、「飼い犬の死亡届」を町へ提出してください。

　　狂犬病予防注射は、毎年４月から６月に受けることとされていますが、今年度は、新型コロナ

　ウイルス感染症の影響によるやむを得ない事情により期間内に注射を受けることができなかった

  場合でも、１２月３１日までの間に注射を受けたときは、定められた期間内に注射を受けたもの

　とみなすことが厚生労働省より通知されています。

　　狂犬病は発症後の死亡率が１００％と、とても恐ろしい感染症です。

　　狂犬病予防注射がお済みでない方は、動物病院でお受けいただき、町へ届出をお願いします。

※問い合わせは、環境整備課　☎８３－２３６７

切
り
取
り
線
（
切
り
取
り
後
、
冷
蔵
庫
な
ど
に
貼
っ
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
）

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

ほ
か

年
金
の
お
知
ら
せ

◇
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制

度
に
便
乗
し
た
詐
欺
に
ご
注
意

く
だ
さ
い

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制

度
に
便
乗
し
、
厚
生
労
働
省
、

日
本
年
金
機
構
ま
た
は
市
区
町

村
の
職
員
を
名
乗
る
者
か
ら
、

「
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の

振
込
口
座
が
使
え
な
い
た
め
、

新
し
い
口
座
番
号
、暗
証
番
号
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
教
え
て
ほ
し

い
」
と
い
う
不
審
な
電
話
が
か

か
っ
て
き
た
事
例
が
報
告
さ
れ

て
い
ま
す
。

厚
生
労
働
省
お
よ
び
日
本
年

金
機
構
で
は
、
電
話
で
こ
の
よ

う
な
こ
と
を
お
聞
き
す
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
電
話
が
あ
っ

て
も
、
口
座
番
号
な
ど
の
個
人

情
報
を
教
え
る
こ
と
の
な
い
よ

う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
年
金

事
務
所
　
　
☎
30
‐
３
４
１
０

◇
令
和
４
年
の
「
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
」
を
お
送
り
し
て
い
ま
す

令
和
４
年
１
月
１
日
か
ら
９

月
30
日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
へ
、

令
和
４
年
分
の
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
を
11
月
に
お
送
り
し
て
い

ま
す
。

所
得
税
お
よ
び
住
民
税
の
申

告
に
お
い
て
、
当
年
中
に
納
付

し
た
国
民
年
金
保
険
料
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る

た
め
に
は
、
納
付
し
た
こ
と
を

証
明
す
る
書
類
の
添
付
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
大

切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
令
和
４
年
10
月
１
日

か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、

令
和
４
年
中
に
初
め
て
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に

は
、
令
和
５
年
２
月
に
控
除
証

明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
に
関
す
る

問
い
合
わ
せ
は
、
ね
ん
き
ん
加

入
者
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
０
５
７
０

（
０
０
３
）
０
０
４
（
ナ
ビ
ダ

イ
ヤ
ル
））
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

パブリックコメント募集
　【一般廃棄物処理基本計画（素案）】

　　　令和５年度から令和１４年度を計画期間とする「一般廃棄物処理基本計画（素案）」に対する

　　意見を募集します。

　　　町ホームページ、役場環境整備課に閲覧用の計画（素案）および用紙があります。

　【募集期間】

　　　１２月９日（金）～２３日（金）　土、日曜日は除く

　※受付け、問い合わせは、　環境整備課環境係　☎８３－２３６７

10

１

３

５
　
　
８

10
　
　
13

15
　
　
18

20
　
　
23

25
　
　
28

30
　
　
33

35
　
　
38

40
　
　
43

45
　
　
48

50
　
　
53

55
　
　
58

60

62

No.828 令和 4年 12 月 5 日広 報 お く た ま

住
民
課
か
ら
の

お
知
ら
せ

オ
ー
ル
東
京
滞
納
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
強
化
月
間
に
伴
う

休
日
・
夜
間
臨
時
納
税
窓
口
の
開
設

毎
年
12
月
は
「
オ
ー
ル
東
京

滞
納
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
」
強
化
月
間
で

す
。こ

れ
に
伴
い
町
で
は
、休
日
・

夜
間
臨
時
納
税
窓
口
を
つ
ぎ
の

日
程
で
、
役
場
１
階
住
民
課
で

開
設
し
ま
す
。

普
段
お
仕
事
な
ど
の
都
合
で

納
税
が
で
き
な
い
方
、
ま
た
、

納
税
に
関
す
る
ご
相
談
な
ど
が

ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
こ
の
機
会

を
是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

①
休
日
臨
時
納
税
窓
口

〔
日
時
〕
12
月
18
日
（
日
）

　
　
　
　
　
24
日
（
土
）

午
前
９
時
～
午
後
５
時

②
夜
間
臨
時
納
税
窓
口

〔
日
時
〕
12
月
15
日
（
木
）

           

21
日
（
水
）

           

27
日
（
火
）

午
後
５
時
15
分
～
午
後
８
時

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
９
０

 １２月は

滞納ＳＴＯＰ強化月間」です

「オール東京

都と区市町村では、安定した税収確保と納税義務の
公平性確保を目指して、１２月を「オール東京滞納ＳＴ
ＯＰ強化月間」と位置づけ、都と区市町村が連携した
広報や催告による納税推進、差押えやタイヤロック、
捜索等の滞納処分など、多様な徴収対策に取り組ん
でいます。

東京都と区市町村が連携し、
徴収対策を集中して実施しています！

令
和
５
年
１
月
か
ら
軽
自
動
車
に
係
る

便
利
な
新
シ
ス
テ
ム
が
始
ま
り
ま
す

〇
軽
自
動
車
税
納
付
確
認
シ

ス
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月
間
で

す
。こ

れ
に
伴
い
町
で
は
、休
日
・

夜
間
臨
時
納
税
窓
口
を
つ
ぎ
の

日
程
で
、
役
場
１
階
住
民
課
で

開
設
し
ま
す
。

普
段
お
仕
事
な
ど
の
都
合
で

納
税
が
で
き
な
い
方
、
ま
た
、

納
税
に
関
す
る
ご
相
談
な
ど
が

ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
こ
の
機
会

を
是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

①
休
日
臨
時
納
税
窓
口

〔
日
時
〕
12
月
18
日
（
日
）

　
　
　
　
　
24
日
（
土
）

午
前
９
時
～
午
後
５
時

②
夜
間
臨
時
納
税
窓
口

〔
日
時
〕
12
月
15
日
（
木
）

           

21
日
（
水
）

           

27
日
（
火
）

午
後
５
時
15
分
～
午
後
８
時

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
９
０

 １２月は

滞納ＳＴＯＰ強化月間」です

「オール東京

都と区市町村では、安定した税収確保と納税義務の
公平性確保を目指して、１２月を「オール東京滞納ＳＴ
ＯＰ強化月間」と位置づけ、都と区市町村が連携した
広報や催告による納税推進、差押えやタイヤロック、
捜索等の滞納処分など、多様な徴収対策に取り組ん
でいます。

東京都と区市町村が連携し、
徴収対策を集中して実施しています！

令
和
５
年
１
月
か
ら
軽
自
動
車
に
係
る

便
利
な
新
シ
ス
テ
ム
が
始
ま
り
ま
す

〇
軽
自
動
車
税
納
付
確
認
シ

ス
テ
ム
（
軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ
）

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

の
車
両
ご
と
の
納
付
情
報
を
、

軽
自
動
車
検
査
協
会
が
オ
ン

ラ
イ
ン
で
確
認
す
る
シ
ス
テ

ム
が
令
和
５
年
１
月
に
運
用

を
開
始
す
る
予
定
で
す
。

こ
の
軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ
に
よ
り
、

継
続
検
査
窓
口
で
の
「
納
税

証
明
書
の
提
示
」
が
原
則
不

要
に
な
り
ま
す
。

＊
納
付
情
報
が
軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ

に
反
映
さ
れ
る
ま
で
一
定
の

日
数
が
か
か
り
ま
す
。

〇
軽
自
動
車
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

サ
ー
ビ
ス
（
軽
Ｏ
Ｓ
Ｓ
）

行
政
機
関
な
ど
の
窓
口
に

出
向
か
ず
に
、
申
請
・
申
告
・

納
付
の
各
種
手
続
き
を
パ
ソ

コ
ン
（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・

タ
ブ
レ
ッ
ト
は
不
可
）
か
ら

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
行
う
こ

と
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

現
在
は
「
継
続
検
査
手
続
」

が
対
象
で
す
が
、
令
和
５
年

１
月
か
ら
「
新
車
購
入
時
の

各
種
手
続
」
が
対
象
に
追
加

さ
れ
ま
す
。

＊
二
輪
・
原
付
・
小
型
特
殊

は
対
象
外
で
す
。

＊
軽
自
動
車
協
会
窓
口
で
の

「
車
検
証
な
ど
」
の
受
け
取
り

は
必
要
で
す
。

詳
細
は
、
町
ま
た
は
地
方

税
共
同
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
９
０

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
み
な
さ
ん
へ

医
療
費
等
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の

み
な
さ
ん
に
、
ご
自
身
の
健
康

と
医
療
に
対
す
る
認
識
を
深
め

て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
診
療

日
数
な
ど
の
受
診
内
容
に
誤
り

が
な
い
か
を
ご
確
認
し
て
い
た

だ
く
た
め
に
、
「
医
療
費
等
通

知
書
」
を
12
月
中
に
お
送
り
し

ま
す
。

今
回
の
お
知
ら
せ
は
、
主
に

令
和
３
年
11
月
か
ら
令
和
４
年

６
月
の
間
に
医
療
機
関
で
受
診

さ
れ
た
も
の
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、確
定
申
告
（
医
療
費
控
除
）

の
際
に
医
療
費
等
通
知
書
を
添

付
す
る
こ
と
で
、
令
和
４
年
１

月
か
ら
６
月
ま
で
の
診
療
な
ど

に
つ
い
て
は
、
「
医
療
費
控
除

の
明
細
書
」
へ
の
記
載
を
省
略

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
令
和
４
年
７
月
か

ら
12
月
ま
で
の
診
療
な
ど
に
つ

い
て
は
お
持
ち
の
領
収
書
に
基

づ
い
て
別
途
「
医
療
費
控
除
の

明
細
書
」
を
作
成
し
て
申
告
書

に
添
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
８
２
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No.828 2022 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

犬の登録・狂犬病予防注射などについて

　　犬の飼い主は、狂犬病予防法により、飼い犬の登録（生涯１回）と狂犬病予防注射（年１回）

　が義務付けられています。

　　犬を飼い始めたら町へ「飼い犬の登録申請書」を提出し、犬の登録をして鑑札の交付を受けて

　ください。飼い犬の登録事項に変更が生じた場合は、「飼い犬の登録事項変更届」を、飼い犬が

　死亡した場合は、「飼い犬の死亡届」を町へ提出してください。

　　狂犬病予防注射は、毎年４月から６月に受けることとされていますが、今年度は、新型コロナ

　ウイルス感染症の影響によるやむを得ない事情により期間内に注射を受けることができなかった

  場合でも、１２月３１日までの間に注射を受けたときは、定められた期間内に注射を受けたもの

　とみなすことが厚生労働省より通知されています。

　　狂犬病は発症後の死亡率が１００％と、とても恐ろしい感染症です。

　　狂犬病予防注射がお済みでない方は、動物病院でお受けいただき、町へ届出をお願いします。

※問い合わせは、環境整備課　☎８３－２３６７

切
り
取
り
線
（
切
り
取
り
後
、
冷
蔵
庫
な
ど
に
貼
っ
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
）

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

ほ
か

年
金
の
お
知
ら
せ

◇
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制

度
に
便
乗
し
た
詐
欺
に
ご
注
意

く
だ
さ
い

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制

度
に
便
乗
し
、
厚
生
労
働
省
、

日
本
年
金
機
構
ま
た
は
市
区
町

村
の
職
員
を
名
乗
る
者
か
ら
、

「
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の

振
込
口
座
が
使
え
な
い
た
め
、

新
し
い
口
座
番
号
、暗
証
番
号
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
教
え
て
ほ
し

い
」
と
い
う
不
審
な
電
話
が
か

か
っ
て
き
た
事
例
が
報
告
さ
れ

て
い
ま
す
。

厚
生
労
働
省
お
よ
び
日
本
年

金
機
構
で
は
、
電
話
で
こ
の
よ

う
な
こ
と
を
お
聞
き
す
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
電
話
が
あ
っ

て
も
、
口
座
番
号
な
ど
の
個
人

情
報
を
教
え
る
こ
と
の
な
い
よ

う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
年
金

事
務
所
　
　
☎
30
‐
３
４
１
０

◇
令
和
４
年
の
「
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
」
を
お
送
り
し
て
い
ま
す

令
和
４
年
１
月
１
日
か
ら
９

月
30
日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
へ
、

令
和
４
年
分
の
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
を
11
月
に
お
送
り
し
て
い

ま
す
。

所
得
税
お
よ
び
住
民
税
の
申

告
に
お
い
て
、
当
年
中
に
納
付

し
た
国
民
年
金
保
険
料
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る

た
め
に
は
、
納
付
し
た
こ
と
を

証
明
す
る
書
類
の
添
付
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
大

切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
令
和
４
年
10
月
１
日

か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、

令
和
４
年
中
に
初
め
て
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に

は
、
令
和
５
年
２
月
に
控
除
証

明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
に
関
す
る

問
い
合
わ
せ
は
、
ね
ん
き
ん
加

入
者
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
０
５
７
０

（
０
０
３
）
０
０
４
（
ナ
ビ
ダ

イ
ヤ
ル
））
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

パブリックコメント募集
　【一般廃棄物処理基本計画（素案）】

　　　令和５年度から令和１４年度を計画期間とする「一般廃棄物処理基本計画（素案）」に対する

　　意見を募集します。

　　　町ホームページ、役場環境整備課に閲覧用の計画（素案）および用紙があります。

　【募集期間】

　　　１２月９日（金）～２３日（金）　土、日曜日は除く

　※受付け、問い合わせは、　環境整備課環境係　☎８３－２３６７
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No.828 2022 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

犬の登録・狂犬病予防注射などについて

　　犬の飼い主は、狂犬病予防法により、飼い犬の登録（生涯１回）と狂犬病予防注射（年１回）

　が義務付けられています。

　　犬を飼い始めたら町へ「飼い犬の登録申請書」を提出し、犬の登録をして鑑札の交付を受けて

　ください。飼い犬の登録事項に変更が生じた場合は、「飼い犬の登録事項変更届」を、飼い犬が

　死亡した場合は、「飼い犬の死亡届」を町へ提出してください。

　　狂犬病予防注射は、毎年４月から６月に受けることとされていますが、今年度は、新型コロナ

　ウイルス感染症の影響によるやむを得ない事情により期間内に注射を受けることができなかった

  場合でも、１２月３１日までの間に注射を受けたときは、定められた期間内に注射を受けたもの

　とみなすことが厚生労働省より通知されています。

　　狂犬病は発症後の死亡率が１００％と、とても恐ろしい感染症です。

　　狂犬病予防注射がお済みでない方は、動物病院でお受けいただき、町へ届出をお願いします。

※問い合わせは、環境整備課　☎８３－２３６７

切
り
取
り
線
（
切
り
取
り
後
、
冷
蔵
庫
な
ど
に
貼
っ
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
）

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

ほ
か

年
金
の
お
知
ら
せ

◇
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制

度
に
便
乗
し
た
詐
欺
に
ご
注
意

く
だ
さ
い

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制

度
に
便
乗
し
、
厚
生
労
働
省
、

日
本
年
金
機
構
ま
た
は
市
区
町

村
の
職
員
を
名
乗
る
者
か
ら
、

「
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の

振
込
口
座
が
使
え
な
い
た
め
、

新
し
い
口
座
番
号
、暗
証
番
号
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
教
え
て
ほ
し

い
」
と
い
う
不
審
な
電
話
が
か

か
っ
て
き
た
事
例
が
報
告
さ
れ

て
い
ま
す
。

厚
生
労
働
省
お
よ
び
日
本
年

金
機
構
で
は
、
電
話
で
こ
の
よ

う
な
こ
と
を
お
聞
き
す
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
電
話
が
あ
っ

て
も
、
口
座
番
号
な
ど
の
個
人

情
報
を
教
え
る
こ
と
の
な
い
よ

う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
年
金

事
務
所
　
　
☎
30
‐
３
４
１
０

◇
令
和
４
年
の
「
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
」
を
お
送
り
し
て
い
ま
す

令
和
４
年
１
月
１
日
か
ら
９

月
30
日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
へ
、

令
和
４
年
分
の
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
を
11
月
に
お
送
り
し
て
い

ま
す
。

所
得
税
お
よ
び
住
民
税
の
申

告
に
お
い
て
、
当
年
中
に
納
付

し
た
国
民
年
金
保
険
料
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る

た
め
に
は
、
納
付
し
た
こ
と
を

証
明
す
る
書
類
の
添
付
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
大

切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
令
和
４
年
10
月
１
日

か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、

令
和
４
年
中
に
初
め
て
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に

は
、
令
和
５
年
２
月
に
控
除
証

明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
に
関
す
る

問
い
合
わ
せ
は
、
ね
ん
き
ん
加

入
者
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
０
５
７
０

（
０
０
３
）
０
０
４
（
ナ
ビ
ダ

イ
ヤ
ル
））
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

パブリックコメント募集
　【一般廃棄物処理基本計画（素案）】

　　　令和５年度から令和１４年度を計画期間とする「一般廃棄物処理基本計画（素案）」に対する

　　意見を募集します。

　　　町ホームページ、役場環境整備課に閲覧用の計画（素案）および用紙があります。

　【募集期間】

　　　１２月９日（金）～２３日（金）　土、日曜日は除く

　※受付け、問い合わせは、　環境整備課環境係　☎８３－２３６７
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No.828 2022 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

犬の登録・狂犬病予防注射などについて

　　犬の飼い主は、狂犬病予防法により、飼い犬の登録（生涯１回）と狂犬病予防注射（年１回）

　が義務付けられています。

　　犬を飼い始めたら町へ「飼い犬の登録申請書」を提出し、犬の登録をして鑑札の交付を受けて

　ください。飼い犬の登録事項に変更が生じた場合は、「飼い犬の登録事項変更届」を、飼い犬が

　死亡した場合は、「飼い犬の死亡届」を町へ提出してください。

　　狂犬病予防注射は、毎年４月から６月に受けることとされていますが、今年度は、新型コロナ

　ウイルス感染症の影響によるやむを得ない事情により期間内に注射を受けることができなかった

  場合でも、１２月３１日までの間に注射を受けたときは、定められた期間内に注射を受けたもの

　とみなすことが厚生労働省より通知されています。

　　狂犬病は発症後の死亡率が１００％と、とても恐ろしい感染症です。

　　狂犬病予防注射がお済みでない方は、動物病院でお受けいただき、町へ届出をお願いします。

※問い合わせは、環境整備課　☎８３－２３６７
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だ
さ
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、
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控
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０
３
）
０
０
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パブリックコメント募集
　【一般廃棄物処理基本計画（素案）】

　　　令和５年度から令和１４年度を計画期間とする「一般廃棄物処理基本計画（素案）」に対する

　　意見を募集します。

　　　町ホームページ、役場環境整備課に閲覧用の計画（素案）および用紙があります。

　【募集期間】

　　　１２月９日（金）～２３日（金）　土、日曜日は除く

　※受付け、問い合わせは、　環境整備課環境係　☎８３－２３６７
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No.828 2022 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

“ごみを減らす１０アクション”（３Ｒ：スリーアールへの取組）
　　スリーアール（３Ｒ）の取組にプラス２Ｒとして、１１月号と１２月号で１Ｒずつ紹介をします。        

　　１１月号は、「リフューズ（Refuse）／断る」の取組をご紹介しました。１２月号は、「リペア（Repair）

　／修理」について紹介します。

　　リペアとは、いったん使用された商品に必要な修理をして、再使用し、長く使い続けることです。

　　家電製品や家具など、故障や不具合が少しの修理で再使用が可能な場合もあります。

　　すぐに捨てるのではなく、一度、修理が出来ないか考えてみましょう。

　　ものを大切に長く使用することで、ごみの減量につながります。

　　※問い合わせは、環境整備課（クリーンセンター）　☎８３－２１１０

学
童
指
導
員
募
集

ほ
か

学童指導員募集
（会計年度任用職員）

　〔勤務内容〕　 町内学童クラブで児童の保育、指導　　〔採用予定日〕　１月４日

　〔勤務条件〕

　○任　　期／３月３１日まで (勤務成績良好時は再度任用 )

　○勤 務 日／シフト制勤務（不定日で土曜勤務あり）

　○勤務時間／小学校放課後から午後６時３０分頃まで　（内６時間）

　　　　　　　学校休業日は、午前８時頃から午後６時３０分頃まで　（内６時間）

　　　　　　　＊時間外勤務の場合あり

　○報酬手当／時給１，１３０円～　　○期末手当／支給要件を満たした場合に支給

　○通勤費用／町規定により支給

　〔申込方法〕 指定の採用申込書に必要事項を記載のうえ、本人または代理人が直接総務課に持参、　

　　　　　　 または郵送（簡易書留）で申し込みください。

　〔申込期日〕１２月１９日 (月 )必着　　　〔選考方法〕書類選考・面接（書類選考合格者対象）

　〔その他〕資格、勤務日など、ご相談に応じます。　

　※問い合わせは、子ども家庭支援センター　☎８５－２６１１

受験生チャレンジ
支援貸付事業

　東京都では、一定所得以下の世帯の子どもを

対象に、「受験生チャレンジ支援貸付事業」を

実施しています。

　高等学校や大学など各種学校への受験料や学

習塾の授業料を無利子にて貸付し、対象となる

世帯の子どもの教育機会の確保を図る事業です。

入学した場合には返済が免除 (償還免除 )さ

れます。

　申し込みに際しては、対象要件などがありま

すので、事業の詳細な内容についてはお問い合

わせください。

※申し込み、問い合わせは、

　　　　　社会福祉協議会　☎８３－３８５５

筋力向上トレーニング講習会
〔日時〕　カレンダー参照（２時間程度）

〔参加資格〕　町内在住・在勤の４０歳以上の方

〔会場〕　福祉会館 機能訓練室

〔持ち物〕　動きやすい服装、運動用上履き、

　　　　　タオル、飲み物（水分補給用）

　この講習会を受講後、受講者を含むグループ

登録をすることで、福祉会館の機能訓練室を利

用することができます。

※申し込み、問い合わせは、

　　　　　　　福祉保健課　☎８３－２７７７
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No.828 令和 4年 12 月 5 日広 報 お く た ま

防
災
備
蓄
に
つ
い
て

　ご家庭での防災備蓄は十分ですか？
～１週間分の備蓄があると安心です～

　左記のＱＲコードは、東京都総務局総合防災

部が運営するサイトです。あなたのご家庭にあ

わせた備蓄品を調べられたり、備蓄に役立つ記

事が掲載されていますので、ぜひご覧ください。

※問い合わせは、総務課　☎８３－２３４９

カ
ッ
ト

　これから、本格的に寒い季節を迎えます。気象庁は、この冬、関東甲信地方は平年よりも気温が低く

なると予報しており、それに伴い、降雪量が平年以上となることも考えられます。町では、平成２６年２

月の大雪災害が記憶に新しいところですが、大雪の際は、地域の孤立化や交通のマヒ、停電などの被害

が発生する恐れがあります。地震や風水害についても同様ですが、復旧に長期間がかかる場合に備え、

各ご家庭において、食料や水、日用品その他の生活必需品など、日頃から備蓄しておくことが大切です。

【備蓄の量】

　大規模災害の際、外部から本格的な支援が始まるのは最短でも４日目以降であり、最低でも３日分の

備蓄が必要と言われています。ただ、奥多摩町の場合、地理的な特性から、他市町村と比べて孤立化の

可能性が高いため、町では、町内すべてのご家庭に１週間分の備蓄を推奨しています。

【備蓄するもの】

●個別用品

　　支援物資として手に入りにくいが、その家庭にとっては絶対に必要なもの

　　・メガネ、歩行補助具、補聴器、在宅医療機器のバッテリーなど、なければ命に関わるものや、

　　　なければ生活できないもの

　　・常備薬、お薬手帳、歯磨き、入れ歯ケアグッズなど、薬や口腔ケア用品

　　・おむつ、液体ミルク、介護用品、ペットフードなど、乳幼児・介護・ペット用品

●インフラ代替品

　　電気、ガス、水道、トイレの停止に備えた代替手段の準備

　　・カセットコンロ、カセットボンベなど、温かい食事の調理や熱源に活用できるもの

　　・乾電池、ポータブル電源、モバイルバッテリー、ランタンなど、電源・光源となるもの

　　・簡易トイレ、ウェットティッシュ、ごみ袋など、トイレ・衛生用品

●生活物資

　　・飲料水（１人につき１日３リットル）

　　・食料品（１人１日３食）

　　・ティッシュ、トイレットペーパー、調理用消耗品など、生活用品

●感染症対策用品

　　・マスク、消毒液、除菌シート、抗原検査キット、解熱鎮痛剤など

【備蓄の方法】

　食料品や飲料水、消耗品の備蓄は、普段使っているものを多めに買っておき、使いな

がら備蓄する、日常備蓄（ローリングストック）がおすすめです。これにより、備蓄品に

一定の鮮度を保つことができ、また、備蓄品に慣れておくという点でも有効です。
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事が掲載されていますので、ぜひご覧ください。

※問い合わせは、総務課　☎８３－２３４９

カ
ッ
ト

　これから、本格的に寒い季節を迎えます。気象庁は、この冬、関東甲信地方は平年よりも気温が低く

なると予報しており、それに伴い、降雪量が平年以上となることも考えられます。町では、平成２６年２

月の大雪災害が記憶に新しいところですが、大雪の際は、地域の孤立化や交通のマヒ、停電などの被害

が発生する恐れがあります。地震や風水害についても同様ですが、復旧に長期間がかかる場合に備え、

各ご家庭において、食料や水、日用品その他の生活必需品など、日頃から備蓄しておくことが大切です。

【備蓄の量】

　大規模災害の際、外部から本格的な支援が始まるのは最短でも４日目以降であり、最低でも３日分の

備蓄が必要と言われています。ただ、奥多摩町の場合、地理的な特性から、他市町村と比べて孤立化の

可能性が高いため、町では、町内すべてのご家庭に１週間分の備蓄を推奨しています。

【備蓄するもの】

●個別用品

　　支援物資として手に入りにくいが、その家庭にとっては絶対に必要なもの

　　・メガネ、歩行補助具、補聴器、在宅医療機器のバッテリーなど、なければ命に関わるものや、

　　　なければ生活できないもの

　　・常備薬、お薬手帳、歯磨き、入れ歯ケアグッズなど、薬や口腔ケア用品

　　・おむつ、液体ミルク、介護用品、ペットフードなど、乳幼児・介護・ペット用品

●インフラ代替品

　　電気、ガス、水道、トイレの停止に備えた代替手段の準備

　　・カセットコンロ、カセットボンベなど、温かい食事の調理や熱源に活用できるもの

　　・乾電池、ポータブル電源、モバイルバッテリー、ランタンなど、電源・光源となるもの

　　・簡易トイレ、ウェットティッシュ、ごみ袋など、トイレ・衛生用品

●生活物資

　　・飲料水（１人につき１日３リットル）

　　・食料品（１人１日３食）

　　・ティッシュ、トイレットペーパー、調理用消耗品など、生活用品

●感染症対策用品

　　・マスク、消毒液、除菌シート、抗原検査キット、解熱鎮痛剤など

【備蓄の方法】

　食料品や飲料水、消耗品の備蓄は、普段使っているものを多めに買っておき、使いな

がら備蓄する、日常備蓄（ローリングストック）がおすすめです。これにより、備蓄品に

一定の鮮度を保つことができ、また、備蓄品に慣れておくという点でも有効です。
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No.828 2022 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

“ごみを減らす１０アクション”（３Ｒ：スリーアールへの取組）
　　スリーアール（３Ｒ）の取組にプラス２Ｒとして、１１月号と１２月号で１Ｒずつ紹介をします。        

　　１１月号は、「リフューズ（Refuse）／断る」の取組をご紹介しました。１２月号は、「リペア（Repair）

　／修理」について紹介します。

　　リペアとは、いったん使用された商品に必要な修理をして、再使用し、長く使い続けることです。

　　家電製品や家具など、故障や不具合が少しの修理で再使用が可能な場合もあります。

　　すぐに捨てるのではなく、一度、修理が出来ないか考えてみましょう。

　　ものを大切に長く使用することで、ごみの減量につながります。

　　※問い合わせは、環境整備課（クリーンセンター）　☎８３－２１１０

学
童
指
導
員
募
集

ほ
か

学童指導員募集
（会計年度任用職員）

　〔勤務内容〕　 町内学童クラブで児童の保育、指導　　〔採用予定日〕　１月４日

　〔勤務条件〕

　○任　　期／３月３１日まで (勤務成績良好時は再度任用 )

　○勤 務 日／シフト制勤務（不定日で土曜勤務あり）

　○勤務時間／小学校放課後から午後６時３０分頃まで　（内６時間）

　　　　　　　学校休業日は、午前８時頃から午後６時３０分頃まで　（内６時間）

　　　　　　　＊時間外勤務の場合あり

　○報酬手当／時給１，１３０円～　　○期末手当／支給要件を満たした場合に支給

　○通勤費用／町規定により支給

　〔申込方法〕 指定の採用申込書に必要事項を記載のうえ、本人または代理人が直接総務課に持参、　

　　　　　　 または郵送（簡易書留）で申し込みください。

　〔申込期日〕１２月１９日 (月 )必着　　　〔選考方法〕書類選考・面接（書類選考合格者対象）

　〔その他〕資格、勤務日など、ご相談に応じます。　

　※問い合わせは、子ども家庭支援センター　☎８５－２６１１

受験生チャレンジ
支援貸付事業

　東京都では、一定所得以下の世帯の子どもを

対象に、「受験生チャレンジ支援貸付事業」を

実施しています。

　高等学校や大学など各種学校への受験料や学

習塾の授業料を無利子にて貸付し、対象となる

世帯の子どもの教育機会の確保を図る事業です。

入学した場合には返済が免除 (償還免除 )さ

れます。

　申し込みに際しては、対象要件などがありま

すので、事業の詳細な内容についてはお問い合

わせください。

※申し込み、問い合わせは、

　　　　　社会福祉協議会　☎８３－３８５５

筋力向上トレーニング講習会
〔日時〕　カレンダー参照（２時間程度）

〔参加資格〕　町内在住・在勤の４０歳以上の方

〔会場〕　福祉会館 機能訓練室

〔持ち物〕　動きやすい服装、運動用上履き、

　　　　　タオル、飲み物（水分補給用）

　この講習会を受講後、受講者を含むグループ

登録をすることで、福祉会館の機能訓練室を利

用することができます。

※申し込み、問い合わせは、

　　　　　　　福祉保健課　☎８３－２７７７
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No.828 2022 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

“ごみを減らす１０アクション”（３Ｒ：スリーアールへの取組）
　　スリーアール（３Ｒ）の取組にプラス２Ｒとして、１１月号と１２月号で１Ｒずつ紹介をします。        

　　１１月号は、「リフューズ（Refuse）／断る」の取組をご紹介しました。１２月号は、「リペア（Repair）

　／修理」について紹介します。

　　リペアとは、いったん使用された商品に必要な修理をして、再使用し、長く使い続けることです。

　　家電製品や家具など、故障や不具合が少しの修理で再使用が可能な場合もあります。

　　すぐに捨てるのではなく、一度、修理が出来ないか考えてみましょう。

　　ものを大切に長く使用することで、ごみの減量につながります。

　　※問い合わせは、環境整備課（クリーンセンター）　☎８３－２１１０

学
童
指
導
員
募
集

ほ
か

学童指導員募集
（会計年度任用職員）

　〔勤務内容〕　 町内学童クラブで児童の保育、指導　　〔採用予定日〕　１月４日

　〔勤務条件〕

　○任　　期／３月３１日まで (勤務成績良好時は再度任用 )

　○勤 務 日／シフト制勤務（不定日で土曜勤務あり）

　○勤務時間／小学校放課後から午後６時３０分頃まで　（内６時間）

　　　　　　　学校休業日は、午前８時頃から午後６時３０分頃まで　（内６時間）

　　　　　　　＊時間外勤務の場合あり

　○報酬手当／時給１，１３０円～　　○期末手当／支給要件を満たした場合に支給

　○通勤費用／町規定により支給

　〔申込方法〕 指定の採用申込書に必要事項を記載のうえ、本人または代理人が直接総務課に持参、　

　　　　　　 または郵送（簡易書留）で申し込みください。

　〔申込期日〕１２月１９日 (月 )必着　　　〔選考方法〕書類選考・面接（書類選考合格者対象）

　〔その他〕資格、勤務日など、ご相談に応じます。　

　※問い合わせは、子ども家庭支援センター　☎８５－２６１１

受験生チャレンジ
支援貸付事業

　東京都では、一定所得以下の世帯の子どもを

対象に、「受験生チャレンジ支援貸付事業」を

実施しています。

　高等学校や大学など各種学校への受験料や学

習塾の授業料を無利子にて貸付し、対象となる

世帯の子どもの教育機会の確保を図る事業です。

入学した場合には返済が免除 (償還免除 )さ

れます。

　申し込みに際しては、対象要件などがありま

すので、事業の詳細な内容についてはお問い合

わせください。

※申し込み、問い合わせは、

　　　　　社会福祉協議会　☎８３－３８５５

筋力向上トレーニング講習会
〔日時〕　カレンダー参照（２時間程度）

〔参加資格〕　町内在住・在勤の４０歳以上の方

〔会場〕　福祉会館 機能訓練室

〔持ち物〕　動きやすい服装、運動用上履き、

　　　　　タオル、飲み物（水分補給用）

　この講習会を受講後、受講者を含むグループ

登録をすることで、福祉会館の機能訓練室を利

用することができます。

※申し込み、問い合わせは、

　　　　　　　福祉保健課　☎８３－２７７７
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No.828 令和 4年 12 月 5 日広 報 お く た ま

【
心
理
・
発
達
相
談
】

〔
日
時
〕
12
月
23
日
（
金
）

　
　
　

1
月
11
日
（
水
）

午
前
10
時
30
分
～
午
後
３
時
30

分
（
予
約
制
）

18
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
に
関

す
る
こ
と
な
ら
、
ど
ん
な
こ
と

で
も
臨
床
心
理
士
の
資
格
を
持

つ
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
お
話
を
聞

き
ま
す
。
お
子
さ
ん
ご
自
身
か

ら
の
相
談
、
ま
た
、
電
話
相
談

高
次
脳
機
能
障
害
は
、
事
故

や
病
気
を
き
っ
か
け
に
起
こ
る

脳
の
障
害
で
す
。

新
し
い
こ
と
が
覚
え
に
く

い
。
感
情
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が

各

種

相

談

【
相
続
・
成
年
後
見
相
談
】

（
司
法
書
士
に
よ
る
法
律
相
談
）

〔
日
時
〕
1
月
28
日
（
土
）

　
　
　
　
　
午
後
１
時
～
４
時

＊
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

直
接
会
場
へ

右
記
相
談
の
会
場
は
、
い
ず

れ
も
、福
祉
会
館
２
階
会
議
室

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

【
人
権
身
の
上
・

 
 
 
 
 

行
政
相
談
】

〔
日
時
〕
12
月
8
日
（
木
）

　
　
　

1
月
12
日
（
木
）

       

午
後
１
時
～
４
時

＊
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

直
接
会
場
へ

【
高
次
脳
機
能

　
　障

害
の
相
談
】

各
種
相
談
ほ
か

【
健
康
相
談
】

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
は
、

保
健
師
に
よ
る
「
健
康
相
談
」

を
随
時
受
付
け
て
い
ま
す
の

で
、
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課
　
　
　
　
☎
83-

２
７
７
７

【
弁
護
士
に
よ
る

無
料
法
律
相
談
】

東
京
三
弁
護
士
会
多
摩
支
部

に
よ
る
無
料
法
律
相
談
を
行
い

ま
す
。

相
続
・
遺
言
、
離
婚
・
親
権
、

不
動
産
・
借
地
・
借
家
、
家
庭

内
暴
力
、
サ
ラ
金
な
ど
法
律
問

難
し
い
。
同
じ
ミ
ス
を
繰
り
返

す
。
家
事
や
仕
事
を
上
手
に
進

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ

た
症
状
が
現
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
病
状
が
落
ち
着

き
家
庭
に
戻
っ
て
か
ら
表
面
化

し
ま
す
。「
も
し
か
し
た
ら
高

次
脳
機
能
障
害
で
は
？
」
と
不

安
に
感
じ
る
本
人
や
家
族
が
よ

り
相
談
を
し
や
す
く
す
る
た
め

に
相
談
日
を
設
け
て
い
ま
す
。

相
談
を
ご
希
望
の
方
は
、
前

日
ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

※
申
し
込
み
、問
い
合
わ
せ
は
、

福
祉
保
健
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

題
で
お
困
り
の
方
の
ご
相
談
に

弁
護
士
が
直
接
応
じ
ま
す
。

相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
福

祉
保
健
課
へ
予
約
申
し
込
み
を

お
願
い
し
ま
す
。
定
員
に
な
り

次
第
締
め
切
り
ま
す
。

〔
日
時
〕
１
月
28
日
（
土
）

　
　
　
　
午
後
１
時
～
４
時

〔
会
場
〕
文
化
会
館
会
議
室

※
申
し
込
み
、問
い
合
わ
せ
は
、

福
祉
保
健
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

遺
産
相
続
、
遺
言
書
作
成
、

成
年
後
見
・
任
意
後
見
制
度
利

用
、
権
利
侵
害
な
ど
の
法
律
問

題
で
お
困
り
の
高
齢
者
や
障
が

い
者
、
そ
の
ご
家
族
を
対
象
と

し
て
、
弁
護
士
が
無
料
で
相
談

に
応
じ
ま
す
。

秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

〔
日
時
〕
１
月
11
日
（
水
）

　
　
　
①
午
後
１
時
30
分
～

　
　
　
②
午
後
２
時
30
分
～

　
　
　
③
午
後
３
時
30
分
～

＊
各
回
50
分
間

〔
会
場
〕
福
祉
会
館
会
議
室

予
約
の
受
付
け
は
、
12
月
21

日
（
水
）
午
前
８
時
30
分
か
ら

と
な
り
ま
す
。（
定
員
３
組
に

な
り
次
第
締
め
切
り
）

予
約
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

※
申
し
込
み
、問
い
合
わ
せ
は
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
☎
83
‐
８
５
５
５

も
行
っ
て
お
り
ま
す
。
心
配
ご

と
や
悩
み
を
抱
え
て
い
る
方
、

ま
ず
は
一
度
、
お
電
話
く
だ
さ

い
。

＊
常
時
相
談
員
に
よ
る
相
談
も

行
っ
て
い
ま
す
。
一
人
で
不
安

や
悩
み
を
抱
え
込
ま
ず
、
気
軽

に
お
話
し
に
来
て
く
だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
、
問
い
合
わ
せ
は
、

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　☎
85-

２
６
１
１

【
弁
護
士
に
よ
る

ふ
く
し
法
律
相
談
】

相
続
登
記
が
義
務
化

　
　
　さ

れ
ま
す
！

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
、

「
相
続
登
記
が
義
務
化
」
さ
れ

ま
す
。
正
当
な
理
由
な
し
に

相
続
登
記
の
申
請
を
し
な
い

と
、
10
万
円
以
下
の
過
料
が

課
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
相
続
登
記
は
お
早
め

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
細
は
東
京
法
務
局
ホ
ー

ム
ぺ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
せ
は
、
法
務
局
西

多
摩
支
局
登
記
部
門

☎
０
４
２
（
５
５
１
）
０
３
６
０

切
り
取
り
線
（
切
り
取
り
後
、
冷
蔵
庫
な
ど
に
貼
っ
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
）
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【
心
理
・
発
達
相
談
】

〔
日
時
〕
12
月
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日
（
金
）

　
　
　

1
月
11
日
（
水
）

午
前
10
時
30
分
～
午
後
３
時
30

分
（
予
約
制
）

18
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
に
関

す
る
こ
と
な
ら
、
ど
ん
な
こ
と

で
も
臨
床
心
理
士
の
資
格
を
持

つ
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
お
話
を
聞

き
ま
す
。
お
子
さ
ん
ご
自
身
か

ら
の
相
談
、
ま
た
、
電
話
相
談

高
次
脳
機
能
障
害
は
、
事
故

や
病
気
を
き
っ
か
け
に
起
こ
る

脳
の
障
害
で
す
。

新
し
い
こ
と
が
覚
え
に
く

い
。
感
情
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が

各

種

相

談

【
相
続
・
成
年
後
見
相
談
】

（
司
法
書
士
に
よ
る
法
律
相
談
）

〔
日
時
〕
1
月
28
日
（
土
）

　
　
　
　
　
午
後
１
時
～
４
時

＊
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

直
接
会
場
へ

右
記
相
談
の
会
場
は
、
い
ず

れ
も
、福
祉
会
館
２
階
会
議
室

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

【
人
権
身
の
上
・

 
 
 
 
 

行
政
相
談
】

〔
日
時
〕
12
月
8
日
（
木
）

　
　
　

1
月
12
日
（
木
）

       

午
後
１
時
～
４
時

＊
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

直
接
会
場
へ

【
高
次
脳
機
能

　
　障

害
の
相
談
】

各
種
相
談
ほ
か

【
健
康
相
談
】

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
は
、

保
健
師
に
よ
る
「
健
康
相
談
」

を
随
時
受
付
け
て
い
ま
す
の

で
、
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課
　
　
　
　
☎
83-

２
７
７
７

【
弁
護
士
に
よ
る

無
料
法
律
相
談
】

東
京
三
弁
護
士
会
多
摩
支
部

に
よ
る
無
料
法
律
相
談
を
行
い

ま
す
。

相
続
・
遺
言
、
離
婚
・
親
権
、

不
動
産
・
借
地
・
借
家
、
家
庭

内
暴
力
、
サ
ラ
金
な
ど
法
律
問

難
し
い
。
同
じ
ミ
ス
を
繰
り
返

す
。
家
事
や
仕
事
を
上
手
に
進

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ

た
症
状
が
現
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
病
状
が
落
ち
着

き
家
庭
に
戻
っ
て
か
ら
表
面
化

し
ま
す
。「
も
し
か
し
た
ら
高

次
脳
機
能
障
害
で
は
？
」
と
不

安
に
感
じ
る
本
人
や
家
族
が
よ

り
相
談
を
し
や
す
く
す
る
た
め

に
相
談
日
を
設
け
て
い
ま
す
。

相
談
を
ご
希
望
の
方
は
、
前

日
ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

※
申
し
込
み
、問
い
合
わ
せ
は
、

福
祉
保
健
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

題
で
お
困
り
の
方
の
ご
相
談
に

弁
護
士
が
直
接
応
じ
ま
す
。

相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
福

祉
保
健
課
へ
予
約
申
し
込
み
を

お
願
い
し
ま
す
。
定
員
に
な
り

次
第
締
め
切
り
ま
す
。

〔
日
時
〕
１
月
28
日
（
土
）

　
　
　
　
午
後
１
時
～
４
時

〔
会
場
〕
文
化
会
館
会
議
室

※
申
し
込
み
、問
い
合
わ
せ
は
、

福
祉
保
健
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

遺
産
相
続
、
遺
言
書
作
成
、

成
年
後
見
・
任
意
後
見
制
度
利

用
、
権
利
侵
害
な
ど
の
法
律
問

題
で
お
困
り
の
高
齢
者
や
障
が

い
者
、
そ
の
ご
家
族
を
対
象
と

し
て
、
弁
護
士
が
無
料
で
相
談

に
応
じ
ま
す
。

秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

〔
日
時
〕
１
月
11
日
（
水
）

　
　
　
①
午
後
１
時
30
分
～

　
　
　
②
午
後
２
時
30
分
～

　
　
　
③
午
後
３
時
30
分
～

＊
各
回
50
分
間

〔
会
場
〕
福
祉
会
館
会
議
室

予
約
の
受
付
け
は
、
12
月
21

日
（
水
）
午
前
８
時
30
分
か
ら

と
な
り
ま
す
。（
定
員
３
組
に

な
り
次
第
締
め
切
り
）

予
約
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

※
申
し
込
み
、問
い
合
わ
せ
は
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
☎
83
‐
８
５
５
５

も
行
っ
て
お
り
ま
す
。
心
配
ご

と
や
悩
み
を
抱
え
て
い
る
方
、

ま
ず
は
一
度
、
お
電
話
く
だ
さ

い
。

＊
常
時
相
談
員
に
よ
る
相
談
も

行
っ
て
い
ま
す
。
一
人
で
不
安

や
悩
み
を
抱
え
込
ま
ず
、
気
軽

に
お
話
し
に
来
て
く
だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
、
問
い
合
わ
せ
は
、

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　☎
85-

２
６
１
１

【
弁
護
士
に
よ
る

ふ
く
し
法
律
相
談
】

相
続
登
記
が
義
務
化

　
　
　さ

れ
ま
す
！

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
、

「
相
続
登
記
が
義
務
化
」
さ
れ

ま
す
。
正
当
な
理
由
な
し
に

相
続
登
記
の
申
請
を
し
な
い

と
、
10
万
円
以
下
の
過
料
が

課
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
相
続
登
記
は
お
早
め

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
細
は
東
京
法
務
局
ホ
ー

ム
ぺ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
せ
は
、
法
務
局
西

多
摩
支
局
登
記
部
門

☎
０
４
２
（
５
５
１
）
０
３
６
０

切
り
取
り
線
（
切
り
取
り
後
、
冷
蔵
庫
な
ど
に
貼
っ
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
）
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【
心
理
・
発
達
相
談
】

〔
日
時
〕
12
月
23
日
（
金
）

　
　
　

1
月
11
日
（
水
）

午
前
10
時
30
分
～
午
後
３
時
30

分
（
予
約
制
）

18
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
に
関

す
る
こ
と
な
ら
、
ど
ん
な
こ
と

で
も
臨
床
心
理
士
の
資
格
を
持

つ
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
お
話
を
聞

き
ま
す
。
お
子
さ
ん
ご
自
身
か

ら
の
相
談
、
ま
た
、
電
話
相
談

高
次
脳
機
能
障
害
は
、
事
故

や
病
気
を
き
っ
か
け
に
起
こ
る

脳
の
障
害
で
す
。

新
し
い
こ
と
が
覚
え
に
く

い
。
感
情
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が

各

種

相

談

【
相
続
・
成
年
後
見
相
談
】

（
司
法
書
士
に
よ
る
法
律
相
談
）

〔
日
時
〕
1
月
28
日
（
土
）

　
　
　
　
　
午
後
１
時
～
４
時

＊
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

直
接
会
場
へ

右
記
相
談
の
会
場
は
、
い
ず

れ
も
、福
祉
会
館
２
階
会
議
室

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

【
人
権
身
の
上
・

 
 
 
 
 

行
政
相
談
】

〔
日
時
〕
12
月
8
日
（
木
）

　
　
　

1
月
12
日
（
木
）

       

午
後
１
時
～
４
時

＊
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

直
接
会
場
へ

【
高
次
脳
機
能

　
　障

害
の
相
談
】

各
種
相
談
ほ
か

【
健
康
相
談
】

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
は
、

保
健
師
に
よ
る
「
健
康
相
談
」

を
随
時
受
付
け
て
い
ま
す
の

で
、
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課
　
　
　
　
☎
83-

２
７
７
７

【
弁
護
士
に
よ
る

無
料
法
律
相
談
】

東
京
三
弁
護
士
会
多
摩
支
部

に
よ
る
無
料
法
律
相
談
を
行
い

ま
す
。

相
続
・
遺
言
、
離
婚
・
親
権
、

不
動
産
・
借
地
・
借
家
、
家
庭

内
暴
力
、
サ
ラ
金
な
ど
法
律
問

難
し
い
。
同
じ
ミ
ス
を
繰
り
返

す
。
家
事
や
仕
事
を
上
手
に
進

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ

た
症
状
が
現
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
病
状
が
落
ち
着

き
家
庭
に
戻
っ
て
か
ら
表
面
化

し
ま
す
。「
も
し
か
し
た
ら
高

次
脳
機
能
障
害
で
は
？
」
と
不

安
に
感
じ
る
本
人
や
家
族
が
よ

り
相
談
を
し
や
す
く
す
る
た
め

に
相
談
日
を
設
け
て
い
ま
す
。

相
談
を
ご
希
望
の
方
は
、
前

日
ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

※
申
し
込
み
、問
い
合
わ
せ
は
、

福
祉
保
健
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

題
で
お
困
り
の
方
の
ご
相
談
に

弁
護
士
が
直
接
応
じ
ま
す
。

相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
福

祉
保
健
課
へ
予
約
申
し
込
み
を

お
願
い
し
ま
す
。
定
員
に
な
り

次
第
締
め
切
り
ま
す
。

〔
日
時
〕
１
月
28
日
（
土
）

　
　
　
　
午
後
１
時
～
４
時

〔
会
場
〕
文
化
会
館
会
議
室

※
申
し
込
み
、問
い
合
わ
せ
は
、

福
祉
保
健
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

遺
産
相
続
、
遺
言
書
作
成
、

成
年
後
見
・
任
意
後
見
制
度
利

用
、
権
利
侵
害
な
ど
の
法
律
問

題
で
お
困
り
の
高
齢
者
や
障
が

い
者
、
そ
の
ご
家
族
を
対
象
と

し
て
、
弁
護
士
が
無
料
で
相
談

に
応
じ
ま
す
。

秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

〔
日
時
〕
１
月
11
日
（
水
）

　
　
　
①
午
後
１
時
30
分
～

　
　
　
②
午
後
２
時
30
分
～

　
　
　
③
午
後
３
時
30
分
～

＊
各
回
50
分
間

〔
会
場
〕
福
祉
会
館
会
議
室

予
約
の
受
付
け
は
、
12
月
21

日
（
水
）
午
前
８
時
30
分
か
ら

と
な
り
ま
す
。（
定
員
３
組
に

な
り
次
第
締
め
切
り
）

予
約
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

※
申
し
込
み
、問
い
合
わ
せ
は
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
☎
83
‐
８
５
５
５

も
行
っ
て
お
り
ま
す
。
心
配
ご

と
や
悩
み
を
抱
え
て
い
る
方
、

ま
ず
は
一
度
、
お
電
話
く
だ
さ

い
。

＊
常
時
相
談
員
に
よ
る
相
談
も

行
っ
て
い
ま
す
。
一
人
で
不
安

や
悩
み
を
抱
え
込
ま
ず
、
気
軽

に
お
話
し
に
来
て
く
だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
、
問
い
合
わ
せ
は
、

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　☎
85-

２
６
１
１

【
弁
護
士
に
よ
る

ふ
く
し
法
律
相
談
】

相
続
登
記
が
義
務
化

　
　
　さ

れ
ま
す
！

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
、

「
相
続
登
記
が
義
務
化
」
さ
れ

ま
す
。
正
当
な
理
由
な
し
に

相
続
登
記
の
申
請
を
し
な
い

と
、
10
万
円
以
下
の
過
料
が

課
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
相
続
登
記
は
お
早
め

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
細
は
東
京
法
務
局
ホ
ー

ム
ぺ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
せ
は
、
法
務
局
西

多
摩
支
局
登
記
部
門

☎
０
４
２
（
５
５
１
）
０
３
６
０

切
り
取
り
線
（
切
り
取
り
後
、
冷
蔵
庫
な
ど
に
貼
っ
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
）
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No.828 2022 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

12 月 15 日～ 31 日 カレンダー 町内開催の行事・各種相談を掲載。「■」は

事前申込が必要、「→㌻」は詳細の記事あり。

日・曜日 町民みなさん向けの内容　【☆】観光施設イベントは町外からも来場可能

１５・木
　ヘルシー体操 (10:00 ～文化会館 ) 
夜間臨時納税窓口受付 (20:00 まで・住民課窓口 ) → 10 ㌻

１６・金 ■食育講習会 (10:00 ～保健福祉センター ) → 17 ㌻・12/9 〆
■ウエルカムランチ (11:20 ～古里保育園 : 見学・給食試食 ) → 17 ㌻・先着順

１７・土

１８・日 休日臨時納税窓口受付 ( ９:00 ～ 17:00・住民課窓口 ) → 10 ㌻

１９・月
　マイナポイント申込支援臨時窓口 (9:15 ～役場 ) → 6 ㌻
■だれでもカフェ奥多摩 (10:30 ～福祉会館 ) → 7 ㌻・先着１０名・1 ２/ ９〆
　ヘルシー体操 (14:00 ～文化会館 ) 

２０・火

２１・水

■高次脳機能障害相談 ( ９:00 ～保健福祉センター ) → 14 ㌻・前日〆
　マイナポイント申込支援臨時窓口 (9:15 ～文化会館 ) → 6 ㌻
■ウエルカムランチ (11:20 ～氷川保育園 : 見学・給食試食 ) → 17 ㌻・先着順
　１歳６か月児健診・３歳児健診 (13:00 ～・13:10 ～保健福祉センター ) → 21 ㌻
夜間臨時納税窓口受付 (20:00 まで・住民課窓口 ) → 10 ㌻

　　◆有害鳥獣捕獲…年内業務終了《年始 1/11 ～》

２２・木

２３・金 ■心理・発達相談 (10:30 ～きこりん・鎌田臨床心理士 ) → 14 ㌻・前日〆

２４・土 休日臨時納税窓口受付 ( ９:00 ～ 17:00・住民課窓口 ) → 10 ㌻
■在宅障害者自立生活サポート事業 (9:30 ～保健福祉センター ) → 20 ㌻・12/15 〆

２５・日 　　◆町立美術館…年内業務終了《３月末まで工事のため休館》

２６・月 　マイナポイント申込支援臨時窓口 (9:15 ～役場 ) → 6 ㌻

２７・火

  夜間臨時納税窓口受付 (20:00 まで・住民課窓口 ) → 10 ㌻
　　◆町立図書館…年内業務終了《年始 1/4 ～》
　　◆水と緑のふれあい館…年内業務終了《年始 1/5 ～》
　　◆日原森林館…年内業務終了《年始 1/6 ～》

２８・水

■高次脳機能障害相談 ( ９:00 ～保健福祉センター ) → 14 ㌻・前日〆
　　◆役場本庁舎・古里出張所・保健福祉センター ( 地域包括支援センター )・文化会館・
　　　子ども家庭支援センター ( 館内各施設 )・クリーンセンター ( 持込ごみ午後 3 時まで )・
　　　教育相談室・奥多摩病院 ( 外来 )・障害者地域活動支援センター ( かもんみーる )
　　　山のふるさと村・都民の森…年内業務終了《年始 1/4 ～》
　　◆海沢ふれあい農園…年内業務終了《年始 1/6 ～》
　　◆西秋川衛生組合…年内持込ごみ受付終了 (16:00 まで )《年始 1/6 ～》

２９・木

３０・金 　消防団歳末警戒（各分団 12/20 ～ 31 の間で警戒活動を実施）
　　◆ひので斎場 ( 火葬・式場 )…年内業務終了《年始 : 火葬・式場 1/4 ～》

３１・土 　　◆もえぎの湯…年内業務終了 (16:00 受付終了・17:00 まで )
　　　　　　　　　《年始 1/1 ～通常営業 ( ＊ 1/3 営業、1/4 振替休館 )》

切
り
取
り
線
（
切
り
取
り
後
、
冷
蔵
庫
な
ど
に
貼
っ
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
）

《今月の納期１／４(水 )》 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料 各第６期分
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No.828 2022 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

12 月 15 日～ 31 日 カレンダー 町内開催の行事・各種相談を掲載。「■」は

事前申込が必要、「→㌻」は詳細の記事あり。

日・曜日 町民みなさん向けの内容　【☆】観光施設イベントは町外からも来場可能

１５・木
　ヘルシー体操 (10:00 ～文化会館 ) 
夜間臨時納税窓口受付 (20:00 まで・住民課窓口 ) → 10 ㌻

１６・金 ■食育講習会 (10:00 ～保健福祉センター ) → 17 ㌻・12/9 〆
■ウエルカムランチ (11:20 ～古里保育園 : 見学・給食試食 ) → 17 ㌻・先着順

１７・土

１８・日 休日臨時納税窓口受付 ( ９:00 ～ 17:00・住民課窓口 ) → 10 ㌻

１９・月
　マイナポイント申込支援臨時窓口 (9:15 ～役場 ) → 6 ㌻
■だれでもカフェ奥多摩 (10:30 ～福祉会館 ) → 7 ㌻・先着１０名・1 ２/ ９〆
　ヘルシー体操 (14:00 ～文化会館 ) 

２０・火

２１・水

■高次脳機能障害相談 ( ９:00 ～保健福祉センター ) → 14 ㌻・前日〆
　マイナポイント申込支援臨時窓口 (9:15 ～文化会館 ) → 6 ㌻
■ウエルカムランチ (11:20 ～氷川保育園 : 見学・給食試食 ) → 17 ㌻・先着順
　１歳６か月児健診・３歳児健診 (13:00 ～・13:10 ～保健福祉センター ) → 21 ㌻
夜間臨時納税窓口受付 (20:00 まで・住民課窓口 ) → 10 ㌻

　　◆有害鳥獣捕獲…年内業務終了《年始 1/11 ～》

２２・木

２３・金 ■心理・発達相談 (10:30 ～きこりん・鎌田臨床心理士 ) → 14 ㌻・前日〆

２４・土 休日臨時納税窓口受付 ( ９:00 ～ 17:00・住民課窓口 ) → 10 ㌻
■在宅障害者自立生活サポート事業 (9:30 ～保健福祉センター ) → 20 ㌻・12/15 〆

２５・日 　　◆町立美術館…年内業務終了《３月末まで工事のため休館》

２６・月 　マイナポイント申込支援臨時窓口 (9:15 ～役場 ) → 6 ㌻

２７・火

  夜間臨時納税窓口受付 (20:00 まで・住民課窓口 ) → 10 ㌻
　　◆町立図書館…年内業務終了《年始 1/4 ～》
　　◆水と緑のふれあい館…年内業務終了《年始 1/5 ～》
　　◆日原森林館…年内業務終了《年始 1/6 ～》

２８・水

■高次脳機能障害相談 ( ９:00 ～保健福祉センター ) → 14 ㌻・前日〆
　　◆役場本庁舎・古里出張所・保健福祉センター ( 地域包括支援センター )・文化会館・
　　　子ども家庭支援センター ( 館内各施設 )・クリーンセンター ( 持込ごみ午後 3 時まで )・
　　　教育相談室・奥多摩病院 ( 外来 )・障害者地域活動支援センター ( かもんみーる )
　　　山のふるさと村・都民の森…年内業務終了《年始 1/4 ～》
　　◆海沢ふれあい農園…年内業務終了《年始 1/6 ～》
　　◆西秋川衛生組合…年内持込ごみ受付終了 (16:00 まで )《年始 1/6 ～》

２９・木

３０・金 　消防団歳末警戒（各分団 12/20 ～ 31 の間で警戒活動を実施）
　　◆ひので斎場 ( 火葬・式場 )…年内業務終了《年始 : 火葬・式場 1/4 ～》

３１・土 　　◆もえぎの湯…年内業務終了 (16:00 受付終了・17:00 まで )
　　　　　　　　　《年始 1/1 ～通常営業 ( ＊ 1/3 営業、1/4 振替休館 )》
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《今月の納期１／４(水 )》 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料 各第６期分
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No.828 2022 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

12 月 15 日～ 31 日 カレンダー 町内開催の行事・各種相談を掲載。「■」は

事前申込が必要、「→㌻」は詳細の記事あり。

日・曜日 町民みなさん向けの内容　【☆】観光施設イベントは町外からも来場可能

１５・木
　ヘルシー体操 (10:00 ～文化会館 ) 
夜間臨時納税窓口受付 (20:00 まで・住民課窓口 ) → 10 ㌻

１６・金 ■食育講習会 (10:00 ～保健福祉センター ) → 17 ㌻・12/9 〆
■ウエルカムランチ (11:20 ～古里保育園 : 見学・給食試食 ) → 17 ㌻・先着順

１７・土

１８・日 休日臨時納税窓口受付 ( ９:00 ～ 17:00・住民課窓口 ) → 10 ㌻

１９・月
　マイナポイント申込支援臨時窓口 (9:15 ～役場 ) → 6 ㌻
■だれでもカフェ奥多摩 (10:30 ～福祉会館 ) → 7 ㌻・先着１０名・1 ２/ ９〆
　ヘルシー体操 (14:00 ～文化会館 ) 

２０・火

２１・水

■高次脳機能障害相談 ( ９:00 ～保健福祉センター ) → 14 ㌻・前日〆
　マイナポイント申込支援臨時窓口 (9:15 ～文化会館 ) → 6 ㌻
■ウエルカムランチ (11:20 ～氷川保育園 : 見学・給食試食 ) → 17 ㌻・先着順
　１歳６か月児健診・３歳児健診 (13:00 ～・13:10 ～保健福祉センター ) → 21 ㌻
夜間臨時納税窓口受付 (20:00 まで・住民課窓口 ) → 10 ㌻

　　◆有害鳥獣捕獲…年内業務終了《年始 1/11 ～》

２２・木

２３・金 ■心理・発達相談 (10:30 ～きこりん・鎌田臨床心理士 ) → 14 ㌻・前日〆

２４・土 休日臨時納税窓口受付 ( ９:00 ～ 17:00・住民課窓口 ) → 10 ㌻
■在宅障害者自立生活サポート事業 (9:30 ～保健福祉センター ) → 20 ㌻・12/15 〆

２５・日 　　◆町立美術館…年内業務終了《３月末まで工事のため休館》

２６・月 　マイナポイント申込支援臨時窓口 (9:15 ～役場 ) → 6 ㌻

２７・火

  夜間臨時納税窓口受付 (20:00 まで・住民課窓口 ) → 10 ㌻
　　◆町立図書館…年内業務終了《年始 1/4 ～》
　　◆水と緑のふれあい館…年内業務終了《年始 1/5 ～》
　　◆日原森林館…年内業務終了《年始 1/6 ～》

２８・水

■高次脳機能障害相談 ( ９:00 ～保健福祉センター ) → 14 ㌻・前日〆
　　◆役場本庁舎・古里出張所・保健福祉センター ( 地域包括支援センター )・文化会館・
　　　子ども家庭支援センター ( 館内各施設 )・クリーンセンター ( 持込ごみ午後 3 時まで )・
　　　教育相談室・奥多摩病院 ( 外来 )・障害者地域活動支援センター ( かもんみーる )
　　　山のふるさと村・都民の森…年内業務終了《年始 1/4 ～》
　　◆海沢ふれあい農園…年内業務終了《年始 1/6 ～》
　　◆西秋川衛生組合…年内持込ごみ受付終了 (16:00 まで )《年始 1/6 ～》

２９・木

３０・金 　消防団歳末警戒（各分団 12/20 ～ 31 の間で警戒活動を実施）
　　◆ひので斎場 ( 火葬・式場 )…年内業務終了《年始 : 火葬・式場 1/4 ～》

３１・土 　　◆もえぎの湯…年内業務終了 (16:00 受付終了・17:00 まで )
　　　　　　　　　《年始 1/1 ～通常営業 ( ＊ 1/3 営業、1/4 振替休館 )》
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《今月の納期１／４(水 )》 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料 各第６期分
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No.828 2022 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

【材料】（クラッカー８枚分）

・じゃがいも      １８０ｇ

・にんじん          １２ｇ (1/10 本）

・ブロッコリー      ２４ｇ                            

   ・マヨネーズ     ４０ｇ（大さじ３と 1/3）

   ・砂糖　　　　　   ４ｇ（小さじ１弱）

　 ・塩　　　　　　   少々

・コーン            １６ｇ

・クラッカー         ８枚

２枚分の栄養価

☆エネルギー 173kcal　たんぱく質 2.4 ｇ

  脂質 10.6 ｇ 糖質 16.1 ｇ　食塩相当量 0.5 ｇ

【作り方】

① 鍋にじゃがいもを入れ、かぶるくらいの水

　を入れて竹串がすっと刺さるまでゆでる。　 

　ゆであがったら水気を切って潰す。

② にんじんは星型に抜き、残った部分はみじ

　ん切りにする。ブロッコリーは１cm 程度に　

　切り、それぞれ２～３分ゆでる。 

③ ①のじゃがいもに★と②のにんじん、ブ　

　ロッコリーとコーンを入れて混ぜ合わせる。

④ クラッカーのうえにポテトサラダを三角に

　なるように盛り、星型のにんじんを盛り付け

　て完成。

ウ
エ
ル
カ
ム
ラ
ン
チ

食
育
ひ
ろ
ば
ほ
か

「
食
育
ひ
ろ
ば
」
そ
の
175
♪

クリスマスの一品に！ポテトサラダツリー

★お知らせ★

　小さなクリスマスツリーのようなサラダです。ブロッコリーを雪だるまの手のように刺したり、

別の野菜を入れてさらにカラフルにしたりと、ぜひ楽しんでお作りください。　

ウエルカムランチ  ～保育園児と一緒に給食を食べませんか？～

日　　　　　時 会　 場 対　 象 人　 数 参 加 費

 １２月１６日（金）午前１１時２０分集合 古里保育園

原則５０歳以上
２～３名

（先着順）
１人３００円

 １２月２１日（水）午前１１時２０分集合 氷川保育園

食　育　講　習　会

「野菜で彩りクリスマス料理」

　町民の方々の健康の維持・増進を目的とした調

理実習です。月ごとに生活習慣病予防や健康増進

をテーマに、健康で美味しいメニューを作って試

食していただきます。みなさんお誘いあわせのう

え、ぜひご参加ください。

〔日　時〕  １２月１６日（金）

　　　　　午前１０時～午後１時

〔会　場〕　保健福祉センター

〔持ち物〕  エプロン・三角巾・タオル・マスク

〔参加費〕　３００円　

〔定　員〕　先着１６名

〔申込締切〕　１２月９日（金）

※このページについての申し込み、問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

「元気アップおくたま事業」

　「元気アップおくたま事業」では、各

地区の健康課題に合わせた講話や体操、

調理実習などのプログラムにより、みな

さんの健康意識を高めるサポートをしま

す。みなさんの「元気アップ」のための

情報が得られるよい機会ですので、お誘

い合わせのうえ、ぜひご参加ください。

〔日時・会場・内容〕カレンダー参照

＊プログラムは各月で異なります。

＊体操は事前申込不要です。持ち物は、

　タオル、水分補給用飲み物、マスクで

　す。

★
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No.828 令和 4年 12 月 5 日広 報 お く た ま

日・曜日 町民みなさん向けの内容　【☆】観光施設などイベントは町外からも来場可能

１・日 町長・議長新年あいさつ (9:00 ～防災行政無線放送 )

２・月

３・火

４・水 　仕事始め ( ◆各施設の年始業務開始は裏面に記載 )
■高次脳機能障害相談 ( ９:00 ～保健福祉センター ) → 14 ㌻・前日〆

５・木 　　

６・金
■森林セラピー健康づくり事業：
　御岳山ウォーク＆武蔵御嶽神社参拝→ 28 ㌻・先着順 12/22 〆

７・土

８・日   消防団出初式 (10:00 ～古里小学校校庭 )

９・月 　二十歳を祝う会 (10:00 ～文化会館 )

１０・火 　マイナポイント申込支援臨時窓口 (9:15 ～役場 ) → 6 ㌻

１１・水

■高次脳機能障害相談 ( ９:00 ～保健福祉センター ) → 14 ㌻・前日〆
　マイナポイント申込支援臨時窓口 (9:15 ～文化会館 ) → 6 ㌻
■心理・発達相談 (10:30 ～きこりん・徳井臨床心理士 ) → 14 ㌻・前日〆
　１・２・４・５歳児歯科健診・乳幼児歯科相談 (13:00 ～保健福祉センター ) → 21 ㌻
■ふくし法律相談 (13:30 ～福祉会館　各回５０分３枠 ) → 14 ㌻・先着順前日〆

１２・木 　へルシー体操 (10:00 ～福祉会館 )
人権身の上・行政相談 (13:00 ～福祉会館 ) → 14 ㌻

１３・金 ■ウエルカムランチ (11:20 ～古里保育園 : 見学・給食試食 ) → 17 ㌻・先着順

１４・土 ■在宅障害者自立生活サポート事業 (9:30 ～保健福祉センター ) → 20 ㌻・1/6 〆

１５・日

＜１月末までの主なイベント＞

１６日（月）   マイナポイント申込支援臨時窓口 (9:15 ～役場 ) → 6 ㌻
                 ■「子どもの応急対応」～こんなときはどうする？～医師編 (13:30 ～保健福祉センター）
　　　　　　　→ 21 ㌻・1/11 〆
　　　　　　  ヘルシー体操 (14:00 ～文化会館 )
１８日（水）   マイナポイント申込支援臨時窓口 (9:15 ～文化会館 ) → 6 ㌻
                　  筋力向上トレーニング講習会 (9:30 ～福祉会館 ) → 13 ㌻・先着順
２３日（月）   マイナポイント申込支援臨時窓口 (9:15 ～役場 ) → 6 ㌻
２５日（水）   マイナポイント申込支援臨時窓口 (9:15 ～文化会館 ) → 6 ㌻
　　　　　　  あそびの広場 (14:00 ～文化会館 )
２６日（木）   へルシー体操 (10:00 ～文化会館 )
２７日（金）■心理・発達相談 (10:30 ～きこりん・鎌田臨床心理士 ) → 14 ㌻・前日〆
２８日（土）      マイナポイント申込支援臨時窓口 (9:15 ～役場 ) → 6 ㌻
３０日（月）    マイナポイント申込支援臨時窓口 (9:15 ～役場 ) → 6 ㌻
　　　　　　   へルシー体操 (14:00 ～文化会館 )

町内開催の行事・各種相談を掲載。「■」は

事前申込が必要、「→㌻」は詳細の記事あり。
1 月 1 日～ 15 日 カレンダー

奥多摩町防災ツイッターアカウントにフォローをお願いします！

町では、災害時の情報発信のため、公式ツイッターアカウント（@oku_bousai）を運営して
います。災害時だけでなく、普段から防災や新型コロナウイルス関連の情報を発信していま

すので、ぜひフォローをお願いします。
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No.828 2022 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

【材料】（クラッカー８枚分）

・じゃがいも      １８０ｇ

・にんじん          １２ｇ (1/10 本）

・ブロッコリー      ２４ｇ                            

   ・マヨネーズ     ４０ｇ（大さじ３と 1/3）

   ・砂糖　　　　　   ４ｇ（小さじ１弱）

　 ・塩　　　　　　   少々

・コーン            １６ｇ

・クラッカー         ８枚

２枚分の栄養価

☆エネルギー 173kcal　たんぱく質 2.4 ｇ

  脂質 10.6 ｇ 糖質 16.1 ｇ　食塩相当量 0.5 ｇ

【作り方】

① 鍋にじゃがいもを入れ、かぶるくらいの水

　を入れて竹串がすっと刺さるまでゆでる。　 

　ゆであがったら水気を切って潰す。

② にんじんは星型に抜き、残った部分はみじ

　ん切りにする。ブロッコリーは１cm 程度に　

　切り、それぞれ２～３分ゆでる。 

③ ①のじゃがいもに★と②のにんじん、ブ　

　ロッコリーとコーンを入れて混ぜ合わせる。

④ クラッカーのうえにポテトサラダを三角に

　なるように盛り、星型のにんじんを盛り付け

　て完成。

ウ
エ
ル
カ
ム
ラ
ン
チ

食
育
ひ
ろ
ば
ほ
か

「
食
育
ひ
ろ
ば
」
そ
の
175
♪

クリスマスの一品に！ポテトサラダツリー

★お知らせ★

　小さなクリスマスツリーのようなサラダです。ブロッコリーを雪だるまの手のように刺したり、

別の野菜を入れてさらにカラフルにしたりと、ぜひ楽しんでお作りください。　

ウエルカムランチ  ～保育園児と一緒に給食を食べませんか？～

日　　　　　時 会　 場 対　 象 人　 数 参 加 費

 １２月１６日（金）午前１１時２０分集合 古里保育園

原則５０歳以上
２～３名

（先着順）
１人３００円

 １２月２１日（水）午前１１時２０分集合 氷川保育園

食　育　講　習　会

「野菜で彩りクリスマス料理」

　町民の方々の健康の維持・増進を目的とした調

理実習です。月ごとに生活習慣病予防や健康増進

をテーマに、健康で美味しいメニューを作って試

食していただきます。みなさんお誘いあわせのう

え、ぜひご参加ください。

〔日　時〕  １２月１６日（金）

　　　　　午前１０時～午後１時

〔会　場〕　保健福祉センター

〔持ち物〕  エプロン・三角巾・タオル・マスク

〔参加費〕　３００円　

〔定　員〕　先着１６名

〔申込締切〕　１２月９日（金）

※このページについての申し込み、問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

「元気アップおくたま事業」

　「元気アップおくたま事業」では、各

地区の健康課題に合わせた講話や体操、

調理実習などのプログラムにより、みな

さんの健康意識を高めるサポートをしま

す。みなさんの「元気アップ」のための

情報が得られるよい機会ですので、お誘

い合わせのうえ、ぜひご参加ください。

〔日時・会場・内容〕カレンダー参照

＊プログラムは各月で異なります。

＊体操は事前申込不要です。持ち物は、

　タオル、水分補給用飲み物、マスクで

　す。
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【材料】（クラッカー８枚分）

・じゃがいも      １８０ｇ

・にんじん          １２ｇ (1/10 本）

・ブロッコリー      ２４ｇ                            

   ・マヨネーズ     ４０ｇ（大さじ３と 1/3）

   ・砂糖　　　　　   ４ｇ（小さじ１弱）

　 ・塩　　　　　　   少々

・コーン            １６ｇ

・クラッカー         ８枚

２枚分の栄養価

☆エネルギー 173kcal　たんぱく質 2.4 ｇ

  脂質 10.6 ｇ 糖質 16.1 ｇ　食塩相当量 0.5 ｇ

【作り方】

① 鍋にじゃがいもを入れ、かぶるくらいの水

　を入れて竹串がすっと刺さるまでゆでる。　 

　ゆであがったら水気を切って潰す。

② にんじんは星型に抜き、残った部分はみじ

　ん切りにする。ブロッコリーは１cm 程度に　

　切り、それぞれ２～３分ゆでる。 

③ ①のじゃがいもに★と②のにんじん、ブ　

　ロッコリーとコーンを入れて混ぜ合わせる。

④ クラッカーのうえにポテトサラダを三角に

　なるように盛り、星型のにんじんを盛り付け

　て完成。
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　小さなクリスマスツリーのようなサラダです。ブロッコリーを雪だるまの手のように刺したり、

別の野菜を入れてさらにカラフルにしたりと、ぜひ楽しんでお作りください。　

ウエルカムランチ  ～保育園児と一緒に給食を食べませんか？～

日　　　　　時 会　 場 対　 象 人　 数 参 加 費

 １２月１６日（金）午前１１時２０分集合 古里保育園

原則５０歳以上
２～３名

（先着順）
１人３００円

 １２月２１日（水）午前１１時２０分集合 氷川保育園

食　育　講　習　会

「野菜で彩りクリスマス料理」

　町民の方々の健康の維持・増進を目的とした調

理実習です。月ごとに生活習慣病予防や健康増進

をテーマに、健康で美味しいメニューを作って試

食していただきます。みなさんお誘いあわせのう

え、ぜひご参加ください。

〔日　時〕  １２月１６日（金）

　　　　　午前１０時～午後１時

〔会　場〕　保健福祉センター

〔持ち物〕  エプロン・三角巾・タオル・マスク

〔参加費〕　３００円　

〔定　員〕　先着１６名

〔申込締切〕　１２月９日（金）

※このページについての申し込み、問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

「元気アップおくたま事業」

　「元気アップおくたま事業」では、各

地区の健康課題に合わせた講話や体操、

調理実習などのプログラムにより、みな

さんの健康意識を高めるサポートをしま

す。みなさんの「元気アップ」のための

情報が得られるよい機会ですので、お誘

い合わせのうえ、ぜひご参加ください。

〔日時・会場・内容〕カレンダー参照

＊プログラムは各月で異なります。

＊体操は事前申込不要です。持ち物は、

　タオル、水分補給用飲み物、マスクで

　す。
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・ブロッコリー      ２４ｇ                            
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   ・砂糖　　　　　   ４ｇ（小さじ１弱）

　 ・塩　　　　　　   少々

・コーン            １６ｇ

・クラッカー         ８枚

２枚分の栄養価

☆エネルギー 173kcal　たんぱく質 2.4 ｇ

  脂質 10.6 ｇ 糖質 16.1 ｇ　食塩相当量 0.5 ｇ

【作り方】

① 鍋にじゃがいもを入れ、かぶるくらいの水

　を入れて竹串がすっと刺さるまでゆでる。　 

　ゆであがったら水気を切って潰す。

② にんじんは星型に抜き、残った部分はみじ

　ん切りにする。ブロッコリーは１cm 程度に　

　切り、それぞれ２～３分ゆでる。 

③ ①のじゃがいもに★と②のにんじん、ブ　

　ロッコリーとコーンを入れて混ぜ合わせる。

④ クラッカーのうえにポテトサラダを三角に

　なるように盛り、星型のにんじんを盛り付け

　て完成。
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 １２月１６日（金）午前１１時２０分集合 古里保育園

原則５０歳以上
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（先着順）
１人３００円

 １２月２１日（水）午前１１時２０分集合 氷川保育園

食　育　講　習　会

「野菜で彩りクリスマス料理」

　町民の方々の健康の維持・増進を目的とした調

理実習です。月ごとに生活習慣病予防や健康増進

をテーマに、健康で美味しいメニューを作って試

食していただきます。みなさんお誘いあわせのう

え、ぜひご参加ください。

〔日　時〕  １２月１６日（金）

　　　　　午前１０時～午後１時

〔会　場〕　保健福祉センター

〔持ち物〕  エプロン・三角巾・タオル・マスク

〔参加費〕　３００円　

〔定　員〕　先着１６名

〔申込締切〕　１２月９日（金）

※このページについての申し込み、問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

「元気アップおくたま事業」

　「元気アップおくたま事業」では、各

地区の健康課題に合わせた講話や体操、

調理実習などのプログラムにより、みな

さんの健康意識を高めるサポートをしま

す。みなさんの「元気アップ」のための

情報が得られるよい機会ですので、お誘

い合わせのうえ、ぜひご参加ください。

〔日時・会場・内容〕カレンダー参照

＊プログラムは各月で異なります。

＊体操は事前申込不要です。持ち物は、

　タオル、水分補給用飲み物、マスクで

　す。
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① 鍋にじゃがいもを入れ、かぶるくらいの水

　を入れて竹串がすっと刺さるまでゆでる。　 

　ゆであがったら水気を切って潰す。

② にんじんは星型に抜き、残った部分はみじ

　ん切りにする。ブロッコリーは１cm 程度に　

　切り、それぞれ２～３分ゆでる。 

③ ①のじゃがいもに★と②のにんじん、ブ　
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　なるように盛り、星型のにんじんを盛り付け
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地区の健康課題に合わせた講話や体操、

調理実習などのプログラムにより、みな

さんの健康意識を高めるサポートをしま

す。みなさんの「元気アップ」のための

情報が得られるよい機会ですので、お誘

い合わせのうえ、ぜひご参加ください。

〔日時・会場・内容〕カレンダー参照

＊プログラムは各月で異なります。

＊体操は事前申込不要です。持ち物は、
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No.828 2022 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

カ
ッ
ト

わ
さ
び
塾
生
募
集
ほ
か

ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
の
間
伐
材
を

買
い
取
り
ま
す

町
で
は
、
奥
多
摩
の
山
林

で
伐
採
さ
れ
た
ス
ギ
・
ヒ
ノ

キ
の
有
効
活
用
を
図
る
た
め

買
い
取
り
を
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
買
い
取
り
の
一
部

を
地
域
通
貨
『
奥
』
（
地
域
通

貨
取
扱
店
34
店
舗
で
利
用
可
）

を
活
用
す
る
事
で
地
域
の
活

性
化
を
図
り
ま
す
。

買
い
取
り
は
、
森
林
組
合

事
務
所
下
の
集
積
所
ま
で
運

搬
で
き
る
方
で
、
２
メ
ー
ト

ル
以
上
の
間
伐
材
が
対
象
で

す
。
な
お
、
木
材
搬
出
機
器

お
よ
び
ク
レ
ー
ン
付
ト
ラ
ッ

ク
の
貸
出
も
行
っ
て
い
ま
す
。

◎
機
器
の
中
に
は
運
転
資
格

が
必
要
。

◎
木
材
搬
出
に
は
事
前
登
録

が
必
要
で
す
。

※
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
は
、

観
光
産
業
課

          

☎
83
‐
２
２
９
５

林
業
退
職
金
共
済
制
度
（
林
退
共
）

へ
の
加
入
に
つ
い
て

こ
の
制
度
は
事
業
主
が
従

事
者
の
勤
務
日
数
に
応
じ
て

掛
金
を
積
み
立
て
る
こ
と
で
、

そ
の
従
事
者
が
林
業
を
辞
め

た
時
に
、
林
退
共
か
ら
退
職

金
が
受
け
取
れ
る
国
が
作
っ

た
退
職
金
制
度
で
す
。

「
加
入
で
き
る
事
業
主
」

・
林
業
を
営
む
方
な
ら
、
専
業
、

兼
業
を
問
わ
ず
加
入
で
き
ま

す
。

「
対
象
と
な
る
従
事
者
」

・
林
業
の
現
場
で
働
く
方
な

ら
、
作
業
種
別
に
関
わ
り
な

く
加
入
で
き
ま
す
。
た
だ
し

事
業
主
、
役
員
報
酬
を
受
け

て
い
る
方
、
事
務
専
用
社
員
、

中
小
企
業
退
職
金
共
済
、
建

築
業
退
職
金
共
済
な
ど
に
加

入
し
て
い
る
方
は
対
象
外
で

す
。

◎
ひ
と
り
親
方
も
任
意
組
合

を
作
れ
ば
加
入
で
き
ま
す
。

＊
町
内
で
林
業
従
事
者
に
雇

用
さ
れ
、
林
退
共
に
加
入
し

て
い
る
場
合
は
掛
金
の
補
助

を
受
け
ら
れ
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
林
業
退

職
金
共
済
事
業
本
部

☎
０
３
（
６
７
３
１
）
２
８
８
９

奥多摩わさび塾第１８期生募集 !!
　町の特産物であるわさびの生産は、後継者不足や

獣害により、生産量が年々減少しています。

　このため、わさび栽培の担い手育成と高度な栽培

技術を継承し、わさびの普及拡大を図るため、令和５

年４月から講習が開始となる、奥多摩わさび塾の第

１８期生を募集します。

〔受講資格〕町内に在住する方、または町内でわさび

　　　　　栽培を行っている方

〔研修期間〕令和５年４月～令和７年３月

〔研修回数〕全１０回予定（座学及び現地研修）

〔参 加 費〕無料

〔募集人数〕１０名（申込先着順）

〔申込方法〕観光産業課にて配布している申込書に

　　　　　必要事項を記載し、提出してください。

〔申込締切〕　２月２８日（火）まで

※問い合わせは、観光産業課　☎８３－２２９５

土地の現況に変更はありませんか？

　固定資産（土地）に対する課税は、賦課

期日（毎年１月１日）現在の現況で課税し

ています。

　所有している土地の現況に変更がある場

合には、住民課までご連絡をお願いします。

家屋の取り壊しをしたら
届出をお願いします

　所有する家屋の全部または一部を取り壊

した方は、家屋滅失届を住民課まで提出し

てください。なお、登記している家屋につ

いては、東京法務局西多摩支局で滅失の登

記が必要となります。

※問い合わせは、

　　　　　　　住民課　☎８３－２１９０

治助イモ生産者募集！
　町では、古くから脈々と栽培されてきた治助イモの

普及振興を図り、ブランド化を推進していくため、治

助イモの商標登録を行い多くの生産者にご協力いただ

き種芋の増産を図っています。

　更なる治助イモの生産拡大により地域振興およびブ

ランド化の推進を図るため、治助イモの生産にご協力

をお願いします。

※問い合わせは、観光産業課　☎８３－２２９５
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町 が 整 備 す る 住 宅 の 入 居 者 募 集

　町では、過疎化による少子高齢化などが進行していることから、人口の流出防止と若年世帯などを対

象とした人口の増加を図るために、様々な少子化・定住化対策事業を展開しています。今回は「いなか

暮らし支援住宅」と「町営若者住宅」の入居者の募集をします。なお、所在地の自治会に加入し自治会

の活動をはじめ、地域活動へ積極的に参加することが条件となります。

（１）町営若者住宅入居者募集

　〔申込資格〕

　①奥多摩町内に住所または一定の勤務場所がある方、もしくは住宅使用により奥多摩町に住所を確実

　　に登録できる方。

　②世帯主の年齢が４０歳以下の夫婦または５０歳以下の方で子ども（中学生以下）がいる世帯。

　③入居期間は原則として、世帯主の年齢が３０歳以下の場合は１２年以内、４０歳以下の場合は１０

　　年以内、５０歳以下の場合は７年以内。

　〔申込受付期間〕１２月７日（水）から１月６日（金）の午後５時まで

〔募集物件〕

　町営若者住宅（南氷川第１）

  　奥多摩町氷川１４４９番地１（ＪＲ青梅線奥多摩駅徒歩５分）

　　建　物：木造２階建、集合タイプ（床面積：５４．５４㎡）　　

  　募集戸数：１戸

　　住宅使用料： ３０，０００円／月  ・  共　益　費：５００円／月

　　〔入居予定日〕令和５年１月中旬以降

（２）いなか暮らし支援住宅入居者募集

　１５年間以上の定住で無償譲与する中古住宅です。

〔申込資格〕

　世帯主が４５歳以下の夫婦、もしくは子ども（高校生以下）がいる世帯。

〔申込受付期間〕 

　仮申込み：１２月１２日（月）から１月１６日（月）の午後５時まで

　内見期間：１月２０日（金）　・　本申込み：１月２３日（月）　いずれも午後５時まで  

 ＊仮申し込み後、必ず内見をして頂いたのち本申し込みをお願いします。

〔募集物件〕

　いなか暮らし支援住宅（日原一原）

  　奥多摩町日原６９８番地７

　　（ＪＲ青梅線奥多摩駅から車で約２０分）

　　建　物：木造２階建（床面積：１１１．４４㎡）　　

  　募集戸数：１戸　・　住宅使用料： ２１，０００円／年

　　〔入居予定日〕令和５年２月中旬以降

　＊土地および建物は現状での引渡しになります。リフォームなど

　　に係る費用および定住に係る費用は申込者の負担となります

〔申込書配布場所〕　若者定住推進課（役場１階）・古里出張所（子ども家庭支援センター）

〔注意点〕

　＊申込者が定員を超えた場合は、奥多摩町選考基準により決定します。

　＊募集要項および申込用紙については、町ホームページでも掲載しています。

　＊申し込み資格については、様々な条件がありますのでよくお確かめください。

※申し込み、問い合わせは、若者定住推進課　☎８３－２３１０
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暮らし支援住宅」と「町営若者住宅」の入居者の募集をします。なお、所在地の自治会に加入し自治会

の活動をはじめ、地域活動へ積極的に参加することが条件となります。

（１）町営若者住宅入居者募集

　〔申込資格〕

　①奥多摩町内に住所または一定の勤務場所がある方、もしくは住宅使用により奥多摩町に住所を確実

　　に登録できる方。

　②世帯主の年齢が４０歳以下の夫婦または５０歳以下の方で子ども（中学生以下）がいる世帯。

　③入居期間は原則として、世帯主の年齢が３０歳以下の場合は１２年以内、４０歳以下の場合は１０

　　年以内、５０歳以下の場合は７年以内。

　〔申込受付期間〕１２月７日（水）から１月６日（金）の午後５時まで

〔募集物件〕

　町営若者住宅（南氷川第１）

  　奥多摩町氷川１４４９番地１（ＪＲ青梅線奥多摩駅徒歩５分）

　　建　物：木造２階建、集合タイプ（床面積：５４．５４㎡）　　

  　募集戸数：１戸

　　住宅使用料： ３０，０００円／月  ・  共　益　費：５００円／月

　　〔入居予定日〕令和５年１月中旬以降

（２）いなか暮らし支援住宅入居者募集

　１５年間以上の定住で無償譲与する中古住宅です。

〔申込資格〕

　世帯主が４５歳以下の夫婦、もしくは子ども（高校生以下）がいる世帯。

〔申込受付期間〕 

　仮申込み：１２月１２日（月）から１月１６日（月）の午後５時まで

　内見期間：１月２０日（金）　・　本申込み：１月２３日（月）　いずれも午後５時まで  

 ＊仮申し込み後、必ず内見をして頂いたのち本申し込みをお願いします。

〔募集物件〕

　いなか暮らし支援住宅（日原一原）

  　奥多摩町日原６９８番地７

　　（ＪＲ青梅線奥多摩駅から車で約２０分）

　　建　物：木造２階建（床面積：１１１．４４㎡）　　

  　募集戸数：１戸　・　住宅使用料： ２１，０００円／年

　　〔入居予定日〕令和５年２月中旬以降

　＊土地および建物は現状での引渡しになります。リフォームなど

　　に係る費用および定住に係る費用は申込者の負担となります

〔申込書配布場所〕　若者定住推進課（役場１階）・古里出張所（子ども家庭支援センター）

〔注意点〕

　＊申込者が定員を超えた場合は、奥多摩町選考基準により決定します。

　＊募集要項および申込用紙については、町ホームページでも掲載しています。

　＊申し込み資格については、様々な条件がありますのでよくお確かめください。

※申し込み、問い合わせは、若者定住推進課　☎８３－２３１０
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（１）町営若者住宅入居者募集
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　①奥多摩町内に住所または一定の勤務場所がある方、もしくは住宅使用により奥多摩町に住所を確実
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　世帯主が４５歳以下の夫婦、もしくは子ども（高校生以下）がいる世帯。

〔申込受付期間〕 

　仮申込み：１２月１２日（月）から１月１６日（月）の午後５時まで

　内見期間：１月２０日（金）　・　本申込み：１月２３日（月）　いずれも午後５時まで  

 ＊仮申し込み後、必ず内見をして頂いたのち本申し込みをお願いします。

〔募集物件〕

　いなか暮らし支援住宅（日原一原）

  　奥多摩町日原６９８番地７

　　（ＪＲ青梅線奥多摩駅から車で約２０分）

　　建　物：木造２階建（床面積：１１１．４４㎡）　　

  　募集戸数：１戸　・　住宅使用料： ２１，０００円／年

　　〔入居予定日〕令和５年２月中旬以降

　＊土地および建物は現状での引渡しになります。リフォームなど

　　に係る費用および定住に係る費用は申込者の負担となります

〔申込書配布場所〕　若者定住推進課（役場１階）・古里出張所（子ども家庭支援センター）

〔注意点〕

　＊申込者が定員を超えた場合は、奥多摩町選考基準により決定します。
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　＊申し込み資格については、様々な条件がありますのでよくお確かめください。
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奥多摩わさび塾第１８期生募集 !!
　町の特産物であるわさびの生産は、後継者不足や

獣害により、生産量が年々減少しています。

　このため、わさび栽培の担い手育成と高度な栽培

技術を継承し、わさびの普及拡大を図るため、令和５

年４月から講習が開始となる、奥多摩わさび塾の第

１８期生を募集します。

〔受講資格〕町内に在住する方、または町内でわさび

　　　　　栽培を行っている方

〔研修期間〕令和５年４月～令和７年３月

〔研修回数〕全１０回予定（座学及び現地研修）

〔参 加 費〕無料

〔募集人数〕１０名（申込先着順）

〔申込方法〕観光産業課にて配布している申込書に

　　　　　必要事項を記載し、提出してください。

〔申込締切〕　２月２８日（火）まで

※問い合わせは、観光産業課　☎８３－２２９５

土地の現況に変更はありませんか？

　固定資産（土地）に対する課税は、賦課

期日（毎年１月１日）現在の現況で課税し

ています。

　所有している土地の現況に変更がある場

合には、住民課までご連絡をお願いします。

家屋の取り壊しをしたら
届出をお願いします

　所有する家屋の全部または一部を取り壊

した方は、家屋滅失届を住民課まで提出し

てください。なお、登記している家屋につ

いては、東京法務局西多摩支局で滅失の登

記が必要となります。

※問い合わせは、

　　　　　　　住民課　☎８３－２１９０

治助イモ生産者募集！
　町では、古くから脈々と栽培されてきた治助イモの

普及振興を図り、ブランド化を推進していくため、治

助イモの商標登録を行い多くの生産者にご協力いただ

き種芋の増産を図っています。

　更なる治助イモの生産拡大により地域振興およびブ

ランド化の推進を図るため、治助イモの生産にご協力

をお願いします。

※問い合わせは、観光産業課　☎８３－２２９５
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わ
さ
び
塾
生
募
集
ほ
か

ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
の
間
伐
材
を

買
い
取
り
ま
す

町
で
は
、
奥
多
摩
の
山
林

で
伐
採
さ
れ
た
ス
ギ
・
ヒ
ノ

キ
の
有
効
活
用
を
図
る
た
め

買
い
取
り
を
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
買
い
取
り
の
一
部

を
地
域
通
貨
『
奥
』
（
地
域
通

貨
取
扱
店
34
店
舗
で
利
用
可
）

を
活
用
す
る
事
で
地
域
の
活

性
化
を
図
り
ま
す
。

買
い
取
り
は
、
森
林
組
合

事
務
所
下
の
集
積
所
ま
で
運

搬
で
き
る
方
で
、
２
メ
ー
ト

ル
以
上
の
間
伐
材
が
対
象
で

す
。
な
お
、
木
材
搬
出
機
器

お
よ
び
ク
レ
ー
ン
付
ト
ラ
ッ

ク
の
貸
出
も
行
っ
て
い
ま
す
。

◎
機
器
の
中
に
は
運
転
資
格

が
必
要
。

◎
木
材
搬
出
に
は
事
前
登
録

が
必
要
で
す
。

※
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
は
、

観
光
産
業
課
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83
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林
業
退
職
金
共
済
制
度
（
林
退
共
）

へ
の
加
入
に
つ
い
て

こ
の
制
度
は
事
業
主
が
従

事
者
の
勤
務
日
数
に
応
じ
て

掛
金
を
積
み
立
て
る
こ
と
で
、

そ
の
従
事
者
が
林
業
を
辞
め

た
時
に
、
林
退
共
か
ら
退
職

金
が
受
け
取
れ
る
国
が
作
っ

た
退
職
金
制
度
で
す
。

「
加
入
で
き
る
事
業
主
」

・
林
業
を
営
む
方
な
ら
、
専
業
、

兼
業
を
問
わ
ず
加
入
で
き
ま

す
。

「
対
象
と
な
る
従
事
者
」

・
林
業
の
現
場
で
働
く
方
な

ら
、
作
業
種
別
に
関
わ
り
な

く
加
入
で
き
ま
す
。
た
だ
し

事
業
主
、
役
員
報
酬
を
受
け

て
い
る
方
、
事
務
専
用
社
員
、

中
小
企
業
退
職
金
共
済
、
建

築
業
退
職
金
共
済
な
ど
に
加

入
し
て
い
る
方
は
対
象
外
で

す
。

◎
ひ
と
り
親
方
も
任
意
組
合

を
作
れ
ば
加
入
で
き
ま
す
。

＊
町
内
で
林
業
従
事
者
に
雇

用
さ
れ
、
林
退
共
に
加
入
し

て
い
る
場
合
は
掛
金
の
補
助

を
受
け
ら
れ
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
林
業
退

職
金
共
済
事
業
本
部

☎
０
３
（
６
７
３
１
）
２
８
８
９

奥多摩わさび塾第１８期生募集 !!
　町の特産物であるわさびの生産は、後継者不足や

獣害により、生産量が年々減少しています。

　このため、わさび栽培の担い手育成と高度な栽培

技術を継承し、わさびの普及拡大を図るため、令和５

年４月から講習が開始となる、奥多摩わさび塾の第

１８期生を募集します。

〔受講資格〕町内に在住する方、または町内でわさび

　　　　　栽培を行っている方

〔研修期間〕令和５年４月～令和７年３月

〔研修回数〕全１０回予定（座学及び現地研修）

〔参 加 費〕無料

〔募集人数〕１０名（申込先着順）

〔申込方法〕観光産業課にて配布している申込書に

　　　　　必要事項を記載し、提出してください。

〔申込締切〕　２月２８日（火）まで

※問い合わせは、観光産業課　☎８３－２２９５

土地の現況に変更はありませんか？

　固定資産（土地）に対する課税は、賦課

期日（毎年１月１日）現在の現況で課税し

ています。

　所有している土地の現況に変更がある場

合には、住民課までご連絡をお願いします。

家屋の取り壊しをしたら
届出をお願いします

　所有する家屋の全部または一部を取り壊

した方は、家屋滅失届を住民課まで提出し

てください。なお、登記している家屋につ

いては、東京法務局西多摩支局で滅失の登

記が必要となります。

※問い合わせは、

　　　　　　　住民課　☎８３－２１９０

治助イモ生産者募集！
　町では、古くから脈々と栽培されてきた治助イモの

普及振興を図り、ブランド化を推進していくため、治

助イモの商標登録を行い多くの生産者にご協力いただ

き種芋の増産を図っています。

　更なる治助イモの生産拡大により地域振興およびブ

ランド化の推進を図るため、治助イモの生産にご協力

をお願いします。

※問い合わせは、観光産業課　☎８３－２２９５
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　来年の４月から、新たに保育園に入園を希望される方の申し込みを子ども家庭支援センター、保健福

祉センター、住民課で受付けます。希望される方は、１月１１日（水）までにお申し込みください。

〔町内保育園定員〕氷川保育園　７０人・古里保育園　７０人

〔入園資格〕

　入園できる乳幼児は、同居の親族などが乳幼児の保育にあたれず、保護者（父・母）がつぎの要件の

いずれかに該当する家庭です。

（１）１か月あたりの就労時間が４８時間以上の労働に従事している　（２）妊娠している

（３）出産後間もない　（４）疾病に罹患し、または負傷している

（５）精神または身体に障害を有している　（６）同居等の親族を常時介護または看護している

（７）災害の復旧作業に従事している　（８）求職活動を行っている　

（９）就学している　（１０）児童虐待や配偶者暴力のおそれがある場合　

（１１）育児休業を取得している場合

（１２）保育が必要と町長が認めた場合

※問い合わせは、子ども家庭支援センター　☎８５－２６１１

令和５年４月以降の新規町内保育園の申し込みについて

　　 〔日時〕　１月１６日（月）　

　　 　　　　午後１時３０分～３時（受付１時１５分から）

　　 〔会場〕　保健福祉センター　２階多目的室

　　 〔内容〕　お子さんに起こりやすい病気の対処法や事故防止について

　　 〔講師〕　奥多摩病院　小林　史典 医師

　　 〔対象〕　子育て中の方、妊婦さん、子育てに関わる方など

　　 〔申込期限〕 １月１１日（水）

　　 ＊６か月以上の子どもの託児サービスもあります。

　　 ※申し込み、問い合わせは、　子ども家庭支援センター　☎８５ー２６１１

第４回ファミサポ・病後児会員研修

子どもの応急対応～こんなときはどうする？医師編～

母
子
健
診
日
程
表

１２月２１日（水）　保健福祉センター

13:00 ～ 13:10 受付

　　１歳６か月児健診

　　令和３年 4・5 月生まれ

　13:10 ～ 13:20 受付

　　３歳児健診

　　令和元年 10・11 月生まれ

　１月１１日（水）　保健福祉センター

13:00 ～ 13:20 受付

　　１・２・４・５歳児

　　歯科健診・乳幼児歯科相談

　　平成 29・30・令和 2・３年 1 ２月生まれ

保
育
園
入
園
申
込
ほ
か 医療従事者のみなさんへ

　医師法等により、①医師・歯科医師・

薬剤師②保健師・助産師・看護師・准

看護師・歯科衛生士・歯科技工士は、

１２月３１日現在の氏名・住所等の届

出が必要です。

　１月１６日までに①は保健所かオン

ラインで厚生労働省へ、②は保健所

へ届け出てください。※問い合わせ

は、福祉保健局医療人材課（☎０３

（５３２０）４４３４・薬剤師のみ薬

務課（☎０３（５３２０）４５０３）

20

１

３

５

　
　８

10

　
　13

15

　
　18

20

　
　23

25

　
　28

30

　
　33

35

　
　38

40

　
　43

45

　
　48

50

　
　53

55

　
　58

60

62

No.828 令和 4年 12 月 5 日広 報 お く た ま

ひ
と
り
親
家
庭
等

医
療
証
ほ
か

ひとり親家庭等医療証
更新の手続き　

　現在お持ちのひとり親家庭医療証（藤色）

の有効期限は、１２月３１日までとなります。

医療証の更新には、現況届の提出が必要と

なります。

　対象の方には、１１月中に書類を送付して

いますので、まだ提出されていない方は、送

付された現況届に必要事項を記入のうえ、提

出してください。

〔提出期限〕１２月１６日（金）まで

※問い合わせは、子ども家庭支援センター

　　　　　　　　　　　　☎８５－２６１１

「簡単！やさしいお食事づくり講習会　（障害者自立生活サポート事業）」

　障害がある方も気楽に参加できるやさしい講習会です。参加者一人一人がご自身のできることを

頑張り、助け合いながら、身体に優しい食事を作り、楽しく食べる講習会です。みなさまの申し込

みをお待ちしております。

　〔日　時〕　１２月２４日（土）午前９時３０分から午後１時３０分

　　　　　　　１月１４日（土）午前９時３０分から午後１時３０分

　〔会　場〕　保健福祉センター　栄養指導室

　〔対象者〕　身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・愛の手帳などをお持ちの方、

　　　　　もしくは同等の障害があると判断される方で、保健福祉センターに

　　　　　いらっしゃることができる方

　＊初めて申し込みをされる方は、担当保健師にお身体の状況をお聞かせください。

　〔メニュー〕　クリスマス・スペシャルメニュー

　※申し込み、問い合わせは、福祉保健課　☎８３ー２７７７

医療券（気管支ぜん息）の更新を忘れずに

～大気汚染医療費助成制度～

　都内に１年（３歳未満は６か月）以上在住の１８歳未満で気管支ぜん息に罹患しているなど、要件

を満たす方に対して、認定疾病に係る医療費（保険適用後の自己負担分）を助成しています。

　有効期間満了後も引き続き助成を受けるためには、期間満了の１か月前を目安に保健福祉センター

の窓口で更新手続きをしてください。

　なお、もも色の医療券をお持ちの方は、有効期間満了までに更新手続きを行わない場合、資格喪失

となり再度認定を受けられなくなります。

※問い合わせは、 東京都福祉保健局環境保健衛生課　☎０３－５３２０－４４９１

　　　　　　　　福祉保健課　☎８３－２７７７

エ イ ズ 予 防 月 間

 東京都では、世界保健機関（ＷＨＯ）が「世界エイ

ズデー」と定めた１２月１日を中心とする１か月間を

「東京都エイズ予防月間」として、広く都民を対象と

したエイズに関する啓発キャンペーンを実施します。

東京都 HIV/ エイズ電話相談

 年間を通じて、平日の夜間と土曜日、日曜日、祝日

も電話相談を実施しています。（年末年始を除く）

〔電話番号〕☎０３（３２９２）９０９０

〔相談時間〕

・月曜日から金曜日　午前９時から午後９時まで 

・土曜日、日曜日、祝日　午後２時から５時まで 
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医療証の更新には、現況届の提出が必要と

なります。

　対象の方には、１１月中に書類を送付して

いますので、まだ提出されていない方は、送

付された現況届に必要事項を記入のうえ、提

出してください。

〔提出期限〕１２月１６日（金）まで

※問い合わせは、子ども家庭支援センター

　　　　　　　　　　　　☎８５－２６１１

「簡単！やさしいお食事づくり講習会　（障害者自立生活サポート事業）」

　障害がある方も気楽に参加できるやさしい講習会です。参加者一人一人がご自身のできることを

頑張り、助け合いながら、身体に優しい食事を作り、楽しく食べる講習会です。みなさまの申し込

みをお待ちしております。

　〔日　時〕　１２月２４日（土）午前９時３０分から午後１時３０分
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　有効期間満了後も引き続き助成を受けるためには、期間満了の１か月前を目安に保健福祉センター

の窓口で更新手続きをしてください。

　なお、もも色の医療券をお持ちの方は、有効期間満了までに更新手続きを行わない場合、資格喪失

となり再度認定を受けられなくなります。
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も電話相談を実施しています。（年末年始を除く）
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No.828 2022 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

　来年の４月から、新たに保育園に入園を希望される方の申し込みを子ども家庭支援センター、保健福

祉センター、住民課で受付けます。希望される方は、１月１１日（水）までにお申し込みください。

〔町内保育園定員〕氷川保育園　７０人・古里保育園　７０人

〔入園資格〕

　入園できる乳幼児は、同居の親族などが乳幼児の保育にあたれず、保護者（父・母）がつぎの要件の

いずれかに該当する家庭です。

（１）１か月あたりの就労時間が４８時間以上の労働に従事している　（２）妊娠している

（３）出産後間もない　（４）疾病に罹患し、または負傷している

（５）精神または身体に障害を有している　（６）同居等の親族を常時介護または看護している

（７）災害の復旧作業に従事している　（８）求職活動を行っている　

（９）就学している　（１０）児童虐待や配偶者暴力のおそれがある場合　

（１１）育児休業を取得している場合

（１２）保育が必要と町長が認めた場合

※問い合わせは、子ども家庭支援センター　☎８５－２６１１

令和５年４月以降の新規町内保育園の申し込みについて

　　 〔日時〕　１月１６日（月）　

　　 　　　　午後１時３０分～３時（受付１時１５分から）

　　 〔会場〕　保健福祉センター　２階多目的室

　　 〔内容〕　お子さんに起こりやすい病気の対処法や事故防止について

　　 〔講師〕　奥多摩病院　小林　史典 医師

　　 〔対象〕　子育て中の方、妊婦さん、子育てに関わる方など

　　 〔申込期限〕 １月１１日（水）

　　 ＊６か月以上の子どもの託児サービスもあります。

　　 ※申し込み、問い合わせは、　子ども家庭支援センター　☎８５ー２６１１

第４回ファミサポ・病後児会員研修

子どもの応急対応～こんなときはどうする？医師編～

母
子
健
診
日
程
表

１２月２１日（水）　保健福祉センター

13:00 ～ 13:10 受付

　　１歳６か月児健診

　　令和３年 4・5 月生まれ

　13:10 ～ 13:20 受付

　　３歳児健診

　　令和元年 10・11 月生まれ

　１月１１日（水）　保健福祉センター

13:00 ～ 13:20 受付

　　１・２・４・５歳児

　　歯科健診・乳幼児歯科相談

　　平成 29・30・令和 2・３年 1 ２月生まれ

保
育
園
入
園
申
込
ほ
か 医療従事者のみなさんへ

　医師法等により、①医師・歯科医師・

薬剤師②保健師・助産師・看護師・准

看護師・歯科衛生士・歯科技工士は、

１２月３１日現在の氏名・住所等の届

出が必要です。

　１月１６日までに①は保健所かオン

ラインで厚生労働省へ、②は保健所

へ届け出てください。※問い合わせ

は、福祉保健局医療人材課（☎０３

（５３２０）４４３４・薬剤師のみ薬

務課（☎０３（５３２０）４５０３）
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（７）災害の復旧作業に従事している　（８）求職活動を行っている　

（９）就学している　（１０）児童虐待や配偶者暴力のおそれがある場合　

（１１）育児休業を取得している場合

（１２）保育が必要と町長が認めた場合

※問い合わせは、子ども家庭支援センター　☎８５－２６１１

令和５年４月以降の新規町内保育園の申し込みについて

　　 〔日時〕　１月１６日（月）　

　　 　　　　午後１時３０分～３時（受付１時１５分から）

　　 〔会場〕　保健福祉センター　２階多目的室

　　 〔内容〕　お子さんに起こりやすい病気の対処法や事故防止について

　　 〔講師〕　奥多摩病院　小林　史典 医師

　　 〔対象〕　子育て中の方、妊婦さん、子育てに関わる方など

　　 〔申込期限〕 １月１１日（水）

　　 ＊６か月以上の子どもの託児サービスもあります。

　　 ※申し込み、問い合わせは、　子ども家庭支援センター　☎８５ー２６１１

第４回ファミサポ・病後児会員研修

子どもの応急対応～こんなときはどうする？医師編～

母
子
健
診
日
程
表

１２月２１日（水）　保健福祉センター

13:00 ～ 13:10 受付

　　１歳６か月児健診

　　令和３年 4・5 月生まれ

　13:10 ～ 13:20 受付

　　３歳児健診

　　令和元年 10・11 月生まれ

　１月１１日（水）　保健福祉センター

13:00 ～ 13:20 受付

　　１・２・４・５歳児

　　歯科健診・乳幼児歯科相談

　　平成 29・30・令和 2・３年 1 ２月生まれ

保
育
園
入
園
申
込
ほ
か 医療従事者のみなさんへ

　医師法等により、①医師・歯科医師・

薬剤師②保健師・助産師・看護師・准

看護師・歯科衛生士・歯科技工士は、

１２月３１日現在の氏名・住所等の届

出が必要です。

　１月１６日までに①は保健所かオン

ラインで厚生労働省へ、②は保健所

へ届け出てください。※問い合わせ

は、福祉保健局医療人材課（☎０３

（５３２０）４４３４・薬剤師のみ薬

務課（☎０３（５３２０）４５０３）
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《町の借入金》

〔一般会計〕　　　  　　　　　　　 （単位：千円） 〔下水道事業特別会計〕　　　     （単位：千円）

区　　　　分 借入金現在高 前年度比較
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土 木 債 　11,883 0

消 防 債 　0  0

教 育 債 　 44,146 0

住 民 税 等 減 税
補 て ん 債

   5,587 △ 1,256

臨時財政対策債 1,640,795 △ 93,273

減 収 補 て ん 債 3,502 0

合 計 1,733,251 △ 94,529

区　　　　分 借入金現在高 前年度比較

下水道整備事業債
（小河内処理区）

271,153 △ 30,635

下水道整備事業債
（奥多摩処理区）

2,550,571 △ 116,689

浄化槽市町村整備
推進事業債　　　

51,527 △ 1,852

合　　　　計 2,873,251 △ 149,176

《町の財産》           　    （単位：㎡）

◎住民一人当たり借入額　３６１，３２０円
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　　で除した額

区　　　　分 土　地 建　物

行

政

財  

産

庁 舎  950 2,704

警 察 消 防 施 設 897 1,169

小・ 中 学 校 44,629 13,069

公 営 住 宅 12,492 8,251

公 園  1,049 34
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合 　　　計 10,888,609 71,995
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No.828 令和 4年 12 月 5 日広 報 お く た ま

令 和 ４ 年 度 上 半 期 　 財 政 事 情 の 公 表

　町では、町民みなさんに、町の財政事情を年２回、お知らせしています。

　今回は、令和４年度上半期（４～９月分）です。

　各表は、各会計の財政運営の状況、町の財産と借入金の状況です。予算の執行状況については、各会

計ほぼ順調であると言えます。

《各会計の予算執行状況》

区　　　　　　　分
補正の
回　数

予 算 現 額
歳　　　　入 歳　　　　出

収入済額 収入率 支出済額 執行率

一 般 会 計 2
        千円

  7,520,360
        千円 

　3,155,107

％

  42.0

           千円       
　2,261,821

％

  30.1

都 民 の 森 管 理 運 営
事 業 特 別 会 計

1      84,140      49,717   59.1 　　 29,271   34.8

山 の ふ る さ と 村 管 理
運 営 事 業 特 別 会 計

1     165,565     141,987   85.8 　   74,281   44.9

国 民 健 康 保 険
特 別 会 計

1     813,638     321,645   39.5     290,191   35.7

後 期 高 齢 者 医 療
特 別 会 計

1     237,875      90,640   38.1      72,995   30.7

介 護 保 険 特 別 会 計 1     893,006     445,231   49.9     335,434   37.6

下 水 道 事 業 特 別 会 計 0   　713,000     313,011   43.9     233,736   32.8

病 院

事 業

会 計

収 益 的 収 支 0     501,000     127,691   25.5     213,041   42.5

資 本 的 収 入 0      98,800  　　     0    0.0 - -
資 本 的 支 出 0     104,312 - -       2,763    2.6

《一般会計 歳入・歳出の状況》 
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22

１

３

５

　
　８

10

　
　13

15

　
　18

20

　
　23

25

　
　28

30

　
　33

35

　
　38

40

　
　43

45

　
　48

50

　
　53

55

　
　58

60

62

No.828 令和 4年 12 月 5 日広 報 お く た ま

令 和 ４ 年 度 上 半 期 　 財 政 事 情 の 公 表

　町では、町民みなさんに、町の財政事情を年２回、お知らせしています。

　今回は、令和４年度上半期（４～９月分）です。

　各表は、各会計の財政運営の状況、町の財産と借入金の状況です。予算の執行状況については、各会

計ほぼ順調であると言えます。

《各会計の予算執行状況》

区　　　　　　　分
補正の
回　数

予 算 現 額
歳　　　　入 歳　　　　出

収入済額 収入率 支出済額 執行率

一 般 会 計 2
        千円

  7,520,360
        千円 

　3,155,107

％

  42.0

           千円       
　2,261,821

％

  30.1

都 民 の 森 管 理 運 営
事 業 特 別 会 計

1      84,140      49,717   59.1 　　 29,271   34.8

山 の ふ る さ と 村 管 理
運 営 事 業 特 別 会 計

1     165,565     141,987   85.8 　   74,281   44.9

国 民 健 康 保 険
特 別 会 計

1     813,638     321,645   39.5     290,191   35.7

後 期 高 齢 者 医 療
特 別 会 計

1     237,875      90,640   38.1      72,995   30.7

介 護 保 険 特 別 会 計 1     893,006     445,231   49.9     335,434   37.6

下 水 道 事 業 特 別 会 計 0   　713,000     313,011   43.9     233,736   32.8

病 院

事 業

会 計

収 益 的 収 支 0     501,000     127,691   25.5     213,041   42.5

資 本 的 収 入 0      98,800  　　     0    0.0 - -
資 本 的 支 出 0     104,312 - -       2,763    2.6

《一般会計 歳入・歳出の状況》 

《次ページへ続く》

財
政
事
情
公
表

2663

1983

667

635
392

378

149

116

29

508

625

1387

486

5

392

25

68

63

0

104

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

都 支 出 金
地方交付税
町 税
諸 収 入
繰 越 金
国庫支出金

使用料及び手数料
地方消費税交付金

町 債
そ の 他

歳入 収入率 41.5％
予算現額
収入済額

1300

1293

1170

1037

763

688

509

305

131

833

434

265

491

163

253

209

209

93

0

354

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

土 木 費
総 務 費
民 生 費
農林水産業費
教 育 費
衛 生 費
商 工 費
消 防 費
災害復旧費
そ の 他

歳出 執行率31.0％
予算現額
支出済額

75億20百万円
31億55百万円

75億20百万円
22億62百万円

（単位：百万円）（単位：百万円）

22

１

３

５

　
　８

10

　
　13

15

　
　18

20

　
　23

25

　
　28

30

　
　33

35

　
　38

40

　
　43

45

　
　48

50

　
　53

55

　
　58

60

62

No.828 令和 4年 12 月 5 日広 報 お く た ま

令 和 ４ 年 度 上 半 期 　 財 政 事 情 の 公 表

　町では、町民みなさんに、町の財政事情を年２回、お知らせしています。

　今回は、令和４年度上半期（４～９月分）です。

　各表は、各会計の財政運営の状況、町の財産と借入金の状況です。予算の執行状況については、各会

計ほぼ順調であると言えます。

《各会計の予算執行状況》

区　　　　　　　分
補正の
回　数

予 算 現 額
歳　　　　入 歳　　　　出

収入済額 収入率 支出済額 執行率

一 般 会 計 2
        千円

  7,520,360
        千円 

　3,155,107

％

  42.0

           千円       
　2,261,821

％

  30.1

都 民 の 森 管 理 運 営
事 業 特 別 会 計

1      84,140      49,717   59.1 　　 29,271   34.8

山 の ふ る さ と 村 管 理
運 営 事 業 特 別 会 計

1     165,565     141,987   85.8 　   74,281   44.9

国 民 健 康 保 険
特 別 会 計

1     813,638     321,645   39.5     290,191   35.7

後 期 高 齢 者 医 療
特 別 会 計

1     237,875      90,640   38.1      72,995   30.7

介 護 保 険 特 別 会 計 1     893,006     445,231   49.9     335,434   37.6

下 水 道 事 業 特 別 会 計 0   　713,000     313,011   43.9     233,736   32.8

病 院

事 業

会 計

収 益 的 収 支 0     501,000     127,691   25.5     213,041   42.5

資 本 的 収 入 0      98,800  　　     0    0.0 - -
資 本 的 支 出 0     104,312 - -       2,763    2.6

《一般会計 歳入・歳出の状況》 
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No.828 2022 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

《町の借入金》

〔一般会計〕　　　  　　　　　　　 （単位：千円） 〔下水道事業特別会計〕　　　     （単位：千円）

区　　　　分 借入金現在高 前年度比較

総 務 債 13,994 0

民 生 債 　 　　11,110 0

衛 生 債     1,622 0

農 林 水 産 業 債 　 0 0

商 工 債    612 0

土 木 債 　11,883 0

消 防 債 　0  0

教 育 債 　 44,146 0

住 民 税 等 減 税
補 て ん 債

   5,587 △ 1,256

臨時財政対策債 1,640,795 △ 93,273

減 収 補 て ん 債 3,502 0

合 計 1,733,251 △ 94,529

区　　　　分 借入金現在高 前年度比較

下水道整備事業債
（小河内処理区）

271,153 △ 30,635

下水道整備事業債
（奥多摩処理区）

2,550,571 △ 116,689

浄化槽市町村整備
推進事業債　　　

51,527 △ 1,852

合　　　　計 2,873,251 △ 149,176

《町の財産》           　    （単位：㎡）

◎住民一人当たり借入額　３６１，３２０円

　＊令和４年９月３０日現在の人口４，７９７人

　　で除した額

区　　　　分 土　地 建　物

行

政

財  

産

庁 舎  950 2,704

警 察 消 防 施 設 897 1,169

小・ 中 学 校 44,629 13,069

公 営 住 宅 12,492 8,251

公 園  1,049 34

そ の 他 の 施 設 198,875 31,720

計 258,892 56,947

普 通 財 産 10,629,717 15,048

合 　　　計 10,888,609 71,995
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No.828 2022 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

《町の借入金》

〔一般会計〕　　　  　　　　　　　 （単位：千円） 〔下水道事業特別会計〕　　　     （単位：千円）

区　　　　分 借入金現在高 前年度比較
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No.828 2022 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

《町の借入金》

〔一般会計〕　　　  　　　　　　　 （単位：千円） 〔下水道事業特別会計〕　　　     （単位：千円）
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No.828 2022 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

～
令
和
４
年
10
月
31
日
現
在
、

青
梅
警
察
署
管
内
の
特
殊
詐
欺

被
害
～

特
殊
詐
欺
の
被
害
が
８
件

発
生
し
て
お
り
、
被
害
額
は

１
８
６
６
万
５
千
円
で
す
。

特
殊
詐
欺
の
未
然
防
止
件
数

は
８
件
、
被
害
防
止
金
額
は

47
万
５
０
０
０
円
で
す
。

【
青
梅
警
察
を
騙
っ
た
詐
欺
の

電
話
が
増
え
て
い
ま
す
】

青
梅
警
察
の
警
察
官
を
名
乗

り
、「
犯
人
を
捕
ま
え
た
ら
あ

な
た
の
名
前
が
載
っ
た
名
簿
を

持
っ
て
い
ま
し
た
」「
あ
な
た

名
義
の
カ
ー
ド
を
使
っ
て
お
金

を
下
ろ
そ
う
と
し
た
犯
人
を
捕

ま
え
て
い
ま
す
」
な
ど
と
言
っ

て
お
金
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

を
だ
ま
し
取
ろ
う
と
す
る
詐
欺

の
電
話
が
増
え
て
い
ま
す
。

警
察
や
役
所
の
職
員
を
名
乗

る
電
話
に
は
、「
所
属
・
名
前
」

を
聞
い
て
折
り
返
す
旨
を
伝
え

て
す
ぐ
に
電
話
を
切
っ
て
く
だ

さ
い
。

▼
青
梅
警
察
署

か
ら
お
知
ら
せ
▲

関
係
機
関
お
知
ら
せ

奥
多
摩
病
院

警
察
や
役
所
か
ら
の
電
話
か

ど
う
か
判
断
の
付
か
な
い
場
合

に
も
ま
ず
は
一
旦
電
話
を
切
っ

て
、警
察
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

詐
欺
犯
人
は
１
人
で
は
な

く
、

み

な

さ

ん

が

お

金

や

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
用
意
し

た
と
わ
か
る
と
す
ぐ
に
近
く
に

待
機
さ
せ
て
い
た
別
の
詐
欺
犯

人
を
自
宅
に
向
か
わ
せ
ま
す
。

そ
の
た
め
、
詐
欺
犯
人
は
地

区
ご
と
に
ま
と
め
て
電
話
を
か

け
て
く
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

青
梅
市
・
奥
多
摩
町
に
連
続

し
て
詐
欺
の
電
話
が
か
か
っ
て

き
て
い
る
状
況
が
判
明
し
た
場

合
に
は
、
青
梅
警
察
署
か
ら

メ
ー
ル
で
お
知
ら
せ
を
し
て
い

ま
す
。

「
メ
ー
ル
け
い
し
ち
ょ
う
」

も
し
く
は
防
犯
ア
プ
リ
「
Ｄ
ｉ

ｇ
ｉ
Ｐ
ｏ
ｌ
ｉ
ｃ
ｅ
（
デ
ジ
ポ

リ
ス
）」
を
登
録
・
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
て
い
た
だ
き
、
ご
家
族
や

ご
親
戚
へ
注
意
喚
起
の
ご
協
力

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

登
録
方
法
な
ど
不
明
な
点

は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
不
審
な
電
話
が
か

【
都
税
に
つ
い
て
】

☆
納
期
内
納
税
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

都
と
町
で
は
、
安
定
し
た
税

収
確
保
と
納
税
の
公
平
性
確
保

を
目
指
し
て
、
12
月
の
「
オ
ー

ル
東
京
滞
納
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
強
化
月

間
」
の
期
間
中
、
都
と
町
が
連

携
し
て
、
納
期
内
納
税
の
取
り

組
み
を
推
進
し
て
お
り
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
主
税
局
徴

収
部
個
人
都
民
税
対
策
課

☎
０
３
（
５
３
８
８
）
３
０
３
９

☆
年
末
年
始
に
お
け
る

　
　
　窓
口
業
務
の
ご
案
内

都
税
事
務
所
、
都
税
支
所
・

支
庁
、
都
税
総
合
事
務
セ
ン

タ
ー
、
自
動
車
税
事
務
所
で
の

都
税
の
申
告
・
納
税
・
証
明
書

な
ど
の
発
行
は
、
年
末
は
12
月

28
日
（
水
）
ま
で
、
年
始
は
１

【
東
京
し
ご
と

　
　セ

ン
タ
ー
多
摩
】

イ
ベ
ン
ト
の
他
、
様
々
な

就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー
や
プ
ロ

グ
ラ
ム
、
オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ

ナ
ー
、
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
な
ど
も
実
施
し
て
い

ま
す
。

詳
細
は
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
を
参
照

か
っ
て
き
た
際
に
は
１
１
０
番

通
報
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
警
察

署
防
犯
係

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

   

☎
22
‐
０
１
１
０

　
　
　
　
　
　
内
線
２
１
６
２

月
４
日
（
水
）
か
ら
と
な
り
ま

す
。12

月
29
日
（
木
）
か
ら
１
月

３
日
（
火
）
ま
で
の
間
に
申
告

書
・
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合

は
、
都
税
事
務
所
や
都
税
支
所

に
設
置
し
て
い
る
「
申
告
書
等

受
箱
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
八
王
子
都

税
事
務
所

☎
０
４
２
（
６
４
４
）
１
１
１
１

１２月の休日・全夜間　担当医療機関（救急患者に限ります）

奥 多 摩 病 院
≪診療時間≫

　●平日外来（月～金）午前9時～ ・【受付時間】午前8時～11時30分

　〇午後診療（月曜日・火曜日・水曜日）午後2時30分～3時30分

　　＊内科診療のみ・前日までに要予約

　〇小児予防接種（同上）午後3時30分～4時30分

　　＊予約希望日の１週間前までに要予約

　　【予約受付】平日の午後1時～4時30分・電話または窓口

≪峰谷診療所≫

　○毎週火曜日　　　 午後2時～3時（整形外科）

　○毎月３回金曜日（内1回は訪問診療）午後2時30分～3時30分（内科）

≪日原診療所≫

　○毎月３回木曜日　 午後2時～3時（内科）

　〇木曜日（４週に１回）　午後1時30分～2時30分（整形外科）

◆受付時間外の診療も事前に電話連絡をお願いします。

　☎０４２８-８３-２１４５（代表）　

　奥多摩病院ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.okutama.tokyo.jp/gyose/

　　　　　　　　　　 kakuka/ka/biyouin.html

  ■禁煙外来（予約制）：禁煙をご希望の方は、ご利用ください。
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No.828 令和 4年 12 月 5 日広 報 お く た ま

年
末
年
始
業
務

ご
寄
付

ご
寄
付
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

葬
祭
費
の
一
部
を
福
祉
の
た
め

に１
万
円

堀
口

●
男

様

　
　
　（
海

沢
）

５
万
円

舟
山
　
　
　
進

様

（
川

井
）

年
末
年
始
業
務

☆
町
役
場
関
係
施
設
の
年
末
年

始
の
業
務
日
程
は
、
15
・
16
ペ

ー
ジ
（
両
面
）
の
カ
レ
ン
ダ
ー

を
参
照
く
だ
さ
い
。

◎
戸
籍
の
届
け
出

出
生
、
死
亡
、
婚
姻
な
ど
の

戸
籍
に
関
す
る
届
け
出
は
休
み

中
で
も
受
付
け
ま
す
。

役
場
宿
日
直
室
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

そ
の
他
、
業
務
に
関
す
る
問

い
合
わ
せ
も
宿
日
直
室
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

○
役
場
宿
日
直
室

　
　
　
　
　☎
83-

２
１
１
１

◎
ご
み
収
集

収
集
は
、
ご
み
カ
レ
ン
ダ
ー

の
と
お
り
収
集
し
ま
す
。

ま
た
、
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

へ
の
持
ち
込
み
の
受
付
け
は
、

つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
。

・
年
末

12
月
28
日
（
水
）

　
　
　
　
　
　
午
後
３
時
ま
で

・
年
始

１
月
４
日
（
水
）
か
ら

役
場
本
庁
舎
は

年
末
12
月
28
日
（
水
）
ま
で

　
　
　
　
　
　
　年
始
１
月
４
日
（
水
）
か
ら

◎
し
尿
く
み
取
り

・
年
末

12
月
28
日
（
水
）

　
　
　
　
　
　
　
　
正
午
ま
で

＊
年
末
申
し
込
み
は
、
12
月
23

日
（
金
）
ま
で

・
年
始

１
月
６
日
（
金
）
か
ら

◎
下
水
道
・
浄
化
槽
事
業

町
が
管
理
す
る
下
水
道
（
公

共
ま
す
か
ら
下
水
道
本
管
）
・

合
併
処
理
浄
化
槽
（
浄
化
槽
本

体
宅
内
側
の
１
個
目
の
ま
す
か

ら
放
流
先
ま
で
）
に
異
常
が
あ

っ
た
と
き
は
、
役
場
宿
日
直
室

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

な
お
、
排
水
設
備
（
公
共
ま

す
か
ら
宅
内)

の
故
障
な
ど

は
、
指
定
下
水
道
工
事
店
で
修

理
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
会
計
室

納
税
、
口
座
振
替
の
手
続
き

な
ど
に
つ
い
て
は
、
12
月
28
日

（
水
）ま
で
金
融
機
関（
役
場
内
）

を
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

◎
防
災
行
政
無
線
放
送
業
務

年
内
の
放
送
は
、
12
月
28
日

（
水
）
午
後
６
時
45
分
で
終
了

し
、
放
送
原
稿
は
、
21
日
（
水
）

正
午
で
締
め
切
り
ま
す
。

な
お
、
防
災
行
政
無
線
戸
別

受
信
機
な
ど
の
故
障
は
役
場
宿

日
直
室
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
古
里
出
張
所

（
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
）

・
年
末

12
月
28
日
（
水
）
ま
で

・
年
始

１
月
４
日
（
水
）
か
ら

◎
奥
多
摩
温
泉

も
え
ぎ
の
湯

・
年
末

12
月
31
日
（
土
）
午
後
５

時
ま
で（
受
付
終
了
は
午
後
４
時)

・
年
始

１
月
１
日
（
日
）
か
ら

（
３
日
（
火
）
は
営
業
、
４
日
（
水
）

が
振
替
休
館
）

＊
定
休
日

12
月
か
ら
２
月
は
月

曜
日
と
火
曜
日
。
３
月
か
ら
は
月

曜
日
。
該
当
日
が
祝
日
の
場
合
は
、

翌
日
が
定
休
日
と
な
り
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
も
え
ぎ
の
湯

　
　
　
　
　
　
☎
82
‐
７
７
７
０

西秋川衛生組合から

年末年始の持ち込みごみ受入れのお知らせ

　年末年始は、大変混雑が予想されます。ごみ収集車との混乱を避ける

ため、つぎのとおり受入れを行いますので、みなさんのご理解、ご協力

をお願いします。

　〔年　末〕１２月２８日（水）午後４時まで

　〔年　始〕 　１月　６日（金）午前９時から

　持ち込みができるのは、可燃・不燃・粗大ごみで、それぞれを分別し

て持ち込んでください。（資源や有害ごみ、事業所のごみなどは、持ち

込むことができません。）

＊詳細は西秋川衛生組合ホームページ（http://www.nishiakigawa.or.jp/）

　または直接電話でお問い合わせください。

※問い合わせは、

　西秋川衛生組合　☎０４２（５９６）４４１８（平日のみ）

㈱たかお環境サービス　☎０４２（５１９）９３６２ （土日・年末年始）

財
政
運
営
資
金
の
一
端
と
し
て

10
万
円

師
岡
　
　
智

様

　
　
　
　
　
　
　
　（
川

井
）
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業
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・
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ー
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（
両
面
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の
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レ
ン
ダ
ー

を
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だ
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い
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届
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出
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、
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亡
、
婚
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な
ど
の

戸
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に
関
す
る
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出
は
休
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中
で
も
受
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す
。
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場
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日
直
室
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さ
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そ
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に
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問
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合
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日
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へ
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だ
さ
い
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◎
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収
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と
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す
。

ま
た
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す
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４
日
（
水
）
か
ら

役
場
本
庁
舎
は
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28
日
（
水
）
ま
で

　
　
　
　
　
　
　年
始
１
月
４
日
（
水
）
か
ら

◎
し
尿
く
み
取
り

・
年
末

12
月
28
日
（
水
）

　
　
　
　
　
　
　
　
正
午
ま
で

＊
年
末
申
し
込
み
は
、
12
月
23

日
（
金
）
ま
で

・
年
始

１
月
６
日
（
金
）
か
ら

◎
下
水
道
・
浄
化
槽
事
業

町
が
管
理
す
る
下
水
道
（
公

共
ま
す
か
ら
下
水
道
本
管
）
・

合
併
処
理
浄
化
槽
（
浄
化
槽
本

体
宅
内
側
の
１
個
目
の
ま
す
か

ら
放
流
先
ま
で
）
に
異
常
が
あ

っ
た
と
き
は
、
役
場
宿
日
直
室

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

な
お
、
排
水
設
備
（
公
共
ま

す
か
ら
宅
内)

の
故
障
な
ど

は
、
指
定
下
水
道
工
事
店
で
修

理
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
会
計
室

納
税
、
口
座
振
替
の
手
続
き

な
ど
に
つ
い
て
は
、
12
月
28
日

（
水
）ま
で
金
融
機
関（
役
場
内
）

を
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

◎
防
災
行
政
無
線
放
送
業
務

年
内
の
放
送
は
、
12
月
28
日

（
水
）
午
後
６
時
45
分
で
終
了

し
、
放
送
原
稿
は
、
21
日
（
水
）

正
午
で
締
め
切
り
ま
す
。

な
お
、
防
災
行
政
無
線
戸
別

受
信
機
な
ど
の
故
障
は
役
場
宿

日
直
室
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
古
里
出
張
所

（
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
）

・
年
末

12
月
28
日
（
水
）
ま
で

・
年
始

１
月
４
日
（
水
）
か
ら

◎
奥
多
摩
温
泉

も
え
ぎ
の
湯

・
年
末

12
月
31
日
（
土
）
午
後
５

時
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終
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日
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日
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日
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）

が
振
替
休
館
）

＊
定
休
日

12
月
か
ら
２
月
は
月

曜
日
と
火
曜
日
。
３
月
か
ら
は
月

曜
日
。
該
当
日
が
祝
日
の
場
合
は
、

翌
日
が
定
休
日
と
な
り
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
も
え
ぎ
の
湯
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西秋川衛生組合から

年末年始の持ち込みごみ受入れのお知らせ

　年末年始は、大変混雑が予想されます。ごみ収集車との混乱を避ける

ため、つぎのとおり受入れを行いますので、みなさんのご理解、ご協力

をお願いします。

　〔年　末〕１２月２８日（水）午後４時まで

　〔年　始〕 　１月　６日（金）午前９時から

　持ち込みができるのは、可燃・不燃・粗大ごみで、それぞれを分別し

て持ち込んでください。（資源や有害ごみ、事業所のごみなどは、持ち

込むことができません。）

＊詳細は西秋川衛生組合ホームページ（http://www.nishiakigawa.or.jp/）

　または直接電話でお問い合わせください。

※問い合わせは、

　西秋川衛生組合　☎０４２（５９６）４４１８（平日のみ）
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年
末
年
始
業
務

ご
寄
付

ご
寄
付
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

葬
祭
費
の
一
部
を
福
祉
の
た
め

に１
万
円

堀
口

●
男

様

　
　
　（
海

沢
）

５
万
円

舟
山
　
　
　
進

様

（
川

井
）

年
末
年
始
業
務

☆
町
役
場
関
係
施
設
の
年
末
年

始
の
業
務
日
程
は
、
15
・
16
ペ

ー
ジ
（
両
面
）
の
カ
レ
ン
ダ
ー

を
参
照
く
だ
さ
い
。

◎
戸
籍
の
届
け
出

出
生
、
死
亡
、
婚
姻
な
ど
の

戸
籍
に
関
す
る
届
け
出
は
休
み

中
で
も
受
付
け
ま
す
。

役
場
宿
日
直
室
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

そ
の
他
、
業
務
に
関
す
る
問

い
合
わ
せ
も
宿
日
直
室
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

○
役
場
宿
日
直
室

　
　
　
　
　☎
83-

２
１
１
１

◎
ご
み
収
集

収
集
は
、
ご
み
カ
レ
ン
ダ
ー

の
と
お
り
収
集
し
ま
す
。

ま
た
、
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

へ
の
持
ち
込
み
の
受
付
け
は
、

つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
。

・
年
末

12
月
28
日
（
水
）

　
　
　
　
　
　
午
後
３
時
ま
で

・
年
始

１
月
４
日
（
水
）
か
ら

役
場
本
庁
舎
は

年
末
12
月
28
日
（
水
）
ま
で

　
　
　
　
　
　
　年
始
１
月
４
日
（
水
）
か
ら

◎
し
尿
く
み
取
り

・
年
末

12
月
28
日
（
水
）

　
　
　
　
　
　
　
　
正
午
ま
で

＊
年
末
申
し
込
み
は
、
12
月
23

日
（
金
）
ま
で

・
年
始

１
月
６
日
（
金
）
か
ら

◎
下
水
道
・
浄
化
槽
事
業

町
が
管
理
す
る
下
水
道
（
公

共
ま
す
か
ら
下
水
道
本
管
）
・

合
併
処
理
浄
化
槽
（
浄
化
槽
本

体
宅
内
側
の
１
個
目
の
ま
す
か

ら
放
流
先
ま
で
）
に
異
常
が
あ

っ
た
と
き
は
、
役
場
宿
日
直
室

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

な
お
、
排
水
設
備
（
公
共
ま

す
か
ら
宅
内)

の
故
障
な
ど

は
、
指
定
下
水
道
工
事
店
で
修

理
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
会
計
室

納
税
、
口
座
振
替
の
手
続
き

な
ど
に
つ
い
て
は
、
12
月
28
日

（
水
）ま
で
金
融
機
関（
役
場
内
）

を
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

◎
防
災
行
政
無
線
放
送
業
務

年
内
の
放
送
は
、
12
月
28
日

（
水
）
午
後
６
時
45
分
で
終
了

し
、
放
送
原
稿
は
、
21
日
（
水
）

正
午
で
締
め
切
り
ま
す
。

な
お
、
防
災
行
政
無
線
戸
別

受
信
機
な
ど
の
故
障
は
役
場
宿

日
直
室
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
古
里
出
張
所

（
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
）

・
年
末

12
月
28
日
（
水
）
ま
で

・
年
始

１
月
４
日
（
水
）
か
ら

◎
奥
多
摩
温
泉

も
え
ぎ
の
湯

・
年
末

12
月
31
日
（
土
）
午
後
５

時
ま
で（
受
付
終
了
は
午
後
４
時)

・
年
始

１
月
１
日
（
日
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か
ら

（
３
日
（
火
）
は
営
業
、
４
日
（
水
）

が
振
替
休
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）

＊
定
休
日

12
月
か
ら
２
月
は
月

曜
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と
火
曜
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。
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月
か
ら
は
月

曜
日
。
該
当
日
が
祝
日
の
場
合
は
、

翌
日
が
定
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と
な
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ま
す
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は
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も
え
ぎ
の
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～
令
和
４
年
10
月
31
日
現
在
、

青
梅
警
察
署
管
内
の
特
殊
詐
欺

被
害
～

特
殊
詐
欺
の
被
害
が
８
件

発
生
し
て
お
り
、
被
害
額
は

１
８
６
６
万
５
千
円
で
す
。

特
殊
詐
欺
の
未
然
防
止
件
数

は
８
件
、
被
害
防
止
金
額
は

47
万
５
０
０
０
円
で
す
。

【
青
梅
警
察
を
騙
っ
た
詐
欺
の

電
話
が
増
え
て
い
ま
す
】

青
梅
警
察
の
警
察
官
を
名
乗

り
、「
犯
人
を
捕
ま
え
た
ら
あ

な
た
の
名
前
が
載
っ
た
名
簿
を

持
っ
て
い
ま
し
た
」「
あ
な
た

名
義
の
カ
ー
ド
を
使
っ
て
お
金

を
下
ろ
そ
う
と
し
た
犯
人
を
捕

ま
え
て
い
ま
す
」
な
ど
と
言
っ

て
お
金
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

を
だ
ま
し
取
ろ
う
と
す
る
詐
欺

の
電
話
が
増
え
て
い
ま
す
。

警
察
や
役
所
の
職
員
を
名
乗

る
電
話
に
は
、「
所
属
・
名
前
」

を
聞
い
て
折
り
返
す
旨
を
伝
え

て
す
ぐ
に
電
話
を
切
っ
て
く
だ

さ
い
。

▼
青
梅
警
察
署

か
ら
お
知
ら
せ
▲

関
係
機
関
お
知
ら
せ

奥
多
摩
病
院

警
察
や
役
所
か
ら
の
電
話
か

ど
う
か
判
断
の
付
か
な
い
場
合

に
も
ま
ず
は
一
旦
電
話
を
切
っ

て
、警
察
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

詐
欺
犯
人
は
１
人
で
は
な

く
、

み

な

さ

ん

が

お

金

や

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
用
意
し

た
と
わ
か
る
と
す
ぐ
に
近
く
に

待
機
さ
せ
て
い
た
別
の
詐
欺
犯

人
を
自
宅
に
向
か
わ
せ
ま
す
。

そ
の
た
め
、
詐
欺
犯
人
は
地

区
ご
と
に
ま
と
め
て
電
話
を
か

け
て
く
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

青
梅
市
・
奥
多
摩
町
に
連
続

し
て
詐
欺
の
電
話
が
か
か
っ
て

き
て
い
る
状
況
が
判
明
し
た
場

合
に
は
、
青
梅
警
察
署
か
ら

メ
ー
ル
で
お
知
ら
せ
を
し
て
い

ま
す
。

「
メ
ー
ル
け
い
し
ち
ょ
う
」

も
し
く
は
防
犯
ア
プ
リ
「
Ｄ
ｉ

ｇ
ｉ
Ｐ
ｏ
ｌ
ｉ
ｃ
ｅ
（
デ
ジ
ポ

リ
ス
）」
を
登
録
・
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
て
い
た
だ
き
、
ご
家
族
や

ご
親
戚
へ
注
意
喚
起
の
ご
協
力

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

登
録
方
法
な
ど
不
明
な
点

は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
不
審
な
電
話
が
か

【
都
税
に
つ
い
て
】

☆
納
期
内
納
税
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

都
と
町
で
は
、
安
定
し
た
税

収
確
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日
（
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）
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で
の
間
に
申
告

書
・
申
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書
を
提
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す
る
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合

は
、
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や
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に
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置
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「
申
告
書
等
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１２月の休日・全夜間　担当医療機関（救急患者に限ります）

奥 多 摩 病 院
≪診療時間≫

　●平日外来（月～金）午前9時～ ・【受付時間】午前8時～11時30分

　〇午後診療（月曜日・火曜日・水曜日）午後2時30分～3時30分

　　＊内科診療のみ・前日までに要予約

　〇小児予防接種（同上）午後3時30分～4時30分

　　＊予約希望日の１週間前までに要予約

　　【予約受付】平日の午後1時～4時30分・電話または窓口

≪峰谷診療所≫

　○毎週火曜日　　　 午後2時～3時（整形外科）

　○毎月３回金曜日（内1回は訪問診療）午後2時30分～3時30分（内科）

≪日原診療所≫

　○毎月３回木曜日　 午後2時～3時（内科）

　〇木曜日（４週に１回）　午後1時30分～2時30分（整形外科）

◆受付時間外の診療も事前に電話連絡をお願いします。

　☎０４２８-８３-２１４５（代表）　

　奥多摩病院ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.okutama.tokyo.jp/gyose/

　　　　　　　　　　 kakuka/ka/biyouin.html

  ■禁煙外来（予約制）：禁煙をご希望の方は、ご利用ください。
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現
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、

青
梅
警
察
署
管
内
の
特
殊
詐
欺

被
害
～

特
殊
詐
欺
の
被
害
が
８
件

発
生
し
て
お
り
、
被
害
額
は

１
８
６
６
万
５
千
円
で
す
。

特
殊
詐
欺
の
未
然
防
止
件
数

は
８
件
、
被
害
防
止
金
額
は

47
万
５
０
０
０
円
で
す
。

【
青
梅
警
察
を
騙
っ
た
詐
欺
の

電
話
が
増
え
て
い
ま
す
】

青
梅
警
察
の
警
察
官
を
名
乗

り
、「
犯
人
を
捕
ま
え
た
ら
あ

な
た
の
名
前
が
載
っ
た
名
簿
を

持
っ
て
い
ま
し
た
」「
あ
な
た

名
義
の
カ
ー
ド
を
使
っ
て
お
金

を
下
ろ
そ
う
と
し
た
犯
人
を
捕

ま
え
て
い
ま
す
」
な
ど
と
言
っ

て
お
金
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

を
だ
ま
し
取
ろ
う
と
す
る
詐
欺

の
電
話
が
増
え
て
い
ま
す
。

警
察
や
役
所
の
職
員
を
名
乗

る
電
話
に
は
、「
所
属
・
名
前
」

を
聞
い
て
折
り
返
す
旨
を
伝
え

て
す
ぐ
に
電
話
を
切
っ
て
く
だ

さ
い
。
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関
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機
関
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摩
病
院

警
察
や
役
所
か
ら
の
電
話
か

ど
う
か
判
断
の
付
か
な
い
場
合

に
も
ま
ず
は
一
旦
電
話
を
切
っ

て
、警
察
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

詐
欺
犯
人
は
１
人
で
は
な

く
、

み

な

さ

ん

が

お

金

や

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
用
意
し

た
と
わ
か
る
と
す
ぐ
に
近
く
に

待
機
さ
せ
て
い
た
別
の
詐
欺
犯

人
を
自
宅
に
向
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わ
せ
ま
す
。

そ
の
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め
、
詐
欺
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は
地
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ご
と
に
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と
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電
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を
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傾
向
が
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り
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す
。
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市
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に
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し
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詐
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の
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が
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る
状
況
が
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明
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た
場
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に
は
、
青
梅
警
察
署
か
ら

メ
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ル
で
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を
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け
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し
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の
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ま
で
の
間
に
申
告

書
・
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合

は
、
都
税
事
務
所
や
都
税
支
所

に
設
置
し
て
い
る
「
申
告
書
等

受
箱
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
八
王
子
都

税
事
務
所

☎
０
４
２
（
６
４
４
）
１
１
１
１

１２月の休日・全夜間　担当医療機関（救急患者に限ります）

奥 多 摩 病 院
≪診療時間≫

　●平日外来（月～金）午前9時～ ・【受付時間】午前8時～11時30分

　〇午後診療（月曜日・火曜日・水曜日）午後2時30分～3時30分

　　＊内科診療のみ・前日までに要予約

　〇小児予防接種（同上）午後3時30分～4時30分

　　＊予約希望日の１週間前までに要予約

　　【予約受付】平日の午後1時～4時30分・電話または窓口

≪峰谷診療所≫

　○毎週火曜日　　　 午後2時～3時（整形外科）

　○毎月３回金曜日（内1回は訪問診療）午後2時30分～3時30分（内科）

≪日原診療所≫

　○毎月３回木曜日　 午後2時～3時（内科）

　〇木曜日（４週に１回）　午後1時30分～2時30分（整形外科）

◆受付時間外の診療も事前に電話連絡をお願いします。

　☎０４２８-８３-２１４５（代表）　

　奥多摩病院ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.okutama.tokyo.jp/gyose/

　　　　　　　　　　 kakuka/ka/biyouin.html

  ■禁煙外来（予約制）：禁煙をご希望の方は、ご利用ください。
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～
令
和
４
年
10
月
31
日
現
在
、

青
梅
警
察
署
管
内
の
特
殊
詐
欺

被
害
～

特
殊
詐
欺
の
被
害
が
８
件

発
生
し
て
お
り
、
被
害
額
は

１
８
６
６
万
５
千
円
で
す
。

特
殊
詐
欺
の
未
然
防
止
件
数

は
８
件
、
被
害
防
止
金
額
は

47
万
５
０
０
０
円
で
す
。

【
青
梅
警
察
を
騙
っ
た
詐
欺
の

電
話
が
増
え
て
い
ま
す
】

青
梅
警
察
の
警
察
官
を
名
乗

り
、「
犯
人
を
捕
ま
え
た
ら
あ

な
た
の
名
前
が
載
っ
た
名
簿
を

持
っ
て
い
ま
し
た
」「
あ
な
た

名
義
の
カ
ー
ド
を
使
っ
て
お
金

を
下
ろ
そ
う
と
し
た
犯
人
を
捕

ま
え
て
い
ま
す
」
な
ど
と
言
っ

て
お
金
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

を
だ
ま
し
取
ろ
う
と
す
る
詐
欺

の
電
話
が
増
え
て
い
ま
す
。

警
察
や
役
所
の
職
員
を
名
乗

る
電
話
に
は
、「
所
属
・
名
前
」

を
聞
い
て
折
り
返
す
旨
を
伝
え

て
す
ぐ
に
電
話
を
切
っ
て
く
だ

さ
い
。

▼
青
梅
警
察
署

か
ら
お
知
ら
せ
▲

関
係
機
関
お
知
ら
せ

奥
多
摩
病
院

警
察
や
役
所
か
ら
の
電
話
か

ど
う
か
判
断
の
付
か
な
い
場
合

に
も
ま
ず
は
一
旦
電
話
を
切
っ

て
、警
察
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

詐
欺
犯
人
は
１
人
で
は
な

く
、

み

な

さ

ん

が

お

金

や

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
用
意
し

た
と
わ
か
る
と
す
ぐ
に
近
く
に

待
機
さ
せ
て
い
た
別
の
詐
欺
犯

人
を
自
宅
に
向
か
わ
せ
ま
す
。

そ
の
た
め
、
詐
欺
犯
人
は
地

区
ご
と
に
ま
と
め
て
電
話
を
か

け
て
く
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

青
梅
市
・
奥
多
摩
町
に
連
続

し
て
詐
欺
の
電
話
が
か
か
っ
て

き
て
い
る
状
況
が
判
明
し
た
場

合
に
は
、
青
梅
警
察
署
か
ら

メ
ー
ル
で
お
知
ら
せ
を
し
て
い

ま
す
。

「
メ
ー
ル
け
い
し
ち
ょ
う
」

も
し
く
は
防
犯
ア
プ
リ
「
Ｄ
ｉ

ｇ
ｉ
Ｐ
ｏ
ｌ
ｉ
ｃ
ｅ
（
デ
ジ
ポ

リ
ス
）」
を
登
録
・
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
て
い
た
だ
き
、
ご
家
族
や

ご
親
戚
へ
注
意
喚
起
の
ご
協
力

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

登
録
方
法
な
ど
不
明
な
点

は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
不
審
な
電
話
が
か

【
都
税
に
つ
い
て
】

☆
納
期
内
納
税
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

都
と
町
で
は
、
安
定
し
た
税

収
確
保
と
納
税
の
公
平
性
確
保

を
目
指
し
て
、
12
月
の
「
オ
ー

ル
東
京
滞
納
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
強
化
月

間
」
の
期
間
中
、
都
と
町
が
連

携
し
て
、
納
期
内
納
税
の
取
り

組
み
を
推
進
し
て
お
り
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
主
税
局
徴

収
部
個
人
都
民
税
対
策
課

☎
０
３
（
５
３
８
８
）
３
０
３
９

☆
年
末
年
始
に
お
け
る

　
　
　窓
口
業
務
の
ご
案
内

都
税
事
務
所
、
都
税
支
所
・

支
庁
、
都
税
総
合
事
務
セ
ン

タ
ー
、
自
動
車
税
事
務
所
で
の

都
税
の
申
告
・
納
税
・
証
明
書

な
ど
の
発
行
は
、
年
末
は
12
月

28
日
（
水
）
ま
で
、
年
始
は
１

【
東
京
し
ご
と

　
　セ

ン
タ
ー
多
摩
】

イ
ベ
ン
ト
の
他
、
様
々
な

就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー
や
プ
ロ

グ
ラ
ム
、
オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ

ナ
ー
、
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
な
ど
も
実
施
し
て
い

ま
す
。

詳
細
は
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
を
参
照

か
っ
て
き
た
際
に
は
１
１
０
番

通
報
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
警
察

署
防
犯
係
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１
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日
（
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）
ま
で
の
間
に
申
告

書
・
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合

は
、
都
税
事
務
所
や
都
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支
所

に
設
置
し
て
い
る
「
申
告
書
等

受
箱
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
八
王
子
都

税
事
務
所
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１
１
１
１

１２月の休日・全夜間　担当医療機関（救急患者に限ります）

奥 多 摩 病 院
≪診療時間≫

　●平日外来（月～金）午前9時～ ・【受付時間】午前8時～11時30分

　〇午後診療（月曜日・火曜日・水曜日）午後2時30分～3時30分

　　＊内科診療のみ・前日までに要予約

　〇小児予防接種（同上）午後3時30分～4時30分

　　＊予約希望日の１週間前までに要予約

　　【予約受付】平日の午後1時～4時30分・電話または窓口

≪峰谷診療所≫

　○毎週火曜日　　　 午後2時～3時（整形外科）

　○毎月３回金曜日（内1回は訪問診療）午後2時30分～3時30分（内科）

≪日原診療所≫

　○毎月３回木曜日　 午後2時～3時（内科）

　〇木曜日（４週に１回）　午後1時30分～2時30分（整形外科）

◆受付時間外の診療も事前に電話連絡をお願いします。

　☎０４２８-８３-２１４５（代表）　

　奥多摩病院ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.okutama.tokyo.jp/gyose/

　　　　　　　　　　 kakuka/ka/biyouin.html

  ■禁煙外来（予約制）：禁煙をご希望の方は、ご利用ください。
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１２月の休日・全夜間　担当医療機関（救急患者に限ります）

奥 多 摩 病 院
≪診療時間≫

　●平日外来（月～金）午前9時～ ・【受付時間】午前8時～11時30分

　〇午後診療（月曜日・火曜日・水曜日）午後2時30分～3時30分

　　＊内科診療のみ・前日までに要予約
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≪日原診療所≫

　○毎月３回木曜日　 午後2時～3時（内科）

　〇木曜日（４週に１回）　午後1時30分～2時30分（整形外科）
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No.828 2022 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

関
係
機
関
お
知
ら
せ

●
火
災
予
防
業
務
協
力
者
表
彰

長
年
に
わ
た
り
火
災
予
防
業

務
に
協
力
の
あ
っ
た
団
体
お
よ

び
個
人
に
対
し
て
、
東
京
消
防

庁
予
防
部
長
、企
画
調
整
部
長
、

防
災
部
長
並
び
に
奥
多
摩
消
防

署
長
か
ら
表
彰
状
お
よ
び
感
謝

状
が
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。

受
賞
さ
れ
た
方
々
は
つ
ぎ
の

と
お
り
で
す
。

　
　
　
　
（
敬
称
略
、
順
不
同
）

○
予
防
部
長
感
謝
状

（
火
災
予
防
業
務
協
力
功
労
）

・
青
梅
信
用
金
庫
奥
多
摩
支
店

・
小
河
内
建
設
株
式
会
社

・
有
限
会
社
玉
翠
荘

○
企
画
調
整
部
長
感
謝
状

（
広
報
業
務
協
力
功
労
）

・
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

奥
多
摩
駅

○
防
災
部
長
感
謝
状

（
人
命
安
全
対
策
等
推
進
功
労
）

・
梅
沢
自
治
会

〇
予
防
部
長
表
彰
状

（
優
良
防
火
対
象
物
の
防
火
安

全
の
維
持
に
対
す
る
功
労
）

・
奥
多
摩
の
風
は
と
の
す
荘

○
予
防
部
長
表
彰
状

（
危
険
物
取
扱
者
業
務
適
切
功
労
）

・
小
林

勝
明
（
有
限
会
社
小

林
石
油
）

○
予
防
部
長
表
彰
状

（
防
火
管
理
業
務
適
切
功
労
）

・
杉
村

秀
（
観
光
荘
）

○
奥
多
摩
消
防
署
長
感
謝
状

（
火
災
予
防
業
務
協
力
功
労
）

・
有
限
会
社
小
林
石
油

・
丸
井
亭

・
氷
川
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ

ン・
西
東
京
農
業
協
同
組
合
古
里

支
店

・
獅
子
口
屋

・
島
崎
産
業
株
式
会
社

・
朝
日
建
設
株
式
会
社

・
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
グ

リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
奥
多
摩

・
小
林
商
店

・
弘
美
堂

・
株
式
会
社
小
西
建
設

・
小
池
建
設
株
式
会
社

・
株
式
会
社
消
防
弘
済
会

・
有
限
会
社
鈴
木
電
気
商
会

・
石
田
会
計
事
務
所

・
有
限
会
社
新
島
自
動
車
整
備

工
場

・
宗
教
法
人
リ
ー
ベ
ン
ゼ
ラ
日

本
宣
教
団
奥
多
摩
福
音
の
家

・
有
限
会
社
師
岡
建
材

・
山
鳩

○
奥
多
摩
消
防
署
長
感
謝
状

（
広
報
業
務
協
力
功
労
）

・
奥
多
摩
町
福
祉
会
館

【
奥
多
摩
消
防
署
か
ら
お
知
ら
せ
】

防
災
安
全
功
労
者
表
彰
・
火
災
予
防
業
務
協
力
者
表
彰

●
防
災
安
全
功
労
者
表
彰

11
月
４
日
に
、
奥
多
摩
防
火

防
災
協
会
監
事
の
師
岡
さ
と
子

氏
へ
茂
木
猛
署
長
よ
り
、
令
和

４
年
度
防
災
安
全
功
労
者
表
彰

状
の
伝
達
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

師
岡
氏
は
、
奥
多
摩
防
火
防

災
協
会
監
事
と
し
て
、
長
年
に

わ
た
り
会
の
運
営
と
発
展
に
尽

力
し
、
町
の
安
全
と
安
心
の
た

め
精
力
的
な
広
報
活
動
を
推
進

す
る
な
ど
、
会
の
発
展
に
貢
献

し
た
功
績
が
評
価
さ
れ
、
今
回

の
表
彰
と
な
り
ま
し
た
。

○
奥
多
摩
消
防
署
長
感
謝
状

（
広
報
業
務
協
力
功
労
）

・
奥
多
摩
防
火
女
性
の
会

清
水

多
恵
子
（
会
長
）

・
奥
多
摩
防
火
女
性
の
会

清
水

光
江
（
会
計
理
事
）

・
奥
多
摩
防
火
女
性
の
会

濱
野

宏
美

・
奥
多
摩
防
火
女
性
の
会

原
島

み
ゆ
き

○
奥
多
摩
消
防
署
長
感
謝
状

（
人
命
安
全
対
策
等
推
進
功
労
）

・
小
河
内
自
治
会
川
野
組

○
奥
多
摩
消
防
署
長
表
彰
状

（
危
険
物
取
扱
者
業
務
適
切
功
労
）

・
泉

敦
（
有
限
会
社
井
登
屋

商
店
）

○
奥
多
摩
消
防
署
長
表
彰
状

（
防
火
管
理
業
務
適
切
功
労
）

・
及
川

栄
（
奥
多
摩
も
え
ぎ

の
湯
）

・
島
崎

正
美（
ア
メ
リ
カ
キ
ャ

ン
プ
村
）

・
杉
村

誠
（
花
あ
そ
び
）

・
森
田

哲
哉
（
奥
多
摩
文
化

会
館
）

み
ん
な
の
情
報
局

お
祭
り
お
面
づ
く
り
講
習
会

奥
多
摩
に
古
く
か
ら
伝
わ

る
郷
土
芸
能
を
大
切
に
し
た

い
と
い
う
思
い
か
ら
始
ま
っ

た
講
習
会
で
す
。

「
海
沢
の
お
神
楽
」
の
お
面

な
ど
を
見
本
に
し
、
毎
年
楽

し
く
制
作
に
励
ん
で
い
ま
す
。

ど
な
た
で
も
参
加
、
見
学

で
き
ま
す
。
道
具
も
貸
し
出

し
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

〔
開
催
日
〕
12
月
か
ら
３
月
の

間
の
土
曜
日

全
８
回

〔
参
加
費
〕
１
万
円
（
８
回
分
・

レ
ン
タ
ル
代
含
む
）

〔
時
間
〕
お
問
い
合
わ
せ
下
さ

い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
お
く
た

ま
海
沢
ふ
れ
あ
い
農
園

　
　
　
　☎
85
‐
８
６
８
５
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No.828 令和 4年 12 月 5 日広 報 お く た ま

関
係
機
関
お
知
ら
せ

【ハローワーク青梅】

～急がば学べ・職業訓練のご案内～

スキルアップで就職力アップを目指しませんか？

・事務・ＩＴ・介護・技術など多彩なコース設定

・授業料は無料（テキスト代等のみ自己負担）

・就職までしっかりサポート！

※問い合わせは、ハローワーク青梅　

　　　　　　　　　訓練担当　☎２８－８８０８

【
西
多
摩
保
健
所

か
ら
お
知
ら
せ
】

☆
西
多
摩
地
域
保
健
医
療

協
議
会
委
員
を
募
集
し
ま
す

〔
内
容
〕地
域
の
保
健
医
療
サ
ー

ビ
ス
の
あ
り
方
な
ど
を
検
討
す

る
委
員
を
募
集

〔
対
象
〕
西
多
摩
の
８
市
町
村

の
い
ず
れ
か
に
在
住
の
令
和
５

年
４
月
１
日
時
点
で
18
歳
以
上

の
方
（
都
職
員
お
よ
び
西
多
摩

８
市
町
村
の
職
員
は
除
く
）

〔
定
員
〕
３
名
以
内

〔
任
期
〕
最
長
２
年

（
発
令
通
知
日
か
ら
令
和
７
年

３
月
31
日
ま
で
）

〔
応
募
方
法
〕
１
月
20
日
（
金
）

（
消
印
有
効
）
ま
で
に
、
作
文

（
１
２
０
０
字
以
内
）
と
、
住

所
、
氏
名
、
年
齢
、
性
別
、
職

業
、
電
話
番
号
を
記
載
し
た
も

の
を
送
付
く
だ
さ
い
。

＊
作
文
テ
ー
マ
「
住
民
が
主
体

的
に
健
康
づ
く
り
に
取
り
組
む

た
め
に
、地
域
で
で
き
る
こ
と
」

※
申
し
込
み
、問
い
合
わ
せ
は
、

西
多
摩
保
健
所
企
画
調
整
課
企

画
調
整
担
当
☎
22
‐
６
１
４
１

（
〒
１
９
８
‐
０
０
４
２
青
梅

市
東
青
梅
１
‐
１
６
７
‐
15
）

☆
摂
食
嚥
下
機
能
支
援
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
す

基
調
講
演
に
加
え
、
西
多

摩
保
健
所
お
よ
び
多
摩
立
川

保
健
所
圏
域
市
町
村
内
に
お

け
る
摂
食
嚥
下
機
能
支
援
の

取
組
状
況
に
つ
い
て
情
報
共

有
を
行
い
、
圏
域
住
民
の
皆

さ
ん
と
『
食
べ
る
』
を
考
え

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

〔
テ
ー
マ
〕
「
食
べ
る
を
考
え

る
～
Ｑ
Ｏ
Ｌ
と
栄
養
～
」

〔
日
時
〕
１
月
５
日
（
木
）

午
後
６
時
30
分
～
８
時
30
分

〔
座
長
〕
医
療
法
人
社
団
つ
く

し
会

新
田
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
田

國
夫

氏

〔
講
師
〕
日
本
歯
科
大
学
教
授

口
腔
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

多
摩
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

菊
谷 

 
 

武

氏

〔
方
法
〕
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催

〔
主
催
〕
西
多
摩
保
健
所
、
西

多
摩
立
川
保
健
所

※
問
い
合
わ
せ
は
、
西
多
摩

保
健
所

☎
22
‐
６
１
４
１

ＴＡＭＡ市民塾塾生募集

〔講座内容〕　「木彫～手のひらサイズの猫を作る～」、

　　「仏像東漸ーインドから日本へー」など全１５講座

〔開講期間〕「６か月コース」令和５年４月から９月

〔会場〕多摩交流センター

〔受講料〕４２００円（６回）・８４００円（１２回）

〔申込期限〕１月２０日（金）（当日消印有効）

  ＊詳しくは、塾生募集案内パンフレット、ＴＡＭＡ市

　　民塾ホームページをご覧ください。

※問い合わせは、

　ＴＡＭＡ市民塾　☎０４２（３３５）０１１１

　ホームページ　（https://tama-shimin-juku.com）

西
秋
川
衛
生
組
合
お
よ
び
秋
川
流
域
斎
場
組
合
に
お
け
る

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
の
受
付
け
に
つ
い
て

西
秋
川
衛
生
組
合
お
よ
び

秋
川
流
域
斎
場
組
合
の
一
部

事
務
組
合
に
お
い
て
、
下
記

の
と
お
り
、
令
和
５
年
、
６

年
度
工
事
・
設
計
等
競
争
入

札
参
加
資
格
審
査
申
請
の
受

付
け
を
実
施
し
ま
す
。

〔
期
間
〕
１
月
10
日
（
火
）
か

ら
31
日
（
火
）
ま
で
（
必
着
）

〔
提
出
方
法
〕
郵
送
（
宅
配
便

を
含
む
。
）

〔
提
出
書
類
〕
組
合
独
自
様
式

（
様
式
は
、
各
組
合
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
て
く
だ
さ
い
。
）

※
問
い
合
わ
せ
は
、

・
西
秋
川
衛
生
組
合

☎
０
４
２
（
５
９
６
）
４
４
１
８

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ
（h

t
t
p://

w
w
w
.nis

hia
kig

a
w
a
.o
r.j

p
)

・
秋
川
流
域
斎
場
組
合
（
ひ

の
で
斎
場
）

☎
０
４
２
（
５
９
７
）
２
１
３
１

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ
（h

t
t
p://

w
w
w
.hin

o
d
e
s
aij

o
.j
p
)
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療
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議
会
委
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を
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内
容
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サ
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る
委
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を
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対
象
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の
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町
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の
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ず
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か
に
在
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和
５

年
４
月
１
日
時
点
で
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以
上

の
方
（
都
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員
お
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市
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村
の
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員
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く
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定
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３
名
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内

〔
任
期
〕
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長
２
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（
発
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通
知
日
か
ら
令
和
７
年

３
月
31
日
ま
で
）

〔
応
募
方
法
〕
１
月
20
日
（
金
）

（
消
印
有
効
）
ま
で
に
、
作
文

（
１
２
０
０
字
以
内
）
と
、
住

所
、
氏
名
、
年
齢
、
性
別
、
職

業
、
電
話
番
号
を
記
載
し
た
も

の
を
送
付
く
だ
さ
い
。

＊
作
文
テ
ー
マ
「
住
民
が
主
体

的
に
健
康
づ
く
り
に
取
り
組
む

た
め
に
、地
域
で
で
き
る
こ
と
」

※
申
し
込
み
、問
い
合
わ
せ
は
、

西
多
摩
保
健
所
企
画
調
整
課
企

画
調
整
担
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☎
22
‐
６
１
４
１

（
〒
１
９
８
‐
０
０
４
２
青
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市
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青
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１
‐
１
６
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‐
15
）

☆
摂
食
嚥
下
機
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支
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ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
開
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し
ま
す

基
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演
に
加
え
、
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び
多
摩
立
川

保
健
所
圏
域
市
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て
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有
を
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い
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住
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さ
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『
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べ
る
』
を
考
え
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た
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と
思
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ま
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テ
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〕
「
食
べ
る
を
考
え

る
～
Ｑ
Ｏ
Ｌ
と
栄
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～
」
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日
時
〕
１
月
５
日
（
木
）
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後
６
時
30
分
～
８
時
30
分

〔
座
長
〕
医
療
法
人
社
団
つ
く

し
会

新
田
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
田

國
夫

氏

〔
講
師
〕
日
本
歯
科
大
学
教
授

口
腔
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

多
摩
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

菊
谷 

 
 

武

氏

〔
方
法
〕
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催

〔
主
催
〕
西
多
摩
保
健
所
、
西

多
摩
立
川
保
健
所

※
問
い
合
わ
せ
は
、
西
多
摩

保
健
所

☎
22
‐
６
１
４
１

ＴＡＭＡ市民塾塾生募集

〔講座内容〕　「木彫～手のひらサイズの猫を作る～」、

　　「仏像東漸ーインドから日本へー」など全１５講座

〔開講期間〕「６か月コース」令和５年４月から９月

〔会場〕多摩交流センター

〔受講料〕４２００円（６回）・８４００円（１２回）

〔申込期限〕１月２０日（金）（当日消印有効）

  ＊詳しくは、塾生募集案内パンフレット、ＴＡＭＡ市

　　民塾ホームページをご覧ください。

※問い合わせは、

　ＴＡＭＡ市民塾　☎０４２（３３５）０１１１

　ホームページ　（https://tama-shimin-juku.com）

西
秋
川
衛
生
組
合
お
よ
び
秋
川
流
域
斎
場
組
合
に
お
け
る

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
の
受
付
け
に
つ
い
て

西
秋
川
衛
生
組
合
お
よ
び

秋
川
流
域
斎
場
組
合
の
一
部

事
務
組
合
に
お
い
て
、
下
記

の
と
お
り
、
令
和
５
年
、
６

年
度
工
事
・
設
計
等
競
争
入

札
参
加
資
格
審
査
申
請
の
受

付
け
を
実
施
し
ま
す
。

〔
期
間
〕
１
月
10
日
（
火
）
か

ら
31
日
（
火
）
ま
で
（
必
着
）

〔
提
出
方
法
〕
郵
送
（
宅
配
便

を
含
む
。
）

〔
提
出
書
類
〕
組
合
独
自
様
式

（
様
式
は
、
各
組
合
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
て
く
だ
さ
い
。
）

※
問
い
合
わ
せ
は
、

・
西
秋
川
衛
生
組
合
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・
秋
川
流
域
斎
場
組
合
（
ひ

の
で
斎
場
）
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No.828 令和 4年 12 月 5 日広 報 お く た ま

関
係
機
関
お
知
ら
せ

【ハローワーク青梅】

～急がば学べ・職業訓練のご案内～

スキルアップで就職力アップを目指しませんか？

・事務・ＩＴ・介護・技術など多彩なコース設定

・授業料は無料（テキスト代等のみ自己負担）

・就職までしっかりサポート！

※問い合わせは、ハローワーク青梅　

　　　　　　　　　訓練担当　☎２８－８８０８

【
西
多
摩
保
健
所

か
ら
お
知
ら
せ
】

☆
西
多
摩
地
域
保
健
医
療

協
議
会
委
員
を
募
集
し
ま
す

〔
内
容
〕地
域
の
保
健
医
療
サ
ー

ビ
ス
の
あ
り
方
な
ど
を
検
討
す

る
委
員
を
募
集

〔
対
象
〕
西
多
摩
の
８
市
町
村

の
い
ず
れ
か
に
在
住
の
令
和
５

年
４
月
１
日
時
点
で
18
歳
以
上

の
方
（
都
職
員
お
よ
び
西
多
摩

８
市
町
村
の
職
員
は
除
く
）

〔
定
員
〕
３
名
以
内

〔
任
期
〕
最
長
２
年

（
発
令
通
知
日
か
ら
令
和
７
年

３
月
31
日
ま
で
）

〔
応
募
方
法
〕
１
月
20
日
（
金
）

（
消
印
有
効
）
ま
で
に
、
作
文

（
１
２
０
０
字
以
内
）
と
、
住

所
、
氏
名
、
年
齢
、
性
別
、
職

業
、
電
話
番
号
を
記
載
し
た
も

の
を
送
付
く
だ
さ
い
。

＊
作
文
テ
ー
マ
「
住
民
が
主
体

的
に
健
康
づ
く
り
に
取
り
組
む

た
め
に
、地
域
で
で
き
る
こ
と
」

※
申
し
込
み
、問
い
合
わ
せ
は
、

西
多
摩
保
健
所
企
画
調
整
課
企

画
調
整
担
当
☎
22
‐
６
１
４
１

（
〒
１
９
８
‐
０
０
４
２
青
梅

市
東
青
梅
１
‐
１
６
７
‐
15
）

☆
摂
食
嚥
下
機
能
支
援
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
す

基
調
講
演
に
加
え
、
西
多

摩
保
健
所
お
よ
び
多
摩
立
川

保
健
所
圏
域
市
町
村
内
に
お

け
る
摂
食
嚥
下
機
能
支
援
の

取
組
状
況
に
つ
い
て
情
報
共

有
を
行
い
、
圏
域
住
民
の
皆

さ
ん
と
『
食
べ
る
』
を
考
え

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

〔
テ
ー
マ
〕
「
食
べ
る
を
考
え

る
～
Ｑ
Ｏ
Ｌ
と
栄
養
～
」

〔
日
時
〕
１
月
５
日
（
木
）

午
後
６
時
30
分
～
８
時
30
分

〔
座
長
〕
医
療
法
人
社
団
つ
く

し
会

新
田
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
田

國
夫

氏

〔
講
師
〕
日
本
歯
科
大
学
教
授

口
腔
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

多
摩
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

菊
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武

氏
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法
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イ
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開
催

〔
主
催
〕
西
多
摩
保
健
所
、
西

多
摩
立
川
保
健
所

※
問
い
合
わ
せ
は
、
西
多
摩

保
健
所
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〔講座内容〕　「木彫～手のひらサイズの猫を作る～」、

　　「仏像東漸ーインドから日本へー」など全１５講座

〔開講期間〕「６か月コース」令和５年４月から９月

〔会場〕多摩交流センター

〔受講料〕４２００円（６回）・８４００円（１２回）

〔申込期限〕１月２０日（金）（当日消印有効）

  ＊詳しくは、塾生募集案内パンフレット、ＴＡＭＡ市

　　民塾ホームページをご覧ください。

※問い合わせは、
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る
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争
入
札
参
加
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格
審
査
申
請
の
受
付
け
に
つ
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て

西
秋
川
衛
生
組
合
お
よ
び

秋
川
流
域
斎
場
組
合
の
一
部

事
務
組
合
に
お
い
て
、
下
記

の
と
お
り
、
令
和
５
年
、
６

年
度
工
事
・
設
計
等
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争
入

札
参
加
資
格
審
査
申
請
の
受

付
け
を
実
施
し
ま
す
。

〔
期
間
〕
１
月
10
日
（
火
）
か

ら
31
日
（
火
）
ま
で
（
必
着
）

〔
提
出
方
法
〕
郵
送
（
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便

を
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）

〔
提
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書
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は
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各
組
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ム
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No.828 2022 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

関
係
機
関
お
知
ら
せ

●
火
災
予
防
業
務
協
力
者
表
彰

長
年
に
わ
た
り
火
災
予
防
業

務
に
協
力
の
あ
っ
た
団
体
お
よ

び
個
人
に
対
し
て
、
東
京
消
防

庁
予
防
部
長
、企
画
調
整
部
長
、

防
災
部
長
並
び
に
奥
多
摩
消
防

署
長
か
ら
表
彰
状
お
よ
び
感
謝

状
が
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。

受
賞
さ
れ
た
方
々
は
つ
ぎ
の

と
お
り
で
す
。

　
　
　
　
（
敬
称
略
、
順
不
同
）

○
予
防
部
長
感
謝
状

（
火
災
予
防
業
務
協
力
功
労
）

・
青
梅
信
用
金
庫
奥
多
摩
支
店

・
小
河
内
建
設
株
式
会
社

・
有
限
会
社
玉
翠
荘

○
企
画
調
整
部
長
感
謝
状

（
広
報
業
務
協
力
功
労
）

・
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

奥
多
摩
駅

○
防
災
部
長
感
謝
状

（
人
命
安
全
対
策
等
推
進
功
労
）

・
梅
沢
自
治
会

〇
予
防
部
長
表
彰
状

（
優
良
防
火
対
象
物
の
防
火
安

全
の
維
持
に
対
す
る
功
労
）

・
奥
多
摩
の
風
は
と
の
す
荘

○
予
防
部
長
表
彰
状

（
危
険
物
取
扱
者
業
務
適
切
功
労
）

・
小
林

勝
明
（
有
限
会
社
小

林
石
油
）

○
予
防
部
長
表
彰
状

（
防
火
管
理
業
務
適
切
功
労
）

・
杉
村

秀
（
観
光
荘
）

○
奥
多
摩
消
防
署
長
感
謝
状

（
火
災
予
防
業
務
協
力
功
労
）

・
有
限
会
社
小
林
石
油

・
丸
井
亭

・
氷
川
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ

ン・
西
東
京
農
業
協
同
組
合
古
里

支
店

・
獅
子
口
屋

・
島
崎
産
業
株
式
会
社

・
朝
日
建
設
株
式
会
社

・
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
グ

リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
奥
多
摩

・
小
林
商
店

・
弘
美
堂

・
株
式
会
社
小
西
建
設

・
小
池
建
設
株
式
会
社

・
株
式
会
社
消
防
弘
済
会

・
有
限
会
社
鈴
木
電
気
商
会

・
石
田
会
計
事
務
所

・
有
限
会
社
新
島
自
動
車
整
備

工
場

・
宗
教
法
人
リ
ー
ベ
ン
ゼ
ラ
日

本
宣
教
団
奥
多
摩
福
音
の
家

・
有
限
会
社
師
岡
建
材

・
山
鳩

○
奥
多
摩
消
防
署
長
感
謝
状

（
広
報
業
務
協
力
功
労
）

・
奥
多
摩
町
福
祉
会
館

【
奥
多
摩
消
防
署
か
ら
お
知
ら
せ
】

防
災
安
全
功
労
者
表
彰
・
火
災
予
防
業
務
協
力
者
表
彰

●
防
災
安
全
功
労
者
表
彰

11
月
４
日
に
、
奥
多
摩
防
火

防
災
協
会
監
事
の
師
岡
さ
と
子

氏
へ
茂
木
猛
署
長
よ
り
、
令
和

４
年
度
防
災
安
全
功
労
者
表
彰

状
の
伝
達
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

師
岡
氏
は
、
奥
多
摩
防
火
防

災
協
会
監
事
と
し
て
、
長
年
に

わ
た
り
会
の
運
営
と
発
展
に
尽

力
し
、
町
の
安
全
と
安
心
の
た

め
精
力
的
な
広
報
活
動
を
推
進

す
る
な
ど
、
会
の
発
展
に
貢
献

し
た
功
績
が
評
価
さ
れ
、
今
回

の
表
彰
と
な
り
ま
し
た
。

○
奥
多
摩
消
防
署
長
感
謝
状

（
広
報
業
務
協
力
功
労
）

・
奥
多
摩
防
火
女
性
の
会

清
水

多
恵
子
（
会
長
）

・
奥
多
摩
防
火
女
性
の
会

清
水

光
江
（
会
計
理
事
）

・
奥
多
摩
防
火
女
性
の
会

濱
野

宏
美

・
奥
多
摩
防
火
女
性
の
会

原
島

み
ゆ
き

○
奥
多
摩
消
防
署
長
感
謝
状

（
人
命
安
全
対
策
等
推
進
功
労
）

・
小
河
内
自
治
会
川
野
組

○
奥
多
摩
消
防
署
長
表
彰
状

（
危
険
物
取
扱
者
業
務
適
切
功
労
）

・
泉

敦
（
有
限
会
社
井
登
屋

商
店
）

○
奥
多
摩
消
防
署
長
表
彰
状

（
防
火
管
理
業
務
適
切
功
労
）

・
及
川

栄
（
奥
多
摩
も
え
ぎ

の
湯
）

・
島
崎

正
美（
ア
メ
リ
カ
キ
ャ

ン
プ
村
）

・
杉
村

誠
（
花
あ
そ
び
）

・
森
田

哲
哉
（
奥
多
摩
文
化

会
館
）

み
ん
な
の
情
報
局

お
祭
り
お
面
づ
く
り
講
習
会

奥
多
摩
に
古
く
か
ら
伝
わ

る
郷
土
芸
能
を
大
切
に
し
た

い
と
い
う
思
い
か
ら
始
ま
っ

た
講
習
会
で
す
。

「
海
沢
の
お
神
楽
」
の
お
面

な
ど
を
見
本
に
し
、
毎
年
楽

し
く
制
作
に
励
ん
で
い
ま
す
。

ど
な
た
で
も
参
加
、
見
学

で
き
ま
す
。
道
具
も
貸
し
出

し
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

〔
開
催
日
〕
12
月
か
ら
３
月
の

間
の
土
曜
日

全
８
回

〔
参
加
費
〕
１
万
円
（
８
回
分
・

レ
ン
タ
ル
代
含
む
）

〔
時
間
〕
お
問
い
合
わ
せ
下
さ

い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
お
く
た

ま
海
沢
ふ
れ
あ
い
農
園

　
　
　
　☎
85
‐
８
６
８
５
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No.828 2022 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

関
係
機
関
お
知
ら
せ

●
火
災
予
防
業
務
協
力
者
表
彰

長
年
に
わ
た
り
火
災
予
防
業

務
に
協
力
の
あ
っ
た
団
体
お
よ

び
個
人
に
対
し
て
、
東
京
消
防

庁
予
防
部
長
、企
画
調
整
部
長
、

防
災
部
長
並
び
に
奥
多
摩
消
防

署
長
か
ら
表
彰
状
お
よ
び
感
謝

状
が
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。

受
賞
さ
れ
た
方
々
は
つ
ぎ
の

と
お
り
で
す
。

　
　
　
　
（
敬
称
略
、
順
不
同
）

○
予
防
部
長
感
謝
状

（
火
災
予
防
業
務
協
力
功
労
）

・
青
梅
信
用
金
庫
奥
多
摩
支
店

・
小
河
内
建
設
株
式
会
社

・
有
限
会
社
玉
翠
荘

○
企
画
調
整
部
長
感
謝
状

（
広
報
業
務
協
力
功
労
）

・
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

奥
多
摩
駅

○
防
災
部
長
感
謝
状

（
人
命
安
全
対
策
等
推
進
功
労
）

・
梅
沢
自
治
会

〇
予
防
部
長
表
彰
状

（
優
良
防
火
対
象
物
の
防
火
安

全
の
維
持
に
対
す
る
功
労
）

・
奥
多
摩
の
風
は
と
の
す
荘

○
予
防
部
長
表
彰
状

（
危
険
物
取
扱
者
業
務
適
切
功
労
）

・
小
林

勝
明
（
有
限
会
社
小

林
石
油
）

○
予
防
部
長
表
彰
状

（
防
火
管
理
業
務
適
切
功
労
）

・
杉
村

秀
（
観
光
荘
）

○
奥
多
摩
消
防
署
長
感
謝
状

（
火
災
予
防
業
務
協
力
功
労
）

・
有
限
会
社
小
林
石
油

・
丸
井
亭

・
氷
川
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ

ン・
西
東
京
農
業
協
同
組
合
古
里

支
店

・
獅
子
口
屋

・
島
崎
産
業
株
式
会
社

・
朝
日
建
設
株
式
会
社

・
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
グ

リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
奥
多
摩

・
小
林
商
店

・
弘
美
堂

・
株
式
会
社
小
西
建
設

・
小
池
建
設
株
式
会
社

・
株
式
会
社
消
防
弘
済
会

・
有
限
会
社
鈴
木
電
気
商
会

・
石
田
会
計
事
務
所

・
有
限
会
社
新
島
自
動
車
整
備

工
場

・
宗
教
法
人
リ
ー
ベ
ン
ゼ
ラ
日

本
宣
教
団
奥
多
摩
福
音
の
家

・
有
限
会
社
師
岡
建
材

・
山
鳩

○
奥
多
摩
消
防
署
長
感
謝
状

（
広
報
業
務
協
力
功
労
）

・
奥
多
摩
町
福
祉
会
館

【
奥
多
摩
消
防
署
か
ら
お
知
ら
せ
】

防
災
安
全
功
労
者
表
彰
・
火
災
予
防
業
務
協
力
者
表
彰

●
防
災
安
全
功
労
者
表
彰

11
月
４
日
に
、
奥
多
摩
防
火

防
災
協
会
監
事
の
師
岡
さ
と
子

氏
へ
茂
木
猛
署
長
よ
り
、
令
和

４
年
度
防
災
安
全
功
労
者
表
彰

状
の
伝
達
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

師
岡
氏
は
、
奥
多
摩
防
火
防

災
協
会
監
事
と
し
て
、
長
年
に

わ
た
り
会
の
運
営
と
発
展
に
尽

力
し
、
町
の
安
全
と
安
心
の
た

め
精
力
的
な
広
報
活
動
を
推
進

す
る
な
ど
、
会
の
発
展
に
貢
献

し
た
功
績
が
評
価
さ
れ
、
今
回

の
表
彰
と
な
り
ま
し
た
。

○
奥
多
摩
消
防
署
長
感
謝
状

（
広
報
業
務
協
力
功
労
）

・
奥
多
摩
防
火
女
性
の
会

清
水

多
恵
子
（
会
長
）

・
奥
多
摩
防
火
女
性
の
会

清
水

光
江
（
会
計
理
事
）

・
奥
多
摩
防
火
女
性
の
会

濱
野

宏
美

・
奥
多
摩
防
火
女
性
の
会

原
島

み
ゆ
き

○
奥
多
摩
消
防
署
長
感
謝
状

（
人
命
安
全
対
策
等
推
進
功
労
）

・
小
河
内
自
治
会
川
野
組

○
奥
多
摩
消
防
署
長
表
彰
状

（
危
険
物
取
扱
者
業
務
適
切
功
労
）

・
泉

敦
（
有
限
会
社
井
登
屋

商
店
）

○
奥
多
摩
消
防
署
長
表
彰
状

（
防
火
管
理
業
務
適
切
功
労
）

・
及
川

栄
（
奥
多
摩
も
え
ぎ

の
湯
）

・
島
崎

正
美（
ア
メ
リ
カ
キ
ャ

ン
プ
村
）

・
杉
村

誠
（
花
あ
そ
び
）

・
森
田

哲
哉
（
奥
多
摩
文
化

会
館
）

み
ん
な
の
情
報
局

お
祭
り
お
面
づ
く
り
講
習
会

奥
多
摩
に
古
く
か
ら
伝
わ

る
郷
土
芸
能
を
大
切
に
し
た

い
と
い
う
思
い
か
ら
始
ま
っ

た
講
習
会
で
す
。

「
海
沢
の
お
神
楽
」
の
お
面

な
ど
を
見
本
に
し
、
毎
年
楽

し
く
制
作
に
励
ん
で
い
ま
す
。

ど
な
た
で
も
参
加
、
見
学

で
き
ま
す
。
道
具
も
貸
し
出

し
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

〔
開
催
日
〕
12
月
か
ら
３
月
の

間
の
土
曜
日

全
８
回

〔
参
加
費
〕
１
万
円
（
８
回
分
・

レ
ン
タ
ル
代
含
む
）

〔
時
間
〕
お
問
い
合
わ
せ
下
さ

い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
お
く
た

ま
海
沢
ふ
れ
あ
い
農
園

　
　
　
　☎
85
‐
８
６
８
５
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No.828 2022 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

関
係
機
関
お
知
ら
せ

●
火
災
予
防
業
務
協
力
者
表
彰

長
年
に
わ
た
り
火
災
予
防
業

務
に
協
力
の
あ
っ
た
団
体
お
よ

び
個
人
に
対
し
て
、
東
京
消
防

庁
予
防
部
長
、企
画
調
整
部
長
、

防
災
部
長
並
び
に
奥
多
摩
消
防

署
長
か
ら
表
彰
状
お
よ
び
感
謝

状
が
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。

受
賞
さ
れ
た
方
々
は
つ
ぎ
の

と
お
り
で
す
。

　
　
　
　
（
敬
称
略
、
順
不
同
）

○
予
防
部
長
感
謝
状

（
火
災
予
防
業
務
協
力
功
労
）

・
青
梅
信
用
金
庫
奥
多
摩
支
店

・
小
河
内
建
設
株
式
会
社

・
有
限
会
社
玉
翠
荘

○
企
画
調
整
部
長
感
謝
状

（
広
報
業
務
協
力
功
労
）

・
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

奥
多
摩
駅

○
防
災
部
長
感
謝
状

（
人
命
安
全
対
策
等
推
進
功
労
）

・
梅
沢
自
治
会

〇
予
防
部
長
表
彰
状

（
優
良
防
火
対
象
物
の
防
火
安

全
の
維
持
に
対
す
る
功
労
）

・
奥
多
摩
の
風
は
と
の
す
荘

○
予
防
部
長
表
彰
状

（
危
険
物
取
扱
者
業
務
適
切
功
労
）

・
小
林

勝
明
（
有
限
会
社
小

林
石
油
）

○
予
防
部
長
表
彰
状

（
防
火
管
理
業
務
適
切
功
労
）

・
杉
村

秀
（
観
光
荘
）

○
奥
多
摩
消
防
署
長
感
謝
状

（
火
災
予
防
業
務
協
力
功
労
）

・
有
限
会
社
小
林
石
油

・
丸
井
亭

・
氷
川
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ

ン・
西
東
京
農
業
協
同
組
合
古
里

支
店

・
獅
子
口
屋

・
島
崎
産
業
株
式
会
社

・
朝
日
建
設
株
式
会
社

・
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
グ

リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
奥
多
摩

・
小
林
商
店

・
弘
美
堂

・
株
式
会
社
小
西
建
設

・
小
池
建
設
株
式
会
社

・
株
式
会
社
消
防
弘
済
会

・
有
限
会
社
鈴
木
電
気
商
会

・
石
田
会
計
事
務
所

・
有
限
会
社
新
島
自
動
車
整
備

工
場

・
宗
教
法
人
リ
ー
ベ
ン
ゼ
ラ
日

本
宣
教
団
奥
多
摩
福
音
の
家

・
有
限
会
社
師
岡
建
材

・
山
鳩

○
奥
多
摩
消
防
署
長
感
謝
状

（
広
報
業
務
協
力
功
労
）

・
奥
多
摩
町
福
祉
会
館

【
奥
多
摩
消
防
署
か
ら
お
知
ら
せ
】

防
災
安
全
功
労
者
表
彰
・
火
災
予
防
業
務
協
力
者
表
彰

●
防
災
安
全
功
労
者
表
彰

11
月
４
日
に
、
奥
多
摩
防
火

防
災
協
会
監
事
の
師
岡
さ
と
子

氏
へ
茂
木
猛
署
長
よ
り
、
令
和

４
年
度
防
災
安
全
功
労
者
表
彰

状
の
伝
達
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

師
岡
氏
は
、
奥
多
摩
防
火
防

災
協
会
監
事
と
し
て
、
長
年
に

わ
た
り
会
の
運
営
と
発
展
に
尽

力
し
、
町
の
安
全
と
安
心
の
た

め
精
力
的
な
広
報
活
動
を
推
進

す
る
な
ど
、
会
の
発
展
に
貢
献

し
た
功
績
が
評
価
さ
れ
、
今
回

の
表
彰
と
な
り
ま
し
た
。

○
奥
多
摩
消
防
署
長
感
謝
状

（
広
報
業
務
協
力
功
労
）

・
奥
多
摩
防
火
女
性
の
会

清
水

多
恵
子
（
会
長
）

・
奥
多
摩
防
火
女
性
の
会

清
水

光
江
（
会
計
理
事
）

・
奥
多
摩
防
火
女
性
の
会

濱
野

宏
美

・
奥
多
摩
防
火
女
性
の
会

原
島

み
ゆ
き

○
奥
多
摩
消
防
署
長
感
謝
状

（
人
命
安
全
対
策
等
推
進
功
労
）

・
小
河
内
自
治
会
川
野
組

○
奥
多
摩
消
防
署
長
表
彰
状

（
危
険
物
取
扱
者
業
務
適
切
功
労
）

・
泉

敦
（
有
限
会
社
井
登
屋

商
店
）

○
奥
多
摩
消
防
署
長
表
彰
状

（
防
火
管
理
業
務
適
切
功
労
）

・
及
川

栄
（
奥
多
摩
も
え
ぎ

の
湯
）

・
島
崎

正
美（
ア
メ
リ
カ
キ
ャ

ン
プ
村
）

・
杉
村

誠
（
花
あ
そ
び
）

・
森
田

哲
哉
（
奥
多
摩
文
化

会
館
）

み
ん
な
の
情
報
局

お
祭
り
お
面
づ
く
り
講
習
会

奥
多
摩
に
古
く
か
ら
伝
わ

る
郷
土
芸
能
を
大
切
に
し
た

い
と
い
う
思
い
か
ら
始
ま
っ

た
講
習
会
で
す
。

「
海
沢
の
お
神
楽
」
の
お
面

な
ど
を
見
本
に
し
、
毎
年
楽

し
く
制
作
に
励
ん
で
い
ま
す
。

ど
な
た
で
も
参
加
、
見
学

で
き
ま
す
。
道
具
も
貸
し
出

し
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

〔
開
催
日
〕
12
月
か
ら
３
月
の

間
の
土
曜
日

全
８
回

〔
参
加
費
〕
１
万
円
（
８
回
分
・

レ
ン
タ
ル
代
含
む
）

〔
時
間
〕
お
問
い
合
わ
せ
下
さ

い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
お
く
た

ま
海
沢
ふ
れ
あ
い
農
園

　
　
　
　☎
85
‐
８
６
８
５
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No.828 令和 4年 12 月 5 日広 報 お く た ま

【
山
の
ふ
る
さ
と
村

　
　
　
　

  

体
験
教
室
】

詳
細
☟

観
光
施
設
・
行
事
な
ど
の
お
知
ら
せ

森林セラピー健康づくり事業 ～町民対象～

〔参加費〕５００円　

〔定　員〕２１名　＊いずれも先着順

〔受付期間〕１２月１４日（水）午前８時３０分～２２日（木）午後５時１５分

＊健脚コースとケーブルカー利用のゆっくりコースがあります。

＊申し込みが７名未満の際は、ツアーが中止となる場合があります。

＊申し込みは、原則、ひと月に１ツアーのみとさせていただきます。

※申し込み、問い合わせは、 福祉保健課　　☎８３－２７７７

※ツアー内容の問い合わせは、

      一般財団法人おくたま地域振興財団　☎８３－８８５５

ツ  ア  ー  名 日　　　　程

 ① 御岳山ウォーク＆武蔵御嶽神社参拝 　1月６日（金）

①
田
舎
み
そ
作
り
と
こ
ん
に
ゃ

く
作
り

　
　
　
　

　
　２
月
11
日
（
祝
）

〔
申
込
〕
官
製
は
が
き
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、

Ｅ
メ
ー
ル
で

　
　
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
86
‐
２
５
５
３

E
-
m
a
i
l
:
y
a
m
a
h
u
r
u
@
t
o
w
n
.

okutama.tokyo.jp

＊
送
迎
バ
ス
あ
り

※
問
い
合
わ
せ
は
、
山
の
ふ
る

さ
と
村
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
☎
86-

２
５
５
６

【
奥
多
摩
都
民
の
森

　
　

　
　
体
験
教
室
】

詳
細
☟

①
山
里
倶
楽
部
・
第
４
回
温
泉

と
ハ
イ
キ
ン
グ
〈
１
泊
２
日
〉

1
月
14
日
（
土
）
～
15
日
（
日
）

②
集
ま
れ
山
ガ
ー
ル
・
第
６
回

三
窪
高
原
〈
１
泊
２
日
〉

1
月
21
日
（
土
）
～
22
日
（
日
）

③
奥
多
摩
山
歩
き
・
第
10
回

黒
川
鶏
冠
山
〈
１
泊
２
日
〉

１
月
28
日
（
土
）
～
29
日
（
日
）

〔
申
込
〕官
製
は
が
き
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、

Ｅ
メ
ー
ル
で

Ｆ
Ａ
Ｘ
83-

３
６
３
３

E
-
m
a
i
l
:
o
k
u
-
m
o
r
i
@
a
x
e
l
.

ocn.ne.jp

※
問
い
合
わ
せ
は
、
奥
多
摩
都

民
の
森
管
理
事
務
所

　
　
　
　
　☎
83-

３
６
３
１

【
森
林
セ
ラ
ピ
ー
ツ
ア
ー
】

詳
細
☟

毎
月
第
１
日
曜
日
＆
第
３
木

曜
日
は
フ
ォ
レ
ス
ト

フ
ォ
ー

レ
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